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１．２０３０年の社会と子供たちの未来 

 本「審議のまとめ」は、２０３０年の社会と、そして更にその先の豊かな未来を築くため

に、教育課程を通じて初等中等教育が果たすべき役割を示すことを意図している。 

 グローバル化は我々の社会に多様性をもたらし、また、急速な情報化や技術革新は人間生

活を質的にも変化させつつある。こうした社会的変化の影響が、身近な生活も含め社会のあ

らゆる領域に及んでいる中で、教育の在り方も新たな事態に直面していることは明らかであ

る。 

 そこで本「審議のまとめ」は、学校を、変化する社会の中に位置付け、教職員間、学校段

階間、学校と社会との間の相互連携を促すため、初等中等教育の総体的な姿を描くことを目

指すものである。 

 こうした姿の中で、学校における教育活動の中核となる教育課程や、その基準となる学習

指導要領及び幼稚園教育要領（以下「学習指導要領等」という。）に、新たな役割が期待さ

れている。これからの学習指導要領等は、学校教育を通じて子供たちが身に付けるべき資

質・能力や学ぶべき内容、学び方の見通しを示す「学びの地図」として、教科等や学校段階

を越えて教育関係者間が共有したり、子供自身が学びの意義を自覚する手がかりを見出した

り、家庭や地域、社会の関係者が幅広く活用したりできるものとなることが求められる。 

 中央教育審議会においては、平成２６年１１月に文部科学大臣から「初等中等教育におけ

る教育課程の基準等の在り方について」諮問が行われたことを受け、改訂の基本的な考え方

を昨年８月に「論点整理」としてまとめた。この「論点整理」を踏まえ、各学校段階等や教

科等別に設置された専門部会において、学びや知識の本質や、各教科等を学ぶ本質的な意義

に立ち返り、学習や発達に関する専門的な論点についても深く議論を重ねてきた。また、並

行して「論点整理」の内容を幅広く広報し、教育関係者等間の議論も促してきた。 

 本「審議のまとめ」においては、こうした議論の深まりも踏まえ、新しい学習指導要領が

「学びの地図」として活用されるものとなるために必要な、改訂の設計図を示している。子

供たちの学びの改善・充実に真摯に取り組んでいる教育関係者が、本「審議まとめ」を活用

してその専門性をますます高めていくことを期待するとともに、今後改訂される学習指導要

領等が、学校のみならず、社会各層に理解され共有されやすいものとして示されることを期

待したい。 

（１）新しい時代と社会に開かれた教育課程 

○ 将来の変化を予測することが困難な時代1を前に、子供たちには、現在と未来に向けて、

                                            
1 ２０３０年には、少子高齢化が更に進行し、６５歳以上の割合は総人口の３割に達する一方、生産年齢人口

は総人口の約５８％にまで減少すると見込まれている（論点整理補足資料７・８ページ参照）。同年には、世

界のＧＤＰに占める日本の割合は、現在の５．８％から３．４％にまで低下するとの予測もあり、日本の国

際的な存在感の低下も懸念されている（論点整理補足資料９ページ参照）。 
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自らの人生をどのように拓
ひら

いていくことが求められているのか。また、自らの生涯を生き

抜くために必要な力を培っていくことが問われる中、新しい時代を生きる子供たちに、学

校教育は何を準備しなければならないのか。 

（新しい時代にふさわしい学校文化の形成） 

○ 我が国の近代学校制度は、明治期に公布された学制に始まり、およそ７０年を経て、昭

和２２年には現代学校制度の根幹を定める学校教育法が制定された2。今また、それから

更に７０年が経
た

とうとしている。この１４０年間、我が国の教育は大きな成果を上げ、蓄

積を積み上げてきた。この節目の時期に、これまでの蓄積を踏まえ評価しつつ、新しい時

代にふさわしい学校の在り方を求め、新たな学校文化を形成していく必要がある。 

○ 予測できない未来に対応するためには、社会の変化に受け身で対処するのではなく、主

体的に向き合って関わり合い、その過程を通して、一人一人が自らの可能性を最大限に発

揮し、よりよい社会と幸福な人生を自ら創り出していくことが重要である3。 

○ とりわけ最近では、「第４次産業革命」ともいわれる、進化した人工知能が様々な判断

を行ったり、身近な物の働きがインターネット経由で最適化されたりする時代の到来が、

社会や生活を大きく変えていくとの予測もなされている。こうした変化は、様々な課題

に新たな解決策を見いだし、新たな価値を創造していく人間の活動を活性化するもので

あり、私たちの生活に便利さや豊かさをもたらすものになると考えられる。 

○ その一方で、“人工知能の進化により人間が活躍できる職業はなくなるのではないか”

“今学校で教えていることは時代が変化したら通用しなくなるのではないか”といった

不安の声もあり、それを裏付けるような未来予測も多く発表されている。教育界には、

変化が激しく将来の予測が困難な時代にあっても、子供たちが自信を持って自分の人生

を切り拓き、よりよい社会を創り出していくことができるよう、必要な資質･能力をしっ

かりと育んでいくことが求められている。 

○ 学校教育が目指す子供たちの姿と、社会が求める人材像の関係については、長年議論が

続けられてきた。現在、社会や産業の構造が変化していく中で、私たち人間に求められ

                                                                                                                                           

 また、グローバル化や情報化が進展する社会の中では、多様な主体が速いスピードで相互に影響し合い、一

つの出来事が広範囲かつ複雑に伝播し、先を見通すことがますます難しくなってきている。子供たちが将来

就くことになる職業の在り方についても、技術革新等の影響により大きく変化することになると予測されて

いる 。子供たちの６５％は将来、今は存在していない職業に就く（キャシー・デビッドソン氏（ニューヨー

ク市立大学大学院センター教授））との予測や、今後１０年～２０年程度で、半数近くの仕事が自動化される

可能性が高い（マイケル・オズボーン氏（オックスフォード大学准教授））などの予測がある。また、２０４

５年には人工知能が人類を越える「シンギュラリティ」に到達するという指摘もある。このような中で、グ

ローバル化、情報化、技術革新等といった変化は、どのようなキャリアを選択するかにかかわらず、すべて

の子供たちの生き方に影響するものであるという認識に立った検討が必要である。 

2 我が国の学校教育制度の変遷については、論点整理補足資料１０・１１ページ参照。 

3 アラン・ケイ氏（カリフォルニア大学ロサンゼルス校准教授）は、「未来を予測する最善の方法は、それを

発明することだ」と述べている。 
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るのは、解き方があらかじめ定まった問題を効率的に解いたり、定められた手続を効率

的にこなしたりすることにとどまらず、感性を豊かに働かせながら、どのような未来を

創っていくのか、どのように社会や人生をよりよいものにしていくのかを考え、自分な

りに試行錯誤し新たな価値を生み出していくことであるということ、そのためには生き

て働く知識を含む、これからの時代に求められる資質･能力を学校教育で育成していくこ

とが重要であるということを、学校と社会とが共通の認識として持つことができる好機

にある。 

○ こうした資質・能力の育成は、学校教育が長年目指してきたことでもある。これからの

子供たちには、社会の加速度的な変化の中でも、社会的・職業的に自立した人間として、

伝統や文化に立脚し、高い志と意欲を持って、蓄積された知識を礎としながら、膨大な情

報から何が重要かを主体的に判断し、自ら問いを立ててその解決を目指し、他者と協働4し

ながら新たな価値を生み出していくことが求められる。学校の場においては、子供たち一

人一人の可能性を伸ばし、新しい時代に求められる資質・能力を確実に育成していくこと

や、そのために求められる学校の在り方を不断に探究する文化を形成していくことが、よ

り一層重要になる。 

（「学校」の意義の再確認） 

○ 子供たちに必要な資質・能力を育成していくため、今後の学校教育にはどのような役割

が期待されるのだろうか。それを考えるためには、社会的変化を視野に入れつつ、教育の

姿を総体的に描きながら、「学校」の意義についても今一度捉え直していく必要がある。 

○ 学校とは、社会への準備段階であると同時に、学校そのものが、子供たちや教職員、保

護者、地域の人々などから構成される一つの社会でもある。子供たちは、学校も含めた社

会の中で、生まれ育った環境に関わらず、また、障害の有無に関わらず、様々な人と関わ

りながら学び、その学びを通じて、自分の存在が認められることや、自分の活動によって

何かを変えたり、社会をよりよくしたりできることなどの実感を持つことができる。 

○ そうした実感は、子供たちにとって、人間一人一人の活動が身近な地域や社会生活に影

響を与えるという認識につながり、これを積み重ねることにより、地球規模の問題にも関

わり、持続可能な社会づくりを担っていこうとする意欲を持つようになることが期待でき

る。学校はこのようにして、社会的意識や積極性を持った子供たちを育成する場なのであ

る。 

○ 子供たちが、身近な地域を含めた社会とのつながりの中で学び、自らの人生や社会をよ

りよく変えていくことができるという実感を持つことは、貧困などの目の前にある生活上

の困難を乗り越え、貧困が貧困を生むというような負の連鎖を断ち切り未来に向けて進む

                                            
4 本「論点整理」においては、従来「共同」又は「協同」を用いている固有の語を除き、よりよい地域社会づ

くり等の目的のために力を合わせる際などに使われる「協働」の語を用いることとしている。 
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希望と力を与えることにつながるものである。 

○ このように考えると、子供たちに、新しい時代を切り拓
ひら

いていくために必要な資質・能

力を育むためには、学校が社会や世界と接点を持ちつつ、多様な人々とつながりを保ちな

がら学ぶことのできる、開かれた環境となることが不可欠である。 

○ こうした社会とのつながりの中で学校教育を展開していくことは、我が国が社会的な課

題を乗り越え、未来を切り拓
ひら

いていくための大きな原動力ともなる。未曾有
み ぞ う

の大災害とな

った東日本大震災における困難を克服する中でも、子供たちが現実の課題と向き合いなが

ら学び、国内外の多様な人々と協力し、被災地や日本の未来を考えていく姿が、復興に向

けての大きな希望となった。人口減少下での様々な地域課題の解決に向けても、社会に開

かれた学校での学びが、子供たち自身の生き方や地域貢献につながっていくとともに、地

域が総がかりで子供の成長を応援し、そこで生まれる 絆
きずな

を地域活性化の基盤としていく

という好循環をもたらすことになる5。ユネスコが提唱する持続可能な開発のための教育

（ＥＳＤ）6も、身近な課題について自分ができることを考え行動していくという学びが、

地球規模の課題の解決の手掛かりとなるという理念に基づくものである。 

○ このように、学校は、今を生きる子供たちにとって、現実の社会との関わりの中で、毎

日の生活を築き上げていく場であるとともに、未来の社会に向けた準備段階としての場で

もある。日々の豊かな生活を通して、未来の創造を目指す。そのための学校の在り方を探

究し、新しい学校生活の姿と、求められる教育や授業の姿を描き、教科等の在り方を探究

していく。この俯瞰
ふ か ん

的かつ総合的な視点を大切にしたいと考えている。 

（人生を主体的に切り拓
ひら

く「学び」の意義） 

○ 子供たち一人一人は、多様な可能性を持った存在であり、多様な教育ニーズを持ってい

る。成熟社会において新たな価値を創造していくためには、一人一人が互いの異なる背景

を尊重し、それぞれが多様な経験を重ねながら、様々な得意分野の能力を伸ばしていくこ

とが、これまで以上に強く求められる。一方で、苦手な分野を克服しながら、社会で生き

ていくために必要となる力をバランスよく身に付けていくことも重要である。 

○ これは、我が国が平成２６年に批准した「障害者の権利に関する条約」において提唱さ

れているインクルーシブ教育システム7の実現に向けて、一人一人の子供たちが、障害の

有無やその他の個々の違いを認め合いながら、共に学ぶことを追及することは、誰もが生

                                            
5 こうした具体的な取組例については、論点整理補足資料１６８ページ参照。 

6 論点整理補足資料１６９ページ参照。 

7 障害者の権利に関する条約第 24 条によれば、インクルーシブ教育システムとは、人間の多様性の尊重等を

強化し、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な限り最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参

加することを可能にするという目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり、障害のあ

る者が一般的な教育制度から排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えら

れること、個人に必要な「合理的配慮」が提供されること等が必要とされている。 
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き生きと活躍できる社会を形成していくことでもある。 

○ また、子供たちに社会や職業で必要となる資質・能力を育むためには、学校と社会との

接続を意識し、一人一人の社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる能力や態度を育

み、キャリア発達を促す「キャリア教育」8の視点も重要である。学校教育に「外の風」、

すなわち、変化する社会の動きを取り込み、世の中と結び付いた授業等を通じて子供たち

にこれからの人生を前向きに考えさせることが、主体的な学びの鍵となる。 

○ これらの視点を重視しながら、未来に向かって成長しようとしている子供たちが、学び

に関して持っている潜在的な力を、教育を通じて洗練させ、教員自らもその力を発揮し、

教室や社会で共に生き生きと活躍できるようにするために、学習指導要領等の在り方を検

討していかなければならない。 

（社会に開かれた教育課程） 

○ そのためには、子供たちの学校生活の核となる教育課程について、その役割を捉え直し

ていくことが必要である。学校が社会や地域とのつながりを意識する中で、社会の中の学

校であるためには、教育課程もまた社会とのつながりを大切にする必要がある。学校がそ

の教育基盤を整えるにあたり、教育課程を介して社会や世界との接点を持つことが、これ

からの時代においてより一層重要となる。 

○ 前述の通り、これからの時代を生きていくために育むべき資質･能力の在り方を、学校

と社会とが共通の認識として持つことができる好機にある。これからの教育課程には、

社会の変化に目を向け、教育が普遍的に目指す根幹を堅持しつつ、社会の変化を柔軟に

受け止めていく「社会に開かれた教育課程」としての役割が期待されている。 

 このような「社会に開かれた教育課程」としては、次の点が重要になる。 

① 社会や世界の状況を幅広く視野に入れ、よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る

という目標を持ち、教育課程を介してその目標を社会と共有していくこと。 

② これからの社会を創り出していく子供たちが、社会や世界に向き合い関わり合い、自ら

の人生を切り拓
ひら

いていくために求められる資質・能力とは何かを、教育課程において明確

化し育んでいくこと。 

③ 教育課程の実施に当たって、地域の人的・物的資源を活用したり、放課後や土曜日等を

活用した社会教育との連携を図ったりし、学校教育を学校内に閉じずに、その目指すとこ

ろを社会と共有・連携しながら実現させること。 

○ このためには、教育課程の基準となる学習指導要領等も、各学校が「社会に開かれた教

                                            
8 「キャリア教育」とは、一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てること

を通じて、キャリア発達を促す教育のことである。平成２３年に中教審において取りまとめられた答申「今

後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」に関する一層の理解と取組の充実が求められ

る。論点整理補足資料３０～３２ページ参照。 
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育課程」を実現していくことに資するものでなければならない。 

○ さらに、こうした教育課程の理念を具体化するためには、学習・指導方法や評価の在り

方と一貫性を持って議論し改善していくことが必要である。本「審議のまとめ」はこうし

た問題意識の下、学習指導要領等の在り方に留
とど

まらず、これからの教育の在り方全体を視

野に入れて、教員の在り方や教育インフラ等についても取りまとめている。 

（世界をリードする役割） 

○ 本「審議のまとめ」の姿勢は、上記のような総合的な視野からのカリキュラム改革を目

指すものである。こうした改革は国際的な注目も集めているところであり、例えば、ＯＥ

ＣＤとの間で実施された政策対話9の中では、学力向上を着実に図りつつ、新しい時代に

求められる資質・能力の向上という次の段階に進もうとしている日本の改革が高く評価さ

れるとともに、その政策対話等の成果をもとに、２０３０年の教育の在り方を国際的に議

論していくための新しいプロジェクトが立ち上げられたところである10。こうした枠組み

の中でも、また、本年５月に開催されたＧ７倉敷大臣会合などにおいても、日本の改革は、

もはや諸外国へのキャッチアップではなく、世界をリードする役割を期待されている。 

（日本の子供たちの学びを支え、世界の子供たちの学びを後押しする） 

○ 現在検討されている次期学習指導要領等は、過去のスケジュールを踏まえて実施されれ

ば、例えば小学校では、東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催される２０２

０年から、その１０年後の２０３０年頃までの間、子供たちの学びを支える重要な役割を

担うことになる。 

○ このように、教育の将来像を描くに当たって一つの目標となる２０３０年の社会の在り

方を見据えながら、その先も見通した初等中等教育の在り方を示し、日本の子供たちの学

びを支えるとともに、世界の子供たちの学びを後押しするものとすることが、今回の改訂

に課せられた使命である。 

（２）これまでの学習指導要領改訂の理念と子供たちの現状 

（前回改訂までの理念） 

○ 学習指導要領等については、これまでも、時代の変化や子供たちの実態、社会の要請等

を踏まえ、数次にわたり改訂されてきた。例えば、我が国が工業化という共通の社会的目

標に向けて、教育を含めた様々な社会システムを構想し構築していくことが求められる中

で示された昭和３３年の学習指導要領、また、高度経済成長が終焉
しゅうえん

を迎える中で個性重

視のもと新しい学力観を打ち出した平成元年の学習指導要領等など、時代や社会の変化と

                                            
9 これまでに、平成２７年３月３日（パリで開催）と６月２９日（東京で開催）の２回実施。概要については

論点整理補足資料２８・２９ページ参照。 

10 論点整理補足資料２０５・２０６ページ参照。 
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ともに、学習指導要領等も改訂を重ねてきた。改訂に当たっては、時代の変化や社会の要

請などの読み取りを通して、将来への展望が問われてきた11。 

○ そこでは、学習指導要領等の成果と課題の検証を通じて、次の学習指導要領等を構築す

るという作業が重ねられてきており、そうした積み重ねの上に、学習指導要領等は築かれ

てきたのである。 

○ 平成２０年及び平成２１年に行われた前回の改訂では、教育基本法の改正により明確に

なった教育の目的や目標を踏まえ、子供たちの「生きる力」の育成をより一層重視する観

点から見直しが行われた。 

○ 特に学力については、学校教育法第３０条第２項に示された「基礎的な知識及び技能」、

「これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力」

及び「主体的に学習に取り組む態度」の、いわゆる学力の三要素から構成される「確かな

学力」をバランス良く育むことを目指し12、教育目標や内容が見直されるとともに、習得・

活用・探究という学習過程の中で、学級やグループで話し合い発表し合うなどの言語活動
13や、他者、社会、自然・環境と直接的に関わる体験活動等を重視することとされたとこ

ろである。 

○ また、幼児教育についても、教育基本法の改正によりその基本的な考え方が明確にされ、

義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、学校教育の一翼を担ってきており、

子供の主体性を大事にしつつ、一人一人に向き合い、総合的な指導が行われてきている。 

（子供たちの学力、心や体についての現状と課題） 

○ 学習指導要領等は、こうした理念に基づき改善･充実が図られてきた。では、実際に学

習指導要領に基づく学校教育を受けている、子供たちの具体的な姿からは、どのような現

状と課題を読み取ることができるだろうか。 

○ 子供たちの学力は、国内外の学力調査の結果によれば近年改善傾向にあり14、子供たち

の学習時間は増加傾向にあるとの指摘もある。人の役に立ちたいと考える子供の割合は増

加傾向15にあり、また、選挙権年齢が引き下げられてから初の選挙となった第２４回参議

院議員通常選挙において、１８歳の投票率が２０〜３０代の投票率を上回るなど、主体的

に行動して支え合い、社会をつくっていくことへの子供たちの関心は高まってきていると

                                            
11 学習指導要領の変遷については、論点整理補足資料１２ページ参照。 

12 「学力の三要素」については、論点整理補足資料１３ページ参照。 

13 言語活動の位置付け、成果や課題等については、論点整理補足資料１４・１５ページ参照。 

14 論点整理補足資料１６・１７ページ参照。 

15 内閣府が実施した「平成２５年小学生･中学生の意識調査」によれば、「人の役に立つ人間になりたい」とい

う項目について、「そう思う」が７５．６％、「どちらかというとそう思う」が２１．９％となっている。平

成１８年の前回調査に比べて増加傾向にあり、特に「そう思う」の割合は約２０ポイント増加している。 
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見ることができる。 

○ 内閣府の調査によれば、子供たちの９割以上が学校生活を楽しいと感じ、保護者の８割

は総合的に見て学校に満足している。こうした現状は、各学校において、学習指導要領に

基づく真摯な取組が重ねられてきたことの成果であると考えられる。 

○ 一方で、我が国の子供たちについては、判断の根拠や理由を示しながら自分の考えを述

べたり、実験結果を分析して解釈・考察し説明したりすることなどについて課題が指摘さ

れること16や、自己肯定感や主体的に学習に取り組む態度、社会参画の意識等が国際的に

見て相対的に低いこと17など、主体的に学びに向かい、学習したことを活用して、自らの

人生や社会づくりにおける様々な課題の解決に生かしていくことには課題がある。 

○ 学習の基盤という観点からは、スマートフォンなどの普及に伴い、ＩＣＴを利用する時

間は増加傾向にある一方で、子供たちが読書をしなくなる傾向にあり、子供たちが教科書

の文章を読み解けていないとの調査結果もある。特に、小学校低学年における学力差はそ

の後の学力差に大きく影響すると言われる中で、そうした学力差の背景として、語彙の量

と質の違いが大きく影響していると指摘されており、言語能力の育成は前回改訂に引き続

き課題となっている。 

○ 体力については、運動する子供とそうでない子供の二極化傾向が見られること、スポー

ツに関する科学的知見を踏まえて、「する」のみならず、「みる、支える、知る」といった

多様な視点からスポーツとの関わりを考えることができるようにすることなどが課題と

なっている。 

○ 子供の健康に関しては、性や薬物等に関する情報の入手が容易になるなど、子供たちを

取り巻く環境が大きく変化している。また、食を取り巻く社会環境の変化により、栄養摂

取の偏りや朝食欠食など食習慣の乱れなどに起因する肥満や生活習慣病、食物アレルギー

などの健康課題が見られる。さらに、東日本大震災や熊本地震をはじめとする様々な自然

災害の発生や、情報化やグローバル化等の社会の変化に伴い子供を取り巻く安全に関する

環境も変化している。こうした課題を乗り越えるためには、必要な情報を自ら収集し、意

思決定や行動選択を行うことができる力を子供たち一人一人に育むことが課題となって

いる。 

○ また、子供たちが活躍する将来を見据え、一人一人が感性を豊かにして、人生や社会の

在り方を創造的に考えることができるよう、豊かな心や人間性を育んでいく観点からは、

子供が自然の中で豊かな体験をしたり、文化芸術を体験して感性を高めたりする機会が限

られているとの指摘もある。また、本年３月に行われた道徳教育に関する学習指導要領一

                                            
16 論点整理補足資料１８～２０ページ参照。 

17 論点整理補足資料２２・２３ページ参照。 
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部改訂にあたって18は、多様な人々と互いを尊重し合いながら協働し、社会を形作ってい

く上で共通に求められるルールやマナーを学び、規範意識などを育むとともに、人として

よりよく生きる上で大切なものとは何か、自分はどのように生きるべきかなどについて考

えを深め、自らの生き方を育んでいくことなどの重要性が指摘されている。 

（子供たち一人一人の成長を支え可能性を伸ばす視点の重要性） 

○ こうした全般的な傾向に加えて、子供の発達や学習を取り巻く個別の課題を把握し、そ

うした課題を乗り越え、一人一人の可能性を伸ばしていくこともますます重要となってい

る。 

○ 子供の貧困率が上昇傾向にある中19、家庭の経済事情が、進学率や学力、子供の体験の

豊かさなどに大きな影響を及ぼしていると指摘されており、学校教育が個々の家庭の経済

事情を乗り越えて、子供たちに必要な力を育んでいくために有効な取組を展開していくこ

とが、大きな課題となっている。個に応じた指導や学び直しの充実等を通じて、一人一人

の学習課題に応じて、初等中等教育を通じて育むべき力を確実に身につけられるようにし

ていくことが求められている。 

○ また、特別支援教育の対象となる子供は増加傾向にあり、通常の学級において、発達障

害の可能性のある児童生徒が６．５％程度在籍しているという調査結果もある。すべての

学校や学級に、発達障害を含めた障害のある子供たちが在籍する可能性があることを前提

に、子供たち一人一人の障害の状況や発達の段階に応じて、その力を伸ばしていくことが

課題となっている。 

○ 近年では、外国籍の子供や、両親のいずれかが外国籍であるなどの、外国につながる子

供たちも増加傾向にあり、その母語や日本語の能力も多様化している状況にある20。斯う

した子供たちが、一人一人の日本語の能力に応じた支援を受け、学習や生活の基盤を作っ

ていけるようにすることも課題となっている。 

○ 加えて、子供たちが自分のキャリア形成の見通しの中で、個性を生かして学びを深め将

来の活躍につなげることができるよう、学校教育で学んだことをきっかけとして、興味や

関心に応じた多様な学習機会につなげていけるようにすることも期待されているところ

である。 

                                            

18 中央教育審議会答申「道徳に係る教育課程の改善等について」（平成２６年１０月２１日）参照。 

19 平成２５年国民生活基礎調査（厚生労働省）によれば、平成２４年の子供の貧困率は１６．３％であり、前

回調査（平成２１年）よりも０．６ポイント増加。貧困率（相対的貧困率）とは、国民の所得の世帯収入か

ら子どもを含む国民一人ひとりの所得を仮に計算し、順番に並べたとき、真ん中の人の額（中央値）の半分

（貧困線）に満たない人の割合。子どもの貧困率は、１８歳未満でこの貧困線に届かない人の割合を指す。 

20 公立学校に在籍する外国人児童生徒は３７，０９５人であり、その約４割が日本語指導を必要としている。

また、日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒も近年急増している。日本語指導が必要な児童生徒が在籍す

る学校は、全体の２割となっており、自治体の割合としては約５割に達している。 
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（３）学校教育を通じて育てたい姿と、次期改訂に向けた課題 

（子供たちの未来と、学校教育を通じて育てたい姿） 

○ これから子供たちが活躍する未来は、技術の進化や社会の変化がますます加速度的とな

り、直面する様々な変化を柔軟に受け止めながら、よりよい人生や社会の在り方を自ら描

き、主体的に学び続けて自ら能力を引き出し、多くの人々と協働しながら判断し行動でき

るようにすることが、私たち一人一人に求められる社会になると考えられる。学校教育は、

こうした未来の姿を念頭に、子供たちの現状に関わる課題に的確に対応し、自らの人生を

切り拓き活躍できる子供たちを育んでいくことが期待される。 

○ 学校教育が、教育課程に基づき何を育むことを目指すかについては、教育法令が定める

教育の目的・目標等を踏まえて検討する必要がある。教育基本法に定める教育の目的を踏

まえれば、育成すべき資質・能力の上位には、常に個人一人一人の「人格の完成」と、「平

和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質」を備えた心身ともに健康な国民の

育成があるべきである 

○ また、教育法令に基づき初等中等教育の目指すべき理念として、「生きる力」が掲げられ

ている。この「生きる力」とは、変化が激しく、新しい未知の課題に試行錯誤しながらも

対応することが求められる複雑で難しい次代を担う子供たちにとって、将来の職業や生活

を見通して、社会において自立的に生きるために必要とされる力21である。 

○ 教育基本法が目指す教育の目的や、「生きる力」の理念を踏まえつつ、子供たちが活躍

する未来の在り方を見据えながら、学校教育を通じて育てたい人間の姿を描くとすれば、

以下のような在り方が考えられる。 

・社会的・職業的に自立した人間として、郷土や我が国が育んできた伝統や文化に立脚し

た広い視野と深い知識を持ち、理想を実現しようとする高い志や意欲を持って、個性や

能力を生かしながら、社会の激しい変化の中でも何が重要かを主体的に判断できる人間

であること。 

・他者に対して自分の考え等を根拠とともに明確に説明しながら、対話や議論を通じて多

様な相手の考えを理解したり自分の考え方を広げたりし、多様な人々と協働していくこ

とができる人間であること。 

・社会の中で自ら問いを立て、解決方法を探索して計画を実行し、問題を解決に導き新た

な価値を創造していくとともに新たな問題の発見・解決につなげていくことのできる人

間であること。 

○ 次期学習指導要領等においては、学校教育を通じて育てることが期待されるこうした姿

                                            
21 中央教育審議会「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について」

（平成２０年１月１７日）参照。 
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を、教育課程を通じて実現することができるようにすることが求められている。 

（次期改訂に向けた課題と、資質・能力の育成） 

○ 前回改訂時の答申では、２１世紀は、新しい知識・情報・技術が社会のあらゆる領域で

の活動の基盤として飛躍的に重要性を増す、いわゆる「知識基盤社会」の時代であるとの

認識が示された。次期改訂に向けては、こうした社会像についての認識を継承しつつ、さ

らにこれからは、情報化やグローバル化といった変化が、人間の予測を超えて加速度的に

進展する未来の在り方を先取りしながら、前回改訂の成果を受け継ぎ、さらに学校教育の

よさを進化させていくことを目指すものである。 

○ 学校教育を通じて育てたい姿を実現する観点からは、前回改訂において重視された学力

の三要素のバランスのとれた育成や、各教科等を貫く改善の視点であった言語活動や体験

活動の重視等については、学力が全体として改善傾向にあるという成果を受け継ぎ、引き

続き充実を図ることが重要であると考える。 

○ 一方で、子供たちの学力に関する現状からは、学習したことを活用して根拠を明確にし

ながら自分の考えを述べたり、学習の結果から解釈・考察して説明したりする力には課題

が指摘されており、また、学習の意義を実感し主体的な学びに結びつけていくまでには至

っていない。学力の三要素をバランスよく育むという理念の一方で、思考力・判断力・表

現力等や主体的に学習に取り組む態度の育成には、まだ課題があることが伺える。 

○ また、言語活動の充実は、思考力・判断力・表現力等の育成に大きな効果を上げ、教科

等横断的な視点を教育課程の中に作り上げたという成果が指摘されている。一方で、子供

たちが教科書を読み解けなくなっているのではないかといった調査結果からは、言語活動

を通じて、どのような力を育み伸ばすのかを、より明確にして実践していくことの必要性

が浮かび上がってくる。 

○ 学力に関するこうした課題に加えて、健やかな体や豊かな心・人間性に関する子供たち

の現状や課題に対して、教育課程を通じて的確に対応していくためには、知・徳・体のバ

ランスのとれた力である「生きる力」という理念について、それがどのような教育を通じ

て、どのような力を育むことを目指しているのかを具体化し、各学校の教育課程へ、さら

には、各教科等の授業への浸透が可能となるようにする必要がある。 

○ こうした、「生きる力」の具体化の鍵となるのが、「資質・能力」22についての議論であ

                                            
22 「資質」「能力」という言葉については、例えば、教育基本法第５条第２項において、義務教育の目的とし

て「各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成

者として必要とされる基本的な資質を養うこと」とされている。ここで「資質」については、「教育は、先天

的な資質を更に向上させることと、一定の資質を後天的に身につけさせるという両方の観点をもつものであ

る」とされている。 

 なお、現行学習指導要領では、例えば総合的な学習の時間の目標として、「自ら課題を見付け、自ら学

び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力を育成する」こととされている。こう

したことも踏まえ、本「審議まとめ」では、資質と能力を分けて定義せず、「資質・能力」として一体的に捉

えた用語として用いることとしている。 



 

12 

る。「資質・能力」の在り方については、これまでも多くの提言が国内外でなされてきた。

ＯＥＣＤにおけるキーコンピテンシーの議論や、問題発見・解決能力、２１世紀型スキル

など、挙げていけば数限りないが、これらはすべて、社会において自立的に生きるために

必要とされる力とは何かを具体的に特定し、学校教育の成果をそうした力の育成につなげ

ていこうとする試みである。 

○ 前回改訂の検討過程においても、育成すべき資質・能力を踏まえた教育課程の関係につ

いての議論が行われたが、当時はまだ資質・能力の育成と子供の発達、カリキュラムとの

関係等に関する議論の蓄積が乏しく、諸般の制約により全体としては十分な成果を得るに

は至らなかった。 

○ 現行の学習指導要領で、各教科等を貫く改善の視点として言語活動の充実を掲げた点な

どに議論の成果の一端が盛り込まれ、教科等の枠を越えた具体的な展開を求めたことによ

って、一定の成果は得られつつある。しかしながら、「生きる力」とは何かを資質・能力

として具体化し、教育目標や教育内容として明示したり、資質・能力を育むために必要な

指導の在り方や、教科等間のつながりを示したりするまでには至っていない。 

○ したがって、現行の学習指導要領は、全体として、各教科等においてそれぞれ教えるべ

き内容に関する記述を中心とし、知識や技能の内容に沿って教科等ごとに体系化したもの

となっている。このことが、各教科等で縦割りになりがちな状況の改善を妨げるとともに、

学力についての認識が、何かを知っていることにとどまりがちであり、知っていることを

活用して「何ができるようになるか」にまで発展しないことの背景にもあるのではないか

と懸念される。こうした体系の中では、改訂を重ねるごとに、各教科等において教えるべ

き内容のみが見直され、その独自性が増していくこととなる。 

○ 教育課程において、各教科等において何を教えるかという内容は重要ではあるが、それ

のみでは、「生きる力」の具体化や浸透を図ることはできない。“この教科を学ぶことで

何が身につくのか”という、各教科等を学ぶ意義を明らかにしていくことは重要である

が、一方で、これからの時代に求められる資質・能力は、情報活用能力や課題解決能力

なども含め、特定の教科等だけではなく、すべての教科等のつながりの中で育まれるも

のである。例えば、持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）が目指すのも、教科等を越

えた教育課程全体の取組を通じて、子供たち一人一人が自然環境や資源の有限性、地域

の将来などを自らの課題として捉え、そうした課題の解決に向けて自分ができることを

考え実践できるようにしていくことである。 

○ 重要となるのは、教科等を越えた視点で教育課程を見渡し、教育課程全体としての効果

が発揮できているかどうか、教科等間の関係性を深めることでより効果を発揮できる場

面がないかどうか、といった検討・改善を行っていくことである。教育課程が総体とし

ての意義や存在感を発揮することによって、学校全体の教育活動のバランスや調和が実

現され、教育課程の要素全体が相互に有機的につながって機能するようになる。 

○ 目指す方向は、教科等を学ぶ本質的な意義を大切にしつつ、教科等間の相互の関連を図
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ることによって、それぞれ単独では生み出し得ない教育効果を得ようとする教育課程であ

る。教科等の意義を再確認しつつ、教育課程を総体として捉えて、育むべき資質・能力を

明確にし、それらを子供たちが確実に身に付けることができるよう教育課程を編成するこ

とで、「生きる力」の理念を各教科等の隅々にまで浸透させ、実現していくことが可能と

なる。 

○ このように、前回改訂の成果を受け継ぎながら、前回改訂以降に深められた資質・能力

や子供の発達、カリキュラムとの関係等に関する国内外の議論の蓄積を集約し、次期学習

指導要領等が役割を担うこととなる２０３０年頃やその先の変化を見通しながら、新しい

時代に求められる資質・能力の在り方を明確にし、その確実な育成につながる学習指導要

領等の在り方を示すことが求められている。そして、その考え方を各学校が十分に理解し

た上で教育課程を編成し、これまでの学力向上に向けた真摯な取組の成果をさらに伸ばし

つつ、学校生活において子供たちが身に付ける資質・能力全体に目を向け、教育実践の工

夫や改善を図っていくことができるようにすることが、次期改訂に向けた大きな課題であ

る。 

○ また、学習評価については、従来は、学習指導要領の改訂を終えた後に検討を行うこと

が一般的であったが、資質・能力を効果的に育成するためには、教育目標・内容と学習評

価とを一体的に検討することが重要である。諮問においても一体的な検討が要請されてい

たところであり、本「審議まとめ」において、学習評価についても考え方を整理すること

としている。 

○ 加えて、学習指導要領等の理念を実現するために必要な方策についても、諮問の要請を

踏まえ、並行して諸準備が進められるよう、本「審議まとめ」について考え方を整理して

いるところである。 

 

２．新しい学習指導要領等が目指す姿 

（１）「社会に開かれた教育課程」を実現する、新しい学習指導要領の在り方 

○ 学習指導要領等は、学校教育法に基づき国が定める教育課程の基準であり、教育の目標

や指導すべき内容等を体系的に示している。各学校は、学習指導要領等に基づき、その記

述の意味や解釈などの詳細について説明した教科等別の解説を踏まえ、教育課程を編成し、

年間指導計画等や授業等ごとの学習指導案等を作成し、実施するものと定められている。 

○ 今後、「社会に開かれた教育課程」を実現するという理念のもと、各学校の教育課程や、

その基準となる学習指導要領等には、新たな役割が期待されている。それは、学校教育を

通じて子供たちが身に付けるべき資質・能力や学ぶべき内容、学び方の見通しを示す「学

びの地図」として、教科等や学校段階を越えて教育関係者間が共有したり、子供自身が学

びの意義を自覚する手がかりを見出したり、家庭や地域、社会の関係者が幅広く活用した

りできるものとしていくことである。こうしたことにより、教育課程を介して学校が社会
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や世界との接点となり、さらには、現在と未来をつなぐ役割を果たしていくことが期待さ

れる。 

○ そのためには、指導すべき個別の内容事項の検討に入る前に、まずは学習する子供の視

点に立ち、教育課程全体や各教科等の学びを通じて「何ができるようになるのか」という

観点から、育成すべき資質・能力を整理する必要がある。その上で、整理された資質・能

力を育成するために「何を学ぶのか」という、必要な指導内容等を検討し、その内容を「ど

のように学ぶのか」という、子供たちの具体的な学びの姿を考えながら構成していく必要

がある23。 

○ このため、新しい学習指導要領等に向けた検討は、昨年８月の「論点整理」で示された

基本的な考え方を基に、以下の６点を軸に改善すべき事項の議論を進めてきた。次章３．

〜８．において、それぞれの軸に沿って改善すべき事項をまとめている。 

①「何ができるようになるか」（教育目標と育成すべき資質･能力の明確化） 

②「何を学ぶか」（各教科等を学ぶ意義と教科等横断的な視点を踏まえた教育課程の編成） 

③「どのように学ぶか」（各教科等の指導計画の作成と実施、学習・指導の改善･充実） 

④「子供の発達をどのように支援するか」（学習活動の基盤作り、キャリア教育、特別な

配慮を必要とする児童への指導等） 

⑤「何が身に付いたか」（学習評価の充実） 

⑥「実施するために何が必要か」（家庭･地域との連携・協働、チーム学校等） 

○ こうした改善を実現するためには、総則に示す内容や各教科等の目標や内容の示し方に

ついて、大幅な見直しが必要となる。その具体的な内容については、（３）及び９．にお

いてまとめている。 

（２）教育課程を軸に学校教育の改善・充実の好循環を生み出す「カリキュラム・マネ

ジメント」の実現 

○ 「社会に開かれた教育課程」の理念のもと、子供たちが未来の創り手となるために求め

られる資質・能力を育んでいくためには、各学校が「カリキュラム・マネジメント」を

通じて、子供たちが「何ができるようになるか」「何を学ぶか」「どのように学ぶか」な

ど、上記（１）①〜⑥に関わる事項を組み立て、家庭・地域と連携・協働しながら実施

し、子供たちの姿を踏まえながら不断の見直しを図ることが求められる。次期改訂に向

けた議論は、各学校が学習指導要領等を手掛かりに、こうした「カリキュラム・マネジ

メント」を実現し、学校教育の改善･充実の好循環を生み出していくことを目指すもので

ある。 

（「カリキュラム・マネジメント」の重要性） 

○ 教育課程とは、学校教育の目的や目標を達成するために、教育の内容を子供の心身の発

                                            
23 論点整理補足資料２６ページ参照。 
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達に応じ、授業時数との関連において総合的に組織した学校の教育計画であり、その編成

主体は各学校である。各学校には、学習指導要領等を受け止めつつ、子供たちの姿や地域

の実情等を踏まえて、各学校が設定する教育目標を実現するために、学習指導要領等に基

づきどのような教育課程を編成し、どのようにそれを実施・評価し改善していくのかとい

う「カリキュラム・マネジメント」の確立が求められる。 

○ 特に、今回の改訂が目指す理念を実現するためには、教育課程全体を通した取組を通じ

て、教科横断的な視点から教育活動の改善を行っていくことや、学校全体としての取組を

通じて、教科等や学年を越えた組織運営の改善を行っていくことが求められており、各学

校が編成する教育課程を核に、どのように教育活動や組織運営などの学校の全体的な在り

方を改善していくのかが重要な鍵となる。 

（三つの側面） 

○ こうした「カリキュラム・マネジメント」については、これまで、教育課程の在り方を

不断に見直すという下記②の側面から重視されてきているところであるが、「社会に開か

れた教育課程」の実現を通じて子供たちに必要な資質・能力を育成するという新しい学習

指導要領等の理念を踏まえ、これからの「カリキュラム・マネジメント」については、以

下の三つの側面から捉えられる24。 

① 各教科等の教育内容を相互の関係で捉え、学校の教育目標を踏まえた教科横断的な視点

で、その目標の達成に必要な教育の内容を組織的に配列していくこと。 

② 教育内容の質の向上に向けて、子供たちの姿や地域の現状等に関する調査や各種データ

等に基づき、教育課程を編成し、実施し、評価して改善を図る一連のＰＤＣＡサイクルを

確立すること。 

③ 教育内容と、教育活動に必要な人的・物的資源等を、地域等の外部の資源も含めて活用

しながら効果的に組み合わせること。 

（教育課程全体を通しての取組） 

○ これからの時代に求められる資質・能力を育むためには、各教科等の学習とともに、教

科横断的な視点で学習を成り立たせていくことが課題となる。そのため、各教科等におけ

る学習の充実はもとより、教科等間のつながりを捉えた学習を進める観点から、教科等間

の内容事項について、相互の関連付けや横断を図る手立てや体制を整える必要がある。 

○ このため、「カリキュラム・マネジメント」を通じて、各教科等の教育内容を相互の関

係で捉え、必要な教育内容を組織的に配列し、更に必要な資源を投入する営みが重要とな

る。個々の教育活動を教育課程に位置付け、教育活動相互の関係を捉え、教育課程全体と

                                            

24 幼稚園等における「カリキュラム・マネジメント」の側面については、９．（１）①幼児教育の項を参照。 
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各教科等の内容を往還させる営みが、「カリキュラム・マネジメント」を支えることにな

る。 

○ 特に、特別活動や総合的な学習の時間の実施に当たっては、カリキュラム・マネジメン

トを通じて、子供たちにどのような資質・能力を育むかを明確にすることが不可欠である。 

（学校全体としての取組） 

○ 「カリキュラム・マネジメント」については、校長又は園長を中心としつつ、教科等の

縦割りや学年を越えて、学校全体で取り組んでいくことができるよう、学校の組織及び運

営についても見直しを図る必要がある。そのためには、管理職のみならずすべての教職員

がその必要性を理解し、日々の授業等についても、教育課程全体の中での位置付けを意識

しながら取り組む必要がある。また、学習指導要領等を豊かに読み取りながら、各学校の

子供たちの姿や地域の実情等と指導内容を照らし合わせ、効果的な年間指導計画等の在り

方や、授業時間や週時程の在り方等について、校内研修等を通じて研究を重ねていくこと

も考えられる。 

○ 「カリキュラム･マネジメント」は、すべての教職員が参加することによって、学校の

特色を構築していく営みである。各学校が地域や社会の変化を受け止めながら、学校教

育目標や学校として育成を目指す資質・能力を明確にし、その実現に向けて、各教科等

がどのような役割を果たせるのかという視点を持つことが重要である。 

○ また、「カリキュラム・マネジメント」は、管理職や教務主任のみならず、生徒指導主

事や進路指導主事なども含めたすべての教職員の意識を、教育課程を軸に一本化し、す

べての校務分掌の意義を、子供たちの資質・能力の育成という観点から捉え直すことに

もつながる。その際、家庭・地域とも目標を共有し、学校内外の多様な教育活動が目標

の実現にどのような役割を果たせるのかという視点を持つことも重要になる。 

○ このように、家庭・地域とも連携・協働しながら、学校全体で「カリキュラム・マネジ

メント」に取り組んでいくためには、園長・校長がリーダーシップを発揮し、子供や地

域の実態を踏まえ、学校教育目標や学校として育成を目指す資質・能力を示し、教職員

の意識や取組の方向性を共有していくことが重要であり、そのための学校のマネジメン

ト機能の強化が必要となる。 

○ 高等学校においては、教科・科目選択の幅の広さを生かしながら、生徒に育成する資質・

能力を明らかにし、具体的な教育課程を編成していくことが求められる。義務教育段階

の学習内容の学び直しなど、生徒の多様な学習課題を踏まえながら、学校設定教科・科

目を柔軟に活用していくことも求められる。 

（「アクティブ・ラーニング」の視点と連動させた学校経営の展開） 

○ なお、後述する「アクティブ・ラーニング」は、形式的に対話型を取り入れた授業や特

定の指導の型を目指した技術の改善に留
とど

まるものではなく、子供たちの質の高い深い学び
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を引き出すことを意図するものであり、さらに、それを通してどのような資質・能力を育

むかという観点から、学習の在り方そのものの問い直しを目指すものである。また、「カ

リキュラム・マネジメント」は、学校の組織力を高める観点から、学校の組織及び運営に

ついて見直しを迫るものである。 

○ その意味において、次期改訂に向けて提起された「アクティブ・ラーニング」と「カリ

キュラム・マネジメント」は、授業改善や組織運営の改善など、学校の全体的な改善を行

うための鍵となる二つの重要な概念として位置付けられるものであり、相互の連動を図り、

機能させることが大切である。教育課程を核に、授業改善及び組織運営の改善に一体的・

全体的に迫ることのできる組織文化の形成を図り、「アクティブ・ラーニング」と「カリ

キュラム・マネジメント」を連動させた学校経営の展開が、それぞれの学校や地域の実態

を基に展開されることが求められる。 

（教育課程の実施状況の把握） 

○ 教育課程を核に、教育活動や組織運営の不断の見直しを図っていくためには、子供たち

の姿や地域の現状等を把握できる調査結果や各種データ等が必要となる。国、教育委員会

等及び学校それぞれにおいて、学習指導要領等に基づく教育課程の実施状況を定期的に把

握していくことが求められる。 

（３）新しい学習指導要領等の考え方を共有するための、総則の抜本的改善 

○ 「社会に開かれた教育課程」の理念を実現するため、学習指導要領は、上記（１）①〜

⑥の軸に沿った改善が図られることになる。後述の通り、すべての教科等において育成

を目指す資質・能力が明確にされ、そうした資質・能力に基づき教育目標や指導内容の

内容が組み替えられ、子供たちに必要な学習過程の在り方が整理されることになる。ま

た、教科等横断的に育むべき資質・能力や、学校段階間のつながり、初等中等教育全体

を通じて育成すべき資質・能力の在り方なども明確にされていく。 

○ 学習指導要領等が変わるということは、授業が変わり、教材が変わるということでもあ

る。新しい学習指導要領が目指すのは、子供たちが「何ができるようになるか」を重視

するという視線で、指導や教材が改善されていくことである。 

○ そのためには、多くの点にわたる新しい学習指導要領の考え方が、教職員や関係者にわ

かりやすく共有されることが必要である。学習指導要領には、教育課程に関する基本的

な事項を示す要として「総則」の章があるが、これまでの役割は、各教科等において何

を教えるかということを前提に、主に授業時間の取扱いについての考え方や、各教科等

の指導に共通する留意事項を示すことに限られていた。 

○ 新しい学習指導要領等においては、この総則の位置づけを抜本的に見直し、上記（１）

①〜⑥の軸に沿った章立てとして組み替え、新しい時代に求められる資質・能力の在り

方やアクティブ・ラーニングの視点も含め、必要な事項が「カリキュラム・マネジメン

ト」の手順を追ってわかりやすくなるように整理することとする。 
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○ これにより、すべての教職員が校内研修や多様な研修の場を通じて、新しい教育課程の

考え方について理解を深めることができるようにし、また、日常的に総則を参照するこ

とにより、各学校における「カリキュラム・マネジメント」を軸とした学校教育の改善・

充実を実現しやすくするものである。 

 

３．育成すべき資質・能力について －何ができるようになるか－ 

（１）育成すべき資質・能力についての基本的な考え方 

（資質・能力の様々な捉え方と、資質･能力に基づく教育課程の構造化） 

○ 育成すべき資質･能力とは何かについては、国内外で多くの議論が展開されてきた。そ

うした議論における資質･能力についての考え方を分析してみると、以下の４つに大別で

きる。 

①例えば国語力、数学力のように、伝統的な教科等の枠組みを踏まえながら、社会の中で

活用できる力としての在り方について論じているもの 

②例えば言語能力や情報活用能力などのように、教科等を越えたすべての学習の基盤とし

て育まれ活用される力について論じているもの 

③安全で安心な社会づくりのために必要な力や、自然環境の有限性の中でよりよい社会を

つくるための力などのように、今後の社会の在り方を踏まえて、子供たちが現代的な諸

課題に対応できるようになるために必要な力の在り方について論じているもの 

④例えば学力の三要素やＯＥＣＤにおけるカリキュラムの構成要素に関する議論、国立教

育政策研究所における資質･能力の構造的把握などのように、どのような教科や諸課題

に関する資質･能力にも共通し、その資質･能力を高めていくために重要となる要素に関

して論じているもの 

○ 初等中等教育における教育課程は、学校教育を通じて育ってほしい姿に照らしながら、

必要となる資質･能力を全人的に育んでいくための枠組みであり、特定の教科や課題のみ

に焦点化した学習プログラムを提供するものではない。したがって、資質･能力の在り方

については、上記４つのいずれか特定の考え方に基づいて議論するのではなく、すべてを

視野に入れて必要な資質･能力がしっかりと育まれるように議論していくことが必要とな

る。 

○ これら４つの考え方を、教育課程に関する課題として捉え直すと、以下のようになる。 

①各教科等で学んだことが、一人一人のキャリア形成やよりよい社会づくりにどのように

生かされるかを見据えながら、各教科等を学ぶ意義を明確にし、各教科等において育む

資質･能力を明確にすること。 

②すべての学習の基盤として育まれ活用される資質･能力と教科等の関係を明確にし、言

語活動やＩＣＴを活用した学習活動等といった、教科等の枠を越えて共通に行う学習活
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動を重視し、教育課程全体を見渡したカリキュラム･マネジメントを通じて確実に育ん

でいくこと。 

③現代的な諸課題に対応して求められる資質･能力と教科等の関係を明確にし、どの教科

におけるどのような内容に関する学びが資質･能力の育成につながるのかを可視化し、

教育課程全体を見渡したカリキュラム･マネジメントを通じて確実に育んでいくこと。 

④どのような教科や諸課題に関する資質･能力にも共通し、その資質･能力を高めていくた

めに重要となる要素とは何かを明らかにし、その要素を基に教科等と教育課程総体の関

係や、教育課程に基づく教育と資質･能力の育成の間をつなぎ、求められる資質･能力を

確実に育んでいくこと。 

○ これらの課題に応えて教育課程を見直し、教科等と教育課程総体のつながりや、教育課

程と資質･能力の関係を明らかにし、子供に必要な資質･能力の育成が保証できる構造に改

善していこうとするのが、今回「教育課程の構造化」という呼び方で、教科等の枠を越え

て議論を進めてきたものである。この「教育課程の構造化」が目指すのは、一言で言えば、

社会において自立的に生きるために必要な「生きる力」とは何かを資質･能力として具体

化し、そうした資質･能力を確実に育めるような教育課程の構造の在り方を示すことであ

る。 

○ この中でも特に、④の課題に答えることは、①〜③すべてに共通する資質･能力の要素

を明確にし、それらを教育課程の中で計画的に整理し、体系的に育んでいくことを可能と

するものである。資質･能力に共通する要素は、教科等や直面する課題の分野を越えて共

通に、新しい教育課程を支える重要な骨組みとして機能することになる。まずは、この④

に関する考え方を整理しておきたい。 

（２）資質・能力に共通する要素である三つの柱 

○ どのような教科や諸課題に関する資質･能力にも共通し、その資質･能力を高めていくた

めに重要となる要素とは何か。海外の事例や、カリキュラムに関する先行研究等に関する

分析25によれば、育成すべき資質・能力の要素については、知識に関するもの、スキルに

関するもの、情意（人間性など）に関するものの三つに大きく分類されている。 

 上記の三要素を、学校教育法第３０条第２項が定める学校教育において重視すべき三要

素（「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「主体的に学習に取り組む態度」）に照ら

し合わせると、これらの考え方は大きく共通するものであることがわかる。 

○ これら三要素を議論の出発点としながら、学習する子供の視点に立ち、育成すべき資

質・能力の要素について議論を重ねてきた結果、以下の資質・能力の三つの柱（以下「三

つの柱」という。）として整理した26。この資質・能力の三つの柱は、２０３０年に向けた

                                            
25 資質・能力に関する分析等については、論点整理補足資料１６５～１６７ページ、１７３ページ、１７７～

１８８ページなどを参照。 

26 論点整理補足資料２７ページ参照。 
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教育の在り方に関するＯＥＣＤにおける理念的枠組みや、本年５月に開催されたＧ７倉敷

教育大臣会合における共同宣言に盛り込まれるなど、国際的にも共有されているところで

ある。 

①「何を理解しているか、何ができるか（生きて働く「知識･技能」の習得）」 

各教科等において習得する知識や技能であり、身体的技能や芸術表現のための技能等

も含む。個別の事実的な知識のみを指すものではなく、社会の中で生きて働く知識（新

しい知識が、後述する「主体的・対話的で深い学び」を通じて、既に持っている知識や

経験と新しい知識と結びつけられ、様々な場面で活用できるものとして習得された、い

わゆる「概念的な知識」と呼ばれるもの）を含むもの27である。 

 例えば、“何年にこうした出来事が起きた”という歴史上の事実的な知識は、“その出

来事はなぜおこったのか”や“その出来事がどのような影響を及ぼしたのか”を追究す

る学習の過程を通じて、当時の社会や現代に持つ意味などを含めた、生きて働く知識と

して習得されていく。基礎的・基本的な知識を着実に習得しながら、既存の知識と関連

付けたり組み合わせたりしていくことにより、学習内容の深い理解と、知識・技能の定

着を図るとともに、社会の様々な場面で活用できる知識として身に付けていくことが重

要である28。 

 技能についても同様に、一定の手順や段階を追って身に付く個別の技能のみならず、

獲得した個別の技能が自分の経験や他の技能と関連付けられ、変化する状況や課題に応

じて主体的に活用できる技能として習熟・熟達していくということが重要である。例え

ば、走り幅跳びにおける走る・跳ぶ・着地するなど種目特有の基本的な技能は、それら

を段階的に習得してつなげるようにするのみならず、類似の動きへの変換や他種目の動

きにつなげることができるような気付きを促すことにより、生涯にわたる豊かなスポー

ツライフの中で主体的に活用できる習熟した技能として習得されることになる。 

 こうした視点に立てば、長期的な視野で学習を組み立てていくことが極めて重要とな

る。知識や技能は、思考・判断・表現を通じて獲得されたり、その過程で活用されたり

するものであり、また、社会との関わりや人生の見通しの基盤ともなる。このように、

資質・能力の三つの柱は相互に関係し合いながら育成されるものであり、資質・能力の

                                            
27 知識の次元や階層性、構造などに関する研究例については、論点整理補足資料１９１ページ、１９７・１９

８ページ、２０３ページなどを参照。前回改訂においても、「生命やエネルギー、民主主義や法の支配といっ

た各教科の基本的な概念などの理解は、これらの概念等に関する個々の知識を体系化することを可能とし、

知識・技能を活用する活動にとって重要な意味をもつものであり、教育内容として重視すべきものとして、

適切に位置付けていくことが必要である」とされたところ（「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支

援学校の学習指導要領等の改善について（答申）」 （平成２０年１月中央教育審議会））。 

28子供一人一人の知識や経験と結びついて、自分なりに活用できるようになることが重要であるが、学習者が

知識としての客観性や系統性を無視して、無関係の知識や経験と結びつけて誤った理解をしたままとならな

いよう、教員が学習過程に関わることにより、歴史的に積み上げられた知識としての客観性も保たれたもの

とする必要がある。 
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育成は知識の質や量に支えられていることに留意が必要である29。 

 こうした学びや知識等に関する考え方は、芸術やスポーツ等の分野についても当ては

まるものであり、これらの分野における知識とは何かということも含めて整理している

（下記９．参照） 

②「理解していること・できることをどう使うか（未知の状況にも対応できる「思考力・

判断力・表現力等」の育成）」 

 将来の予測が困難な社会の中でも、未来を切り拓いていくために必要な思考力・判

断力・表現力等である。思考・判断・表現の過程には、大きく分類して以下の３つが

あると考えられる。 

・物事の中から問題を見いだし、その問題を定義し解決の方向性を決定し、解決方法

を探して計画を立て、結果を予測しながら実行し、プロセスを振り返って次の問題

発見・解決につなげていくプロセス 

・精査した情報を基に自分の考えを形成したり、目的・場面・状況に応じて伝え合っ

たり、対話や議論を通じて互いの多様な考え方の共通点や相違点を理解し、相手の

考えに共感したり多様な考えを統合したりして、集団としての考えを形成したりし

ていくプロセス 

・思いや考えを基に構想し、意味や価値を創造していくプロセス 

 こうしたプロセスの中で、以下のような思考・判断・表現を行うことができること

が重要である。 

・ 新たな情報と既存の知識を適切に組み合わせて、それらを活用しながら問題を解

決したり、考えを形成したり、新たな価値を創造していくために必要となる思考。 

・ 必要な情報を選択し、解決の方向性や方法を比較・選択し、結論を決定していく

ために必要な判断や意思決定。 

・ 伝える相手や状況に応じた表現。 

③「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか（学びを人生や社会に生かそ

うとする「学びに向かう力･人間性等」の涵養）」 

上記の①及び②の資質・能力を、どのような方向性で働かせていくかを決定付ける重

要な要素であり、以下のような情意や態度等に関わるものが含まれる。 

・主体的に学習に取り組む態度も含めた学びに向かう力や、自己の感情や行動を統制す

る能力、自らの思考のプロセス等を客観的に捉える力など、いわゆる「メタ認知」に

関するもの。一人一人が幸福な人生を自ら創り出していくためには、情意面や態度面

について、自己の感情や行動を統制する力や、よりよい生活や人間関係を自主的に形

成する態度等を育むことが重要である。こうした力は、将来の社会不適応を予防し保

                                            
29 教育課程の考え方については、ともすれば、学ぶべき知識を系統的に整理した内容（コンテンツ）じゅうし

か、資質・能力（コンピテンシー）重視かという議論がなされがちであるが、は相互に関係しあうものであ

り、資質・能力の育成のためには知識の質や量も重要となる。 
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護要因30を高め、社会を生き抜く力につながる。 

・多様性を尊重する態度と互いのよさを生かして協働する力、持続可能な社会づくりに

向けた態度、リーダーシップやチームワーク、感性、優しさや思いやりなど、人間性

等に関するもの。 

○ この資質・能力の三つの柱は、下記（３）において述べる各教科等において育む資質・

能力や、（４）の教科等を越えたすべての学習の基盤として育まれ活用される資質・能力、

（５）の現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力のすべてに共通する要素である。

新しい教育課程が、教科等と教育課程総体の関係や、教育課程に基づく教育と資質･能力

の育成の間をつなぎ、求められる資質･能力を確実に育むことができるよう、育成すべき

資質・能力はこの三つの柱で整理するとともに、教科等の目標や内容についても、この三

つの柱に基づく再整理を図ることとする。 

○ 教育課程には、発達に応じて、これら三つをそれぞれバランスよくふくらませながら、

子供たちが大きく成長していけるようにする役割が期待されている。各学校においては、

この資質・能力の三つの柱に基づき再整理された学習指導要領等を手掛かりに、「カリキ

ュラム・マネジメント」の中で、学校教育目標や学校として育成を目指す資質･能力の明

確化を図ることが重要である。特に「学びに向かう力･人間性等」については、各学校が

子供の姿や地域の実情を踏まえて明確化していくことが求められる。 

○ その際、子供一人一人の個性に応じた資質・能力をどのように高めていくかという視点

も重要になる。その点については、「子供の発達をどのように支援するか」という軸に沿

って、下記６．において重要な点をまとめている。 

（初等中等教育全体や、各学校段階を通じて育成すべき資質・能力） 

○ この三つの柱が、すべての資質・能力に共通する要素であることを踏まえれば、「義務

教育を終える段階で身に付けておくべき力は何か」や「１８歳の段階で身に付けておくべ

き力は何か」という観点から、初等中等教育の出口のところで身に付けておくべき力や各

学校段階の終わりまでに身につけておくべき力について、資質・能力の三つの柱で明確に

することにより、幼・小・中・高の教育を、縦のつながりの見通しを持って系統的に組織

していけるようにすることも重要である。 

○ これにより、各教科等で学ぶことを単に積み上げるのではなく、義務教育や高等学校教

育を終える段階で身に付けておくべき力を踏まえつつ、各学校・学年段階で学ぶべき内容

を見直すなど、発達の段階に応じた縦のつながりと、各教科等の横のつながりを行き来し

ながら、教育課程の全体像を構築していくことが可能となる。 

                                            
30 社会不適応を起こす可能性を予防するもの。自己の感情や行動を統制する能力や、よりよい生活や人間関係

を自主的に形成する態度等を獲得することや、生徒と教員、生徒同士のつながりなどが保護要因に当たるも

のとされる。 
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○ こうした三つの柱に基づく資質・能力の全体像の示し方としては、以下のようなイメー

ジが考えられる。今後、こうした資質・能力を学校段階別に整理して総則に明示するこ

とにより、各学校等がこれらを基にしながら、自校の教育目標や育成すべき資質・能力

を明確にしていけるようにすることが求められる。 

  教育基本法及び学校教育法に規定する教育の目的及び目標を実現し、子供たちに生きる

力を育むため、各教科等の特質に応じた見方・考え方（後述）を働かせた学習過程を通

じて、各学校段階において求められる次のような資質・能力を育成すること。 

①発達の段階に応じた生活の範囲や領域に関わる物事について理解し、生活や学習に必

要な技能を身に付けるようにする。 

②情報を捉えて多面的・多角的に精査したり、問題を見いだし他者と協働しながら解決

したり、自分の考えを形成し伝え合ったり、思いや考えを基に創造したりするために

必要な思考力・判断力・表現力等を育成する。 

③伝統や文化に立脚した広い視野を持ち、感性を豊かに働かせながら、よりよい社会や

人生の在り方について考え、学んだことを主体的に生かしながら、多様な人々と協働

して新たな価値を創造していこうとする学びに向かう力や人間性を涵養する。 

○ ①でいう「物事」については、様々な領域に関わる事物、現象、営為等（自然の事物・

現象や社会的事象、衣食住などの生活に関わる事象、数学化されたり言語化されたりイメ

ージ化されたりした事象、身体の動き、人間や社会の在り方、心と体の関わり、道徳的価

値等に関する知識）や、知識の構造化を支えるもの（言語の働きや非言語的表現の働き、

情報活用に関する知識など）、各領域における人間の営みの社会的・文化的価値（言語文

化、芸術やスポーツ、科学、学習等の意義や価値）等が含まれるものと考えられる。 

○ また、③については、これからの社会の在り方を考えれば、一人一人が人間としての強

みを生かしながら可能性を最大限に発揮していけるようにすることや、ＥＳＤの重要性を

踏まえ、自然環境や資源の有限性、地域の将来などを自らの課題として捉え、そうした課

題の解決に向けて自分ができることを考え実践できるようにすることなどが重要である。

感性を豊かに働かせながら、よりよい社会や人生の在り方について考え、学んだことをそ

うした社会や人生の在り方に生かそうとしたり、伝統や文化に立脚した広い視野を持ち、

様々な考えを受け止めながら自分の考えを形成し、多様な人々と協働しながら実現してい

こうとすることなどが求められる。 

○ 幼稚園教育要領においては、幼稚園教育におけるねらいや内容を「健康」「人間関係」

「環境」「言葉」「表現」の領域別に示しつつ、幼稚園における生活の全体を通じて総合的

に指導することとされている。こうした幼児教育の特性を大事にしつつ、幼児期において

育みたい資質・能力を明確にし、幼児教育と小学校の各教科等における教育との接続の充

実や関係性の整理を図る必要がある。 

（３）教科等を学ぶ意義の明確化 
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（各教科等において育まれる資質・能力） 

○ 育成すべき資質・能力と教育課程の関係を整理するには、教育課程を構成する各教科等

をなぜ学ぶのか、それを通じてどういった力が身に付くのかという、教科等の本質的な意

義に立ち返って検討する必要がある。 

○ 教科等における学習は、知識・技能のみならず、それぞれの体系に応じた思考力・判断

力・表現力等や学びに向かう力・人間性等を、それぞれの教科等の文脈に応じて育む役割

を有している。 

○ 例えば、思考力は、国語や外国語において様々な資料から必要な情報を整理して自分の

考えをまとめる過程や、社会科において社会的な事象から見いだした課題や多様な考え方

を多面的・多角的に考察して自分の考えをまとめていく過程、数学において事象を数学的

に捉えて問題を設定し、解決の構想を立てて考察していく過程、理科において自然の事象

を目的意識を持って観察・実験し、科学的に探究する過程、音楽や美術において自分の意

図や発想に基づき表現を工夫していく過程、保健体育において自己や仲間の運動課題や健

康課題に気付き、その解決策を考える過程、技術・家庭科において生活の課題を見いだし、

最適な解決策を追究する過程、道徳において人間としての生き方についての考えを深める

過程などを通じて育まれていく31。これらの思考力を基盤に判断力や表現力等も同様に、

各教科等の中でその内容に応じ育まれる。 

○ 学びに向かう力・人間性等についても同様であり、各教科等を通じて育まれた社会観や

自然観、人間観などは、「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか」を決

定する構成要素となっていく。 

○ このように、思考力・判断力・表現力等や学びに向かう力・人間性等は、各教科等の文

脈の中で指導される内容事項と関連付けられながら育まれていく。ただし、各教科等で育

まれた力を、当該教科における文脈以外の、実社会の様々な場面で活用できる汎用的な能

力に更に育てていくためには、総体的観点からの教育課程の構造上の工夫が必要になって

くる。まさにその工夫が、各教科等間の内容事項についての相互の関連付けや、教科横断

的な学びを行う「総合的な学習の時間」や社会参画につながる取組などを行う「特別活動」、

高等学校の専門学科における「課題研究」の設定などに当たる。 

○ このような資質・能力と各教科等との関係を踏まえれば、学習指導要領の全体構造を示

していくに当たっては、教育課程全体でどのような資質・能力を育成していくのかという

観点から、各教科等の在り方や、各教科等において育成する資質・能力を明確化し、この

力はこの教科等においてこそ身に付くのだといった、各教科等を学ぶ本質的な意義を捉え

直していくことが重要である。そして、各教科等で育成される資質・能力の間の関連付け

や内容の体系化を図り、資質・能力の全体像を整理していくことが同じく重要であり、教

                                            
31 中学校の教科構成を基に例示。 
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育課程の全体構造と各教科等を往還的に整理していく必要がある32。 

○ 次期改訂に向けては、すべての教科等において、資質・能力の三つの柱に基づく教育目

標や指導内容の再構成を進めることとし、議論を重ねてきた。その成果が、９．におい

てまとめられている各教科等の改善の方向性である 

○ 幼稚園教育要領においては、幼稚園教育におけるねらいや内容を「健康」「人間関係」

「環境」「言葉」「表現」の領域別に示しつつ、幼稚園における生活の全体を通じて総合的

に指導することとされている。こうした幼児教育の特性を大事にしつつ、幼児期において

育みたい資質・能力を明確にし、幼児教育と小学校の各教科等における教育との接続の充

実や関係性の整理を図る必要がある。 

（各教科等の特質に応じた「見方・考え方」） 

○ 子供たちが各教科等の学習を深めていく過程の中で、“どのような視点で物事を捉え、

どのように思考していくのか”という、物事を捉える視点や思考の枠組みも鍛えられて

いく。例えば算数・数学科においては、事象を数量や図形及びそれらの関係などに着目

して捉え、論理的、統合的・発展的に考えること、国語科においては、言葉の意味、働

き、使い方等に着目して、対象と言葉、言葉と言葉の関係を捉え、その関係性を問い直

して意味付けることなどである。 

○ こうした「見方・考え方」は、各教科等の学習の中で活用されるだけではなく、大人に

なって生活していくにあたっても重要な働きをするものとなる。私達が社会生活の中で、

データを見ながら考えたり、アイディアを言葉で表現したりする時には、学校教育を通

じて身に付けた数学的な見方・考え方や、言葉による見方・考え方が活用されている。

いわば、頭の中の道具箱にある「見方・考え方」を活用しながら、世の中の様々な物事

を理解し思考し、よりよい社会や自らの人生を創り出していると考えられる。 

○ この「見方・考え方」を支えているのは、各教科等の学習を通じて身につけた知識や思

考の方法等である。知識が豊かになれば見方も豊かになり、思考力が深まれば考え方も

深くなる。いわば、資質・能力の要素が、学習や生活の場面で道具として活用されてい

るのが「見方・考え方」であり、「見方・考え方」は資質・能力の要素の手段的な側面で

あるとも言えよう。 

○ また、「見方・考え方」は、知識・技能を構造化して身に付けたり、思考力・判断力・

表現力を豊かなものとしたり、社会や世界にどのように関わるかの視座を形成したりす

るために重要なものである。「見方・考え方」を働かせた学びを通じて、資質・能力が育

まれ、それによってさらに「見方・考え方」が豊かなものになる、という相関関係にあ

る。 

                                            
32 学習指導要領等の構造化のイメージについては、論点整理補足資料１１０ページ参照。 
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○ 各教科等を学ぶ本質的な意義の中核をなすのが「見方・考え方」であり、教科等の教育

と社会をつなぐものである。子供たちが学習や人生において「見方・考え方」を自在に

働かせられるようにすることにこそ、教員の専門性が発揮されると考えられる。  

○ こうした「見方・考え方」は、学習指導要領において長年用いられてきている用語であ

るが、その内容については必ずしも具体的に説明されてはこなかった。次期改訂に向け

ては、これまで述べたような観点から「見方・考え方」を改めて定義し、それを軸とし

た授業改善の取組を活性化しようとするものである。この背景には、現行の学習指導要

領において言語活動の充実が盛り込まれ、すべての教科等で共通の視点からの授業改善

が図られる中で、同じ言語で物事を捉えて思考していくにあたっても、捉え方や考え方

には教科等の特質が見られ、それを各教科等で意識して磨いていくことが重要ではない

か、といった具体の授業改善の成果が蓄積されてきたことなどがある。 

○ なお、教科の枠組と学問の体系との関係については丁寧に論じられる必要があるが、学

問の領域においても、“○○学の学びの本質的意義”が社会とのつながりの中で議論され

ていることについて触れておきたい。日本学術会議は分野別に教育課程編成上の参照基

準を作成しているが、その中では、各学問分野が、どのような世界の認識の仕方や世界

への関与の仕方を身に付けさせようとしているのかという特性を踏まえ、分野に固有の

知的訓練を通じて獲得されるが汎用的な有用性を持つ力（ジェネリックスキル）が明確

化されている。こうした取組は「見方・考え方」と共通の方向性を持つものと考えられ、

教育全体の質保証を支えていく役割を担うものである。 

○ 次期改訂が目指すのは、学習の内容と方法の両方を重視し、学習過程を質的に高めてい

くことである。単元や題材のまとまりの中で、子供たちが「何ができるようになるか」

を明確にしながら、「何を学ぶか」という学習内容と、「どのように学ぶか」という学び

の過程を組み立てていくことが重要になる。「見方・考え方」を軸としながら、幅広い授

業改善の工夫が展開されていくことを期待するものである。 

（４）教科等を越えたすべての学習の基盤として育まれ活用される資質･能力 

○ 私たちは生涯にわたって学び続け、その成果を人生や社会の在り方に反映していく。そ

うした学びの本質を踏まえ、学習の基盤を支えるために必要な力とは何かを教科等を越

えた視点で捉え、育んでいくことが重要となる。 

○ 様々な情報を理解して考えを形成し、文章等により表現していくために必要な読解力は、

学習の基盤となるものであり、時代を超えて常に重要なものであり、これからの時代に

おいてもその重要性が変わることはない。スマートフォンの普及など、情報化が進展し

身近に様々な情報が氾濫する社会の中で、ますます高まる読解力の重要性とは裏腹に、

視覚的な情報と言葉との結びつきが希薄になり、知覚した情報の意味を吟味して読み解

いたりすることが少なくなっているのではないかとの指摘もある。子供たちが教科書の

文章を読み解けていないのでないかとの問題提起もあるところであり、すべての学習の

基盤となる言語能力の育成を重視することが求められる。 
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○ また、急速に情報化が進展する社会の中で、情報や情報手段を主体的に選択し活用して

いくために必要な情報活用能力33、物事を多角的・多面的に吟味し見定めていく力（いわ

ゆる「クリティカル・シンキング」）、統計的な分析に基づき判断する力、問題を見いだし

解決に向けて思考するために必要な知識やスキルなどを、各学校段階を通じて体系的に育

んでいくことの重要性は高まっていると考えられる。 

○ さらに、体験から学び実践する力や、多様な他者と協働する力、学習を見通し振り返る

力なども、学習を充実させ、社会生活で生きる資質・能力として重要である。 

○ まとめれば、教科等の枠を越えて、すべての学習の基盤として育まれ活用される資質･

能力と、それを育むために各教科等共通で重視すべき学習活動については、以下のような

ものが考えられる。 

 ・言語能力（読解力や語彙力等を含む）・・・言語活動を通じて育成 

 ・情報活用能力・・・言語活動や、ＩＣＴを活用した学習活動等を通じて育成 

 ・問題発見・解決能力・・・問題解決的な学習を通じて育成 

 ・体験から学び実践する力・・・体験活動を通じて育成 

 ・多様な他者と協働する力・・・「対話的な学び」を通じて育成 

 ・学習を見通し振り返る力・・・見通し振り返る学習を通じて育成 

○ こうした資質・能力についても、それぞれを三つの柱に沿って整理し、教科等の関係や、

教科等の枠を越えて共通に重視すべき学習活動との関係を明確にし、教育課程全体を見渡

したカリキュラム･マネジメントを通じて確実に育んでいくことができるようにすること

が重要である。ここでは例示的に、言語能力と情報活用能力について整理するが、その他

の資質・能力についても、同様の整理を行い、学習指導要領等や解説に反映させることが

求められる。 

①言語能力 

（言語能力の育成が求められる背景） 

○ 育成すべき資質・能力の中でも、言語能力は、子供たちの学習や生涯にわたる生活

の中で極めて重要な役割を果たすものである。 

○ 子供は、乳幼児期から身近な人との関わりや生活の中で言葉を獲得していき、発達

段階に応じた適切な環境の中で、言語を通じて新たな情報を得たり、思考・判断・表

現したり、他者と関わったりする力を獲得していく。教科書や教員の説明、様々な資

料等から新たな知識を得たり、事象を観察して必要な情報を取り出したり、自分の考

えをまとめたり、友達の思いを受け止めながら自分の思いを伝えたり、学級で目的を

共有して協働したりすることができるのも、言葉の役割に負うところが大きい。 

                                            
33 論点整理補足資料３５～３７ページ参照。  
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○ このように、言葉は、学校という場において子供が行う学習活動を支える重要な役

割を果たすものであり、すべての教科等における資質・能力の育成や学習の基盤とな

るものである。したがって、言語能力の向上は、学校における学びの質や、教育課程

全体における資質・能力の育成の在り方に関わる重要な課題として受け止められる必

要がある。 

（育成する言語能力の明確化） 

○ 言語能力を構成する資質・能力を、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力等」、「学

びに向かう力、人間性等」の三つの柱に沿って整理をすると、以下のようになると考えら

れる。 

 （知識・技能） 

  言葉の働きや役割に関する理解、言葉の特徴やきまりに関する理解と使い分け、言葉の

使い方に関する理解と使い分け、言語文化に関する理解、既有知識（教科に関する知識、

一般常識、社会的規範等）に関する理解が挙げられる。 

  特に、「言葉の働きや役割に関する理解」は、自分が用いる言葉に対するメタ認知に関

わることであり、言語能力を向上する上で重要な要素である。 

 （思考力・判断力・表現力等） 

  テクスト34（情報） を理解したり、文章や発話により表現したりするための力として、

情報を多角的・多面的に精査し構造化する力、言葉によって感じたり想像したりする力、

感情や想像を言葉にする力、言葉を通じて伝え合う力、構成・表現形式を評価する力、考

えを形成し深める力が挙げられる。 

 （学びに向かう力、人間性等） 

  言葉を通じて、社会や文化を創造しようとする態度、自分のものの見方や考え方を広げ

深めようとする態度、集団としての考えを発展・深化させようとする態度、心を豊かにし

ようとする態度、自己や他者を尊重しようとする態度、自分の感情をコントロールして学

びに向かう態度、言語文化の担い手としての自覚が挙げられる。 

○ 特に、「思考力・判断力・表現力等」や「学びに向かう力、人間性等」を整理するに当

たっては、「創造的・論理的思考」、「感性・情緒」、「他者とのコミュニケーション」の三

つの側面から言語能力を構成する資質・能力を捉えている。 

○ 言語能力については、言葉に関わる知識・技能や態度等を基盤に、これら三つの側面の

力を働かせて、テクスト（情報）を理解したり文章や発話により表現したりする能力とし

て整理できるものと考える。 

                                            
34 本審議のまとめにおいては、文章、及び、文章になっていない断片的な言葉、言葉が含まれる図表などの文

章以外の情報も含めて「テクスト（情報）」と記載する。 



 

29 

○ また、言語能力を構成する資質・能力は、①テクスト（情報）を理解するための力が、

「認識から思考へ」という過程の中で働き、②文章や発話により表現するための力が、「思

考から表現へ」という過程の中で働いている。 

ア）テクスト（情報）を理解するための力 

・テクスト（情報）の構造と内容を把握し、精査・解釈し、考えを形成する力である。 

・「構造と内容の把握」、「精査・解釈」、「考えの形成」のそれぞれの段階において、「知識・

技能」や「思考力・判断力・表現力等」に整理された資質・能力が働いている。 

特に、既有知識・経験によってテクストにない内容を補足・精緻化するなどして推論

することや、共通－相違、原因－結果、具体－抽象等の情報と情報の関係性（論理）を

吟味・構築すること、妥当性、信頼性等を吟味することなど、情報を多角的・多面的に

精査し構造化する力は、テクストの意味を、字句通りというだけでなく理解するために

重要な能力である。 

イ）文章や発話により表現するための力 

・表現するテーマ・内容、構成・表現形式を検討しながら、考えを形成・深化させ、文章や

発話によって表現する力である。 

・「テーマ・内容の検討」、「構成・表現形式の検討」、「考えの形成・深化」、「表現」のそれ

ぞれの段階において、「知識・技能」や「思考力・判断力・表現力等」に整理された資質・

能力が働いている。 

・特に、表現した後、又は、表現しながら、考えを形成・深化させ、より良い表現にするた

めに、文章を推敲したり、発話を調整したりする力が重要である。 

○ 言語能力は、その要素である資質・能力を、こうした過程の中で働かせることによって

育成されるものである。こうした過程の繰り返しは、言語活動を通じて行われるため、言

語能力の向上を図るためには、発達段階に応じた適切な言語活動を充実することが必

要である。 

○ 言語活動については、現行の学習指導要領の下、すべての教科等において重視し、

その充実を図ってきたところであるが、今後、「主体的・対話的で深い学び」を実現す

る学習・指導改善を進めるためには、より一層、言語活動の充実を図り、すべての教

科等の学習の基盤である言語能力を向上させることが必要不可欠である。 

○ 特に言葉を直接の学習対象とする国語教育及び外国語教育の果たすべき役割は極め

て大きい。言語能力を構成する資質・能力やそれらが働く過程、育成の在り方を踏ま

えながら、改善・充実を図ることが必要である。 

○ そのためには、国語教育及び外国語教育において、発達の段階に応じて育成すべき

資質・能力を明確にしながら、言語活動を通じて育成することが必要である。また、
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学習評価や高校・大学の入学者選抜においても、言語活動を通じて身に付いたそうし

た資質・能力を評価していくようにすることが重要である。 

②情報活用能力、情報技術を手段として活用する能力 

（情報活用能力の育成が求められる背景） 

○ グローバル化や情報化等の変化が加速度的となる中で、とりわけ最近では、「第４次産

業革命」ともいわれる、進化した人工知能が様々な判断を行ったり、身近な物の働きがイ

ンターネット経由で最適化されたりする時代の到来が、社会の在り方を大きく変えていく

との予測がなされているところである。 

○ 教育界には、そのような将来の予測がまずます難しい社会においても、子供たちが情報

を主体的に捉えながら、何が重要かを主体的に考え、他者と協働しながら新たな価値の創

造に挑み、社会の活性化と個性や能力を活かした人生の充実を実現していくことできるよ

う、必要な資質・能力を育成していくことが求められる。また、インターネットを通じて

情報を得たり、文章の作成や編集にアプリケーションを活用したり、メールやソーシャル

ネットワークサービスを通じて情報を共有することが社会生活の中で当たり前となって

いる中で、情報技術を手段として活用していくことができるようにしていくことも重要で

ある。 

○ こうした観点から、情報や情報手段を主体的に選択し活用していくために必要な情報活

用能力を、各学校段階を通じて体系的に育んでいくことの重要性は高まっていると考えら

れる。 

（育成する情報活用能力の明確化） 

○ 情報活用能力とは、世の中の様々な事象を情報とその結びつきとして捉えて把握し、情

報及び情報技術を適切かつ効果的に活用して、問題を発見･解決したり自分の考えを形成

したりしていくために必要な資質・能力のことであり、これまで「情報活用の実践力」「、

理解」「情報社会に参画する態度」の３観点と８要素に整理されてきている。 

○ こうした情報活用能力を、教育課程を通じて系統的に育んでいくためには、論点整理に

おいて示された「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力、人間性等」

の三つの柱に沿って再整理をする必要がある。この点を踏まえて、情報活用能力を資質･

能力の三つの柱に沿って再整理すると、以下のようになると考えられる。 

（知識・技能） 

 情報と情報技術を活用した問題の発見･解決等の方法や、情報化の進展が社会の中で果た

す役割や影響、情報に関する法･制度やマナー、個人が果たす役割や責任等について、情

報の科学的な理解に裏打ちされた形で理解し、情報と情報技術を適切に活用するために必

要な技能を身に付けていること。 

（思考力・判断力･表現力等） 
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 様々な事象を情報とその結びつきの視点から捉え、複数の情報を結びつけて新たな意味を

見出す力や、問題の発見･解決等に向けて情報技術を適切かつ効果的に活用する力を身に

付けていること。 

（学びに向かう力、人間性等） 

情報や情報技術を適切かつ効果的に活用して情報社会に主体的に参画し、その発展に寄与

しようとする態度等を身に付けていること。 

○ こうした資質・能力には、プログラミング的思考や、情報モラル、情報セキュリティ、

統計等に関する資質・能力も含まれる。こうした情報活用能力を、各学校段階・各教科等

においてどのように育成していくのかについては、別添の通り整理している。これらをカ

リキュラム・マネジメントの中で効果的に結びつけていくことが必要である。 

○ 情報活用能力は、様々な事象を言葉で捉えて理解し、言葉で表現するために必要な言語

能力と相まって育成されていくものであり、国語教育や各教科における言語活動等を通じ

た言語能力の育成の中で、情報活用能力を育んでいくことも重要である。また、各教科等

における読書活動を充実させ、様々な情報を得るために学校図書館や地域の図書館を活用

できるようにすることも重要である。 

○ また、情報技術を手段として活用できる力を身に付けるためには、各教科等の授業にお

いて「主体的･対話的で深い学び」を実現する中で、日常的に ICT を活用していくことが

重要である。 

（ＩＣＴ環境の整備） 

○ 現在では、社会生活の中で ICT を日常的に活用することが当たり前の世の中となってお

り、子供たちが社会で生きていくために必要な資質・能力を育むためには、学校の生活や

学習においても日常的に ICT を活用できる環境を整備していくことが不可欠である。 

○ 現在、「２０２０年代に向けた教育の情報化に関する懇談会」において、次期学習指導

要領の実現に不可欠な ICT環境や ICT教材の在り方について議論されているところである。

こうした議論を踏まえ、国が主導的な役割を果たしながら、各自治体における必要な環境

整備を加速化していくことが期待される。 

（５）現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力 

○ 将来の予測が困難な複雑で変化の激しい社会や、グローバル化が進展する社会に、どの

ように向き合い、どのような資質・能力を育成していくべきか。また、一人一人が幸福

な人生を生きるためには、どのような力を育んでいくべきか。 

（変化の中に生きる社会的存在として） 

○ 複雑で変化の激しい社会の中では、固有の組織のこれまでの在り方を前提としてどのよ

うに生きるかだけではなく、様々な情報や出来事を受け止め、主体的に判断しながら、自
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分を社会の中でどのように位置付け、社会をどう描くかを考え、他者と一緒に生き、課題

を解決していくための力が必要となる。主権を有し、今後の我が国の在り方に責任を有す

る国民の一人として、また、多様な個性・能力を生かして活躍する自立した人間として、

こうした力を身に付け、適切な判断・意思決定や公正な世論の形成、政治参加や社会参画、

一層多様性が高まる社会における自立と共生に向けた行動を取っていくことが求められ

る。 

○ こうした観点から、平和で民主的な国家及び社会の形成者として求められる力をはじめ、

生産や消費などの経済的主体等として求められる力や、安全な生活や社会づくりに必要な

資質・能力35を、各学校段階を通じて体系的に育んでいくことの重要性は高まっていると

考えられる。あわせて、職業に従事するために必要な知識・技能、能力や態度の獲得も求

められており、社会的要請を踏まえた職業教育の充実も重要である。 

○ また、我が国が、科学技術・学術研究の先進国として、将来にわたり存在感を発揮する

とともに成果を広く共有していくためには、子供たちが、卓越した研究や技術革新、技術

経営などを担うキャリアに関心を持つことができるよう、理数科目等に関する学習への関

心を高め、裾野を広げていくことも重要である。また、ＩＣＴの急速な進展などにより、

高度な技術がますます身近となる社会の中で、そうした技術を理解し使いこなす科学的素

養をすべての子供たちに育んでいくことも重要となる。 

（グローバル化する社会の中で） 

○ また、グローバル化する中で世界と向き合うことが求められている我が国においては、

日本人としての美徳やよさを生かしグローバルな視野で活躍するために必要な資質・能力

の育成が求められる36。言語や文化に対する理解を深め、国語で理解したり表現したりす

ることや、さらには外国語を使って理解したり表現したりできるようにすることが必要で

ある。こうした言語に関する能力を向上させるともに、古典の学習を通じて、日本人とし

て大切にしてきた言語文化を積極的に享受していくことや、芸術を学ぶことを通じて感性

等を育むことなどにより、日本文化を理解して自国の文化を語り継承することができるよ

うにすること、異文化を理解し、多様な人々と協働していくことができるようになること

が重要である。 

 また、日本のこととグローバルなことの双方を相互的に捉えながら、社会の中で自ら問

題を発見し解決していくことができるよう、自国と世界の歴史の展開を広い視野から考え

る力や、思想や思考の多様性の理解、地球規模の諸課題や地域課題を解決し持続可能な社

会づくりにつながる地理的な素養についても身に付けていく必要がある。 

                                            
35 論点整理補足資料３３・３４ページ参照。 

36 「グローバル人材育成推進会議」が平成２３年にまとめた中間まとめにおいては、「グローバル人材」の概

念として、要素 I:語学力・コミュニケーション能力、要素 II:主体性・積極性、チャレンジ精神、協調性・

柔軟性、責任感・使命感、要素 III:異文化に対する理解と日本人としてのアイデンティティーを挙げている。 
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○ こうした観点からは、２０２０年に開催される東京オリンピック・パラリンピック競技

大会の開催を契機に、スポーツへの関心を高め、「する、みる、支える、知る」などの多

様なスポーツとの関わり方を楽しめるようにしていくことも重要である。スポーツを通じ

て、他者との関わりを学んだり、ルールを守り競い合っていく力を身に付けたりすること

ができる。さらには、多様な国や地域の文化の理解を通じて、多様性の尊重や国際平和に

寄与する態度を身に付けたり、ボランティア活動を通じて、共生社会の実現に不可欠な他

者への共感や思いやりを育んだりすることにもつながる。 

（資質・能力の要素との関連性） 

○ まとめれば、現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力としては、以下のような

ものが考えられる。これらが教科横断的なテーマであることを踏まえ、それを通じてどの

ような資質・能力の育成を目指すのかを三つの柱に沿って明確にし、関係教科等とのつな

がりの整理を行い、各学校におけるカリキュラム・マネジメントの中でその育成を図って

いくことができるようにすることが求められる。 

・健康・安全・食に関する力 

・主権者として求められる力 

・新たな価値を生み出す豊かな創造性 

・グローバル化の中で多様性を尊重しつつ、現在まで受け継がれてきた我が国固有の領

土や歴史について理解し、伝統や文化を尊重し未来を描く力 

・地域や社会における産業の役割を理解し地域創生等に生かす力 

・自然環境や資源の有限性の中でよりよい社会をつくる力 

・オリンピック・パラリンピックを契機に豊かなスポーツライフを実現する力 

○ ここでは、例示的に健康･安全・食に関わる資質･能力について整理した。 

①健康・安全・食に関する資質・能力 

（健康・安全・食に関する資質・能力の育成が求められる背景） 

○ 子供たちが心身ともに健やかに育つことは、時代を超えてすべての人々の願いである。

子供たちは、学習の場であり生活の場である学校において、他者との関わりを深めつつ、

多様な経験を積み重ね、視野を広げ、人生や社会の在り方等について考えながら、心身と

もに成長していく。こうした場である学校において、健康で安全な生活を送ることができ

るようにするとともに、生涯にわたって健康で安全な生活や健全な食生活を送るために必

要な資質・能力を育み、安全で安心な社会づくりに貢献することができるようにすること

が重要である。 

○ とりわけ近年では、情報化社会の進展により、様々な健康情報や性・薬物等に関する情

報の入手が容易になるなど、子供たちを取り巻く環境が大きく変化している。このため、

子供たちが、健康情報や性に関する情報等を正しく選択して適切に行動できるようにする

とともに、薬物乱用防止等を徹底することが課題となっている。 
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○ また、食を取り巻く社会環境が変化し、栄養摂取の偏りや朝食欠食など食習慣の乱れな

どに起因する肥満や生活習慣病、食物アレルギーなどの健康課題が見られるほか、食品の

安全性の確保や食糧自給率向上、食品ロス削減などの食に関わる課題が顕在化している。 

○ さらに、東日本大震災をはじめとする様々な自然災害の発生や、情報化やグローバル化

等の社会の変化に伴い子供を取り巻く安全に関する環境も変化していることを踏まえ、子

供たちが起こりうる危険を理解し、いかなる状況下でも自らの生命を守り抜く（自助）と

ともに、自分自身が社会の中で何ができるのかを考える共助・公助の視点からの教育の充

実も課題となっている。 

○ こうした課題を乗り越え、生涯にわたって健康で安全な生活や健全な食生活を送ること

ができるよう、必要な情報を自ら収集し、意思決定や行動選択を行うことができる力を子

供たち一人一人に育むことが強く求められている。 

（育成する資質・能力の明確化） 

○ 健康・安全・食に関する資質・能力を、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力等」、

「学びに向かう力、人間性等」の三つの柱に沿って整理すると、以下のようになると考え

られる。 

（知識・技能） 

様々な健康課題、自然災害や事件・事故等の危険性、健康・安全で安心な社会づくりの

意義を理解し、健康で安全な生活や健全な食生活を実現するために必要な知識や技能を身

に付けていること。 

（思考力・判断力・表現力等） 

  自らの健康や食、安全の状況を適切に評価するとともに、必要な情報を収集し、健康で

安全な生活や健全な食生活のために何が必要かを考え、適切に意思決定し、行動するため

に必要な力を身に付けていること。 

（学びに向かう力、人間性等） 

  健康や食、安全に関する様々な課題に関心を持ち、主体的に、自他の健康で安全な生活

や健全な食生活を実現しようとしたり、健康・安全で安心な社会づくりに貢献しようとし

たりする態度を身に付けていること。 

○ こうした資質・能力を教科横断的な視点で育むことができるよう、カリキュラム・マネ

ジメントを通じて教科等間相互の連携を図っていくことが重要である。学校保健計画や学

校安全計画、食に関する指導の全体計画についても、カリキュラム・マネジメントの考え

方を踏まえて作成・評価・改善し、地域や家庭とも連携・協働した実施体制を確保してい

くことが重要である。なお、従来、教科等を中心とした「安全学習」「保健学習」と特別

活動等による「安全指導」「保健指導」に分類されている構造については、カリキュラム・

マネジメントの考え方を踏まえた整理が求められる。 
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○ また、下記にあるように、子供たちの発達を支えるためには、発達の特性や教育活動の

特性を踏まえて、予め適切な時期・場面において、主に集団場面で必要な指導・援助を

行うガイダンスに加えて、個々の児童生徒が抱える課題に対して、その課題を受け止め

ながら、主に個別指導により解決に向けて指導・援助するカウンセリングを、それぞれ

充実させていくという視点が必要であり、こうした視点に立って、一人一人の発達の特

性等に応じた個別指導を充実させていくことも重要である。 

（６）発達の段階や成長過程のつながり 

○ 育成すべき資質・能力については、幼児教育から高等学校までを通じた見通しを持って、

各学校段階の教育課程全体及び各教科等においてどのように伸ばしていくのかというこ

とが、系統的に示されなければならない。 

○ 選挙権年齢が１８歳に引き下げられ、子供にとって政治や社会がより一層身近なものと

なっていることなども踏まえ、中学校卒業後の約９８％の者が進学し、社会で生きていく

ために必要となる力を共通して身に付けることのできる、初等中等教育最後の教育機関で

ある高等学校を卒業する段階で身に付けておくべき力は何かを明確に示すことが求めら

れている。 

○ こうした「１８歳の段階で身に付けておくべき力は何か」という観点や、「義務教育を

終える段階で身に付けておくべき力は何か」という観点を共有しながら、幼児教育、小学

校教育、中学校教育、高等学校教育それぞれの在り方を考えていく必要がある。同時に、

子供たち一人一人の個々の発達課題や教育的ニーズを踏まえた対応も重要である。 

○ また、近年は特別支援学校だけではなく小・中・高等学校等において発達障害を含めた

障害のある子供たちが学んでおり、特別支援教育の対象となる子供の数は増加傾向にある。

障害者の権利に関する条約に掲げられたインクルーシブ教育システムの理念を踏まえ、子

供たちの自立と社会参加を一層推進していくため、通常の学級、通級による指導、特別支

援学級、特別支援学校において、子供たちの十分な学びを確保していく必要があり、一人

一人の子供の障害の状態や発達の段階に応じた指導を一層充実させていく必要がある。 

○ そうした発達の段階に応じて積み重ねていく学びの中で、地域や社会と関わり、様々な

職業に出会い、社会的・職業的自立に向けた学びを積み重ねていくことが重要である。 

○ 加えて、幼小、小中、中高の学びの連携・接続についても、学校段階ごとの特徴を踏ま

えつつ、前の学校段階での教育が次の段階で生かされるよう、学びの連続性が確保される

ことが重要である。 

 

４．各教科等を学ぶ意義と教科等横断的な視点を踏まえた教育課程の編成 －何を学ぶ

か－ 

○ 次期学習指導要領等については、資質・能力の三つの柱全体を捉え、教育課程を通じて
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それらをいかに育成していくかという観点から見直しを行うこととしている。これはすな

わち、教育課程について、「何を知っているか」という知識の内容を体系的に示した計画

に留
とど

まらず、「それを使ってどのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか」ま

でを視野に入れたものとするということである。 

○ こうした観点から、各教科等における指導内容については、事実的な知識の内容を系統

的に示すのみならず、資質・能力の三つの柱や各教科等の学習過程の在り方を踏まえて

再整理し示していくことが求められる。 

○ こうした再整理は、教科等間の横のつながりとともに、「義務教育を終える段階で身に

付けておくべき力は何か」や「初等中等教育を終える段階で身に付けておくべき力は何か」

という観点から、初等中等教育の出口のところで身に付けておくべき力を明確にしながら、

幼・小・中・高の教育を、縦のつながりの見通しを持って系統的に行うことが重要である。

つまり、各教科等で学校や学年段階に応じて学ぶことを単に積み上げるのではなく、義務

教育や高等学校教育を終える段階で身に付けておくべき力を踏まえつつ、各学校・学年段

階で学ぶべき内容を見直すなど、発達の段階に応じた縦のつながりと、各教科等の横のつ

ながりを行き来しながら、教育課程の全体像を構築していくことが必要である。 

○ 特に、今年度から小中一貫教育が制度化37され、義務教育学校及び併設型の小中一貫教

育学校においては、４－３－２や５－４といった柔軟な学年段階の区切りの設定や、小・

中学校の９年間を一貫させた教育課程の編成などが進められることも踏まえた議論が必

要である。  

○ こうした幼・小・中・高を通じた見通しの中で、小学校における外国語教育については、

教科の新設等を行うこととする。また、高等学校の国語科・地理歴史科他多くの教科に

ついて、初等中等教育を終えるまでに育成すべき資質・能力の在り方を踏まえつつ、科

目構成の見直しを行うこととする。 

○ こうした各教科等における指導内容の再整理を踏まえつつ、各学校が、教育課程の全体

構造や教科等の相互の関係等を捉えながら教育課程を編成することができるよう、総則に

おいて、教育課程の総体的な構造を可視化し、資質・能力と各教科等の関係など、教育課

程の編成に必要な事項を可能な限り分かりやすく提示していく。 

○ 各学校においては、学習指導要領、特に総則を手掛かりとしながら、学校教育目標や学

校として育成を目指す資質・能力を実現するため、各教科等を学ぶ意義と教科等横断的

な視点を踏まえて教育課程を編成することが求められる。 

○ また、幼稚園教育要領においては、幼稚園教育におけるねらいや内容を「健康」「人間

関係」「環境」「言葉」「表現」の領域別に示しつつ、幼稚園における生活の全体を通じて

総合的に指導することとされている。こうした幼児教育の特性を大事にしつつ、幼児期に

                                            
37 論点整理補足資料６０ページ参照。 
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おいて育みたい資質・能力を明確にし、幼児教育と小学校の各教科等における教育との接

続の充実や関係性の整理を図る必要がある。 

 

５．各教科等の指導計画の作成と実施、学習・指導の改善・充実 －どのように学ぶか

－ 

○ 次期改訂の視点は、子供たちが「何を知っているか」だけではなく、「知っていること

を使ってどのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか」ということであり、知

識・技能、思考力・判断力・表現力等、学びに向かう力や人間性など情意・態度等に関わ

るもののすべてを、いかに総合的に育んでいくかということである。 

○ 各学校は「カリキュラム・マネジメント」を通じて、子供たちが「何ができるようにな

るか」「何を学ぶか」「どのように学ぶか」を組み立てていくことが求められるが、この

うち、「どのように学ぶか」の鍵となるのが、アクティブ・ラーニングの視点、すなわち

子供たちの「主体的･対話的で深い学び」をいかに実現するかという、学習・指導改善の

ための視点である。 

（子供の学習過程の質を高めることの重要性と「アクティブ・ラーニング」の意義） 

○ 「どのように学ぶか」の軸に関する検討の方向性を底支えするのは、「学ぶとはどのよ

うなことか」「知識とは何か」といった、「学び」や「知識」等に関する科学的な知見の蓄

積である38。 

○ 社会で生きて働く知識や力を育むためには、子供たちが「何を学ぶか」という学習内容

の在り方に加えて、それらの内容を「どのように学ぶか」という、学びの過程に着目して

その質を高めていくことが重要である。世の中をどのような視点で捉え、どのような枠組

みで考えたらいいのかという、物事に対する見方･考え方を身に付けて深く理解したり、

多様な人との対話で考えを広げたり、学ぶことの意味と自分の人生や社会の在り方を主体

的に結びつけたりしていくという学びが実現されることによって、学校で学ぶ内容が、生

きて働く知識や力として育まれることになる。 

○ こうした学びの過程が「主体的・対話的で深い学び」であり、こうした学びが実現する

ように、日々の授業を改善していくための視点を共有し取組みを活性化しようというのが、

今回の改訂の主眼である。 

○ 教育方法に関するこれまでの議論においても、子供たちが主体的に学ぶことや、学級や

グループの中で協働的に学ぶことの重要性は指摘されてきており、多くの実践も積み重ね

られてきた。特に小・中学校では、全国学力・学習状況調査において、主として「活用」

                                            
38 認知過程や学習プロセスなどに関する研究例については、論点整理補足資料１９１・１９２ページ、１９５

ページなどを参照。 
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に関する問題（いわゆるＢ問題）が出題され、関係者の意識改革や授業改善に大きな影響

を与えたことなどもあり、多くの関係者による実践が重ねられてきている。「アクティブ・

ラーニング」を重視する流れは、こうした優れた実践を踏まえた成果であり、また、今後

は特に高等学校において、義務教育までの成果を確実につなぎ、一人一人に育まれた力を

更に発展・向上させることが求められる。 

（指導方法の不断の見直し） 

○ 我が国では、教員がお互いの授業を検討しながら学び合い、改善していく「授業研究」

が日常的に行われ、国際的にも高い評価を受けているが、そうした中で、子供が興味や

関心を抱くような身近な題材を取り上げて、学習への主体性を引き出したり、少人数で

対話しながら多様な考え方に気付かせたりするための工夫や改善が続けられてきている。

こうした「授業研究」の成果は、日本の学校教育の質を支える貴重な財産である。 

○ 一方で、こうした工夫や改善の意義について十分に理解されないと、例えば、学習活動

を子供の自主性のみに委ね、学習成果につながらない「活動あって学びなし」と批判さ

れる授業に陥ったり、特定の教育方法にこだわるあまり、指導の型をなぞるだけで学び

につながらない授業になってしまったりという恐れも指摘されている。 

○ 昨年１１月の諮問以降、学習指導要領等の改訂に関する議論において、こうした指導方

法を焦点の一つとすることについては、注意すべき点も指摘されてきた。つまり、育成す

べき資質・能力を総合的に育むという意義を踏まえた積極的な取組の重要性が指摘される

一方で、指導法を一定の型にはめ、教育の質の改善のための取組が、狭い意味での授業の

方法や技術の改善に終始するのではないかといった懸念などである。我が国の教育界は極

めて真摯に教育技術の改善を模索する教員の意欲や姿勢に支えられていることは確かで

あるものの、これらの工夫や改善が、ともすると本来の目的を見失い、特定の学習や指導

の「型」に拘泥する事態を招きかねないのではないかとの指摘を踏まえての危惧と考えら

れる。 

○ 変化を見通せないこれからの時代において、新しい社会の在り方を自ら創造することが

できる資質・能力を子供たちに育むためには、教員自身が習得・活用・探究といった学習

過程全体を見渡し、個々の内容事項を指導することによって育まれる思考力、判断力、表

現力等を自覚的に認識しながら、子供たちの変化等を踏まえつつ自ら指導方法を不断に見

直し、改善していくことが求められる。 

○ このような中で次期改訂が学習・指導方法について目指すのは、特定の型を普及させる

ことではなく、下記のような視点に立って学び全体を改善し、子供の学びへの積極的関与

と深い理解を促すような指導や学習環境を設定することにより、子供たちがこうした学び

を経験しながら、自信を育み必要な資質・能力を身に付けていくことができるようにする

ことである。そうした具体的な学習プロセスは限りなく存在し得るものであり、教員一人

一人が、子供たちの発達の段階や発達の特性、子供の学習スタイルの多様性や教育的ニー

ズと教科等の学習内容、単元の構成や学習の場面等に応じた方法について研究を重ね、ふ
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さわしい方法を選択しながら、工夫して実践できるようにすることが重要である。 

（「主体的・対話的で深い学び」の実現） 

○ 「主体的･対話的で深い学び」とは、特定の指導方法のことでも、学校教育における教

員の意図性を否定することでもない。教員が教えることにしっかりと関わり、子供たち

に求められる資質･能力を育むためにはどのような学びが必要かを絶え間なく考え、授業

の工夫･改善を重ねていけるようにすることで、子供たちの「主体的･対話的で深い学び」

を実現しようとする営みなのである。 

○ 「主体的･対話的で深い学び」の具体的な内容については、以下のように整理した。 

「主体的･対話的で深い学び」とは、単元や題材のまとまりの中で、以下のような学びを実

現し、学習内容の深い理解や資質・能力の育成、学習への動機付けにつなげること。 

①習得した知識や考え方を活用した「見方・考え方」を働かせながら、問いを見いだして解

決したり、自己の考えを形成し表したり、思いを基に構想、創造したりすることに向か

う｢深い学び｣が実現できているか。 

新しい知識や技能を習得したり、それを実際に活用して、問題解決に向けた探究活動

を行ったりする中で、資質・能力の三つの柱に示す力が総合的に活用・発揮される場面

が設定されることが重要である。教員はこのプロセスの中で、教える場面と、子供たち

に思考・判断・表現させる場面を効果的に設計し関連させながら指導していくことが求

められる。 

②子供同士の協働、教員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考えること等を通

じ、自らの考えを広げ深める｢対話的な学び｣が実現できているか39。 

身に付けた知識や技能を定着させるとともに、物事の多面的で深い理解に至るために

は、多様な表現を通じて、教員と子供や、子供同士が対話し、それによって思考を広げ

深めていくことが求められる。 

③学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性と関連づけながら、見通しを

持って粘り強く取組み、自らの学習活動を振り返って次につなげる｢主体的な学び｣が実

現できているか。 

子供自身が興味を持って積極的に取り組むとともに、学習活動を自ら振り返り意味付

けたり、獲得された知識・技能や育成された資質・能力を自覚したり、共有したりする

ことが重要である。 

○ これら三つの視点は、子供の学びの過程としては一体として実現されるものであり、ま

                                            

39 協働や対話の中で、多様な表現が工夫されることもプロセスとして重要である。 
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た、それぞれ相互に影響し合うものでもあるが、学びの本質を異なる側面から捉えたも

のであり、授業改善の視点としてはそれぞれ固有の視点であることに留意が必要である。

単元や題材のまとまりの中で、子供たちの学習過程がこれら三つの点を満たすものにな

っているか、それぞれの視点の内容と相互のバランスに配慮しながら学びの状況を把握

し改善していくことが求められる。 

○ なお、こうした質の高い深い学びを目指す中で、教員には、指導方法を工夫して必要な

知識・技能を教授しながら、それに加えて、子供たちの思考を深め発言を促したり、気付

いていない視点を提示したりするなど、学びに必要な指導の在り方を追究し、必要な学習

環境を積極的に設定していくことが求められる。そうした中で、着実な習得の学習が展開

されてこそ、主体的・能動的な活用・探究の学習を展開することができると考えられる。 

○ 新しい学習指導要領等は、前回改訂における言語活動の重視など、学習活動の改善・充

実に関する成果を受け継ぎながら、子供たちの学習過程のさらなる質の向上を目指すもの

である。各学校における実践を支えるため、９．において、各教科等の特質を踏まえた学

習過程の在り方や、「主体的・対話的で深い学び」についての考え方が示されている。今

後、学習指導要領等の解説や指導事例集も含めた全体の姿の中で、指導の参考となる解説

や事例を示すなど、更なる支援を図っていく必要がある。なお、こうした事例を示す際に

は、それにより指導が固定化されないような工夫が求められる。 

○ あわせて、「主体的･対話的で深い学び」の考え方や、１単位時間の授業の中に留まらず、

単元や題材のまとまりの中で子供たちの学習過程として実現されること、評価の場面と

の関係などについて、総則などを通じてわかりやすく示していくことが求められる。 

（「深い学び」と「見方・考え方」） 

○ 「主体的な学び」「対話的な学び」については、その趣旨が理解しやすく改善が図りや

すいのに対して、「深い学び」についてはイメージがつかみにくいとの指摘もある。一方

で、アクティブ・ラーニングの視点については、深まりを欠くと表面的な活動に陥って

しまうといった失敗事例も報告されており、「深い学び」の視点は極めて重要である。 

○ 学びの「深まり」の鍵となるものとして、すべての各教科等で整理されているのが、（３）

において述べた、各教科等の特質に応じた「見方・考え方」である。今後の授業改善等

においては、この「見方・考え方」が極めて重要になってくると考えられる。 

○ 次期改訂が目指すのは、学習の内容と方法の両方を重視し、学習過程を質的に高めてい

くことである。単元や題材のまとまりの中で、子供たちが「何ができるようになるか」

を明確にしながら、「何を学ぶか」という学習内容と、「どのように学ぶか」という学び

の過程を組み立てていくことが重要になる。「見方・考え方」を軸としながら、幅広い授

業改善の工夫が展開されていくことを期待するものである。 

（発達の段階や子供の学習課題に応じた「主体的･対話的で深い学び」） 
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○ 「主体的･対話的で深い学び」の具体的な在り方は、発達の段階や子供の学習課題に応

じて様々である。基礎的･基本的な知識・技能の習得に課題が見られる場合には、それを

身に付けさせるために、子供の学びを深めたり主体性を引き出したりする工夫が求めら

れる。高度な社会課題の解決だけを目指す取組ということではない点に留意が必要であ

る。 

 

６．幼児児童生徒の発達を踏まえた指導 －子供の発達をどのように支援するか－ 

○ 子供たち一人一人は、多様な可能性を持った存在であり、多様な教育的ニーズを持って

いる。社会的な変化が加速度的となる中で新たな価値を創造していくためには、一人一人

が互いの異なる背景を尊重し、それぞれが多様な経験を重ねながら、様々な得意分野の能

力を伸ばしていくことが、これまで以上に強く求められる。あわせて、苦手な分野を克服

しながら、社会で生きていくために必要となる力をバランス良く身に付けていくことも重

要である。 

○ 各学校が行う進路指導や生徒指導、学習指導等については、子供たちの発達を支え、資

質・能力を育成するという観点からその意義を捉え直し、「カリキュラム・マネジメント」

の中でその充実を図っていくことが重要である。 

その際、子供たちの発達を支えるためには、児童生徒の発達の特性や教育活動の特性を

踏まえて、予め適切な時期・場面において、主に集団場面で必要な指導・援助を行うガイ

ダンスと、個々の児童生徒が抱える課題に対して、その課題を受け止めながら、主に個別

指導により解決に向けて指導・援助するカウンセリングを、それぞれ充実させていくとい

う視点が必要である。 

○ また、個々の子供の発達課題や教育的ニーズをきめ細かに支えるという視点から、特別

支援教育や日本語指導等を充実させていくことも求められている。 

○ 子供の教育的ニーズを踏まえながら、きめ細やかに発達を支えていくという視点を学校

全体で共有するとともに、心理や福祉に関する専門スタッフや、補習支援などを行うサポ

ートスタッフ、特別支援教育に関する専門スタッフなど、教員以外の専門スタッフの参画

を得ていくことも重要である。 

（学習活動や学校生活の基盤となる学級経営の充実） 

○ 「学校」は、社会への準備段階であると同時に、学校そのものが、子供たちや教職員、

保護者、地域の人々などから構成される一つの社会である。今を生きる子供たちにとっ

て、現実の社会との関わりの中で、毎日の生活を築き上げていく場であるとともに、未

来の社会に向けた準備段階としての場でもあり、学校における子供たちの日々の豊かな

生活は、未来の創造につながるものである。 

○ そうした子供たちの学習活動や学校生活の基盤となるのが、日々の生活を共にする基礎
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的な集団である学級やホームルームである。これまで総則においては、小学校において

のみ学級経営の充実が位置付けられ、中学校、高等学校においては位置付けられてこな

かった。 

○ 今回、「学校」の意義が再確認され、その中での学級の重要性が今一度捉え直されたこ

とを受けて、特別活動においても学級活動・ホームルーム活動の中心的な意義を踏まえ

た上で改善が図られるなどの見直しが進んでいる。総則においても、小・中・高等学校

を通じた学級（ホームルーム）経営の充実を図り、子供の学習活動や学校生活の基盤と

しての学級という場を豊かなものとしていくことが重要である。 

（学習指導と生徒指導） 

○ 学校は子供たちにとって、学習の場であり生活の場である。こうした場において子供た

ちに関わる教員の指導は、学習指導の側面と生徒指導の側面を持つことになる。 

○ 生徒指導とは、一人一人の児童生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、社会的

資質や行動力を高めることを目指して行われる教育活動のことである。今回、すべての教

科等において育む「学びに向かう力・人間性」が整理されたことにより、今後、学習指導

と生徒指導とは目指すところが共有されることとなり、さらに密接な関係を有するものに

なると考えられる。 

○ 生徒指導については、今回整理された資質・能力等も踏まえて、改めて、一人一人の生

徒の健全な成長を促し、生徒自ら現在及び将来における自己実現を図っていくために必要

な力の育成を目指すという意義を捉え直していくことが求められる。ともすれば、個別の

問題行動等への対応にとどまりがちとも指摘されるが、どのような資質・能力の育成を目

指すのかということや、一人一人のキャリア形成の方向性等を踏まえながら、その機能が

発揮されるようにしていくことが重要である。 

○ また、学習指導においては、子供一人一人の「主体的･対話的で深い学び」を実現して

いくために、児童生徒理解の深化を図ることや、教員と児童生徒の信頼関係や児童生徒相

互の人間関係づくり、児童生徒の自己選択や自己決定を促すといった生徒指導の視点を生

かしていくことが求められる。 

（キャリア教育（進路指導を含む）） 

○ 子供たちに将来、社会や職業で必要となる資質・能力を育むためには、学校で学ぶこと

と社会との接続を意識し、一人一人の社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資

質・能力を育み、キャリア発達40を促す「キャリア教育」41の視点も重要である。 

                                            

40 中央教育審議会答申「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」（平成２３年１

月３１日）では、「人が、生涯の中で様々な役割を果たす過程で、自らの役割の価値や自分と役割との
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○ キャリア教育は、小・中学校では特別活動の学級活動を中核に、総合的な学習の時間や

学校行事の勤労生産・奉仕的行事における職場体験活動などのキャリア形成に関わる啓

発的な体験活動、特別の教科 道徳をはじめ各教科における学習及び個別指導としての

進路相談等の機会を活かしつつ、学校の教育活動全体を通じて系統的、発展的に行う必

要がある。高等学校では、特別活動のホームルーム活動を中核に、総合的な探究の時間

（仮称）や学校行事の勤労生産・奉仕的行事における就業体験（インターンシップ）な

どのキャリア形成に関わる啓発的な体験活動、高等学校公民科に新設される科目「公共

（仮称）」をはじめ各教科・科目等における学習及び個別指導としての進路相談等の機会

を活かしつつ、学校の教育活動全体を通じて系統的・発展的に行う必要がある。 

○ なお、進路指導は本来、生徒の個人資料、進路情報、啓発的経験及び相談を通じて、生

徒が自ら、将来の進路を選択・計画し、就職又は進学をして、更にその後の生活により

よく適応し、能力を伸長するように、教員が組織的・継続的に指導・援助する過程であ

り、どのような人間になり、どう生きていくことが望ましいのかといった長期的展望に

立った人間形成を目指す教育活動である。このような進路指導のねらいは、キャリア教

育の目指すところとほぼ同じであるが、実際に学校で行われている進路指導においては、

                                                                                                                                           

関係を見いだしていく連なりや積み重ね」をキャリアの意味とし、社会の中で自分の役割を果たしな

がら、自分らしい生き方を実現していく過程を「キャリア発達」としている。 

41 キャリア教育で育成をめざす「基礎的・汎用的能力」の４つの能力（「人間関係形成・社会形成能力」

「自己理解・自己管理能力」「課題対応能力」「キャリアプランニング能力」を統合的に捉え、資質・

能力の三つの柱に沿って整理すれば概ね以下のように考えることができる。 

ⅰ）知識・技能 

・学ぶこと･働くことの意義の理解 

・問題を発見･解決したり、多様な人々と考えを伝え合って合意形成を図ったり、自己の考えを深めて表現

したりするための方法に関する理解と、そのために必要な技能 

・自分自身の個性や適性等に関する理解と、自らの思考や感情を律するために必要な技能 

ⅱ）思考力・判断力・表現力等 

・問題を発見･解決したり、多様な人々と考えを伝え合って合意形成を図ったり、自己の考えを深めて表現

したりすることができる力 

・自分が「できること」「意義を感じること」「したいこと」をもとに、自分と社会との関係を考え、主体

的にキャリアを形成していくことができる力 

ⅲ）学びに向かう力・人間性等 

・キャリア形成の方向性と関連づけながら今後の成長のために学びに向かう力 

・問題を発見し、それを解決しようとする態度 

・自らの役割を果たしつつ、多様な人々と協働しながら、よりよい人生や社会を構築していこうとする態

度 
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進路指導担当の教員と各教科担当の教員との連携が多くの学校において不十分であるこ

と、一人一人の発達を組織的・体系的に支援するといった意識や姿勢、指導計画におけ

る各活動の関連性や体系性等が希薄であり、子供たちの意識の変容や能力や態度の育成

に十分結び付いていないとの指摘がある。このため、各学校は、自校におけるこれまで

の進路指導の実践をキャリア教育の視点からとらえ直し、その在り方を見直すことが必

要である。 

○ 特別活動については、キャリア教育の中核としての役割を一層明確にする観点から、

小・中・高等学校を通じて、各教科等における学習の内容や、特別活動における様々な活

動や行事の内容を見通したり振り返ったりし、自己の生き方・キャリア形成につなげてい

く仕組みを導入する観点から、特別活動の学級活動・ホームルーム活動に「一人一人のキ

ャリア形成と実現（仮称）」を位置づけるとともに、「キャリアパスポート（仮称）」の活

用を図ることを検討する。 

○ 「公共（仮称）」については、教科目標の実現を見通した上で、キャリア教育の観点か

ら、特別活動のホームルーム活動などと連携し、インターンシップの事前・事後の学習と

の関連を図ることなどを通して、経済、法、情報発信などの主体として社会に参画する力

を育む中核的機能を担うことが求められる。 

 また、高等学校のインターシップについては、これまで主に就職を希望する生徒が多い

普通科や専門学科での実習を中心に行われて来たが、今後は、例えば研究者や高度な資格

を必要とする職業も含めた就業体験（いわゆる「アカデミック・インターンシップ」）な

ど、生徒自らのキャリア形成を視野におさめるなど、それぞれの高等学校の特性を踏まえ

たインターンシップが展開されることが求められる。 

○ 日常の教科・科目等の学習指導においても、自己のキャリア形成の方向性と関連付けな

がら見通しを持ったり、振り返ったりしながら学ぶ「主体的・対話的で深い学び」を実現

するなど、教育課程全体を通じてキャリア教育を推進する必要がある。 

（個に応じた指導） 

○ 児童生徒一人一人の可能性を最大限に伸ばし、社会をよりよく生きる資質・能力を育成

する観点から、生徒の実態に応じた指導方法や指導体制の工夫改善を通じて、個に応じた

指導を推進する必要がある。特に、今次学習指導要領では、「義務教育を終える段階で身

に付けておくべき力は何か」「１８歳の段階で身に付けておくべき力は何か」という観点

から、各学校段階で育成すべき資質・能力の全体像を示すこととしていることを踏まえ、

児童生徒が学習内容を確実に身に付ける観点からも個に応じた指導を一層重視する必要

がある。 

○ 特に、授業が分からないという悩みを抱えた児童生徒への指導にあたっては、個別の学

習支援や学習相談を通じて、自分にふさわしい学び方や学習方法を身に付け、主体的に学

習を進められるようにすることが重要である。 

○ また、基礎的･基本的な知識・技能の習得が重要であることは言うまでもないが、思考
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力・判断力・表現力等こそ、子供を取り巻く環境を背景とした学力差が生まれやすい能力

であるとの指摘もあることに留意が必要である。一人一人の「主体的･対話的で深い学び」

を実現し、学びの動機付けや幅広い資質・能力の育成を図っていくことが求められる。 

（教育課程全体を通じたインクルーシブ教育システムの構築を目指す特別支援教育） 

○ 障害者の権利に関する条約に掲げられたインクルーシブ教育システムの構築を目指し、

子供たちの自立と社会参加を一層推進していくため、通常の学級、通級による指導、特別

支援学級、特別支援学校において、子供たちの十分な学びを確保していく必要があり、一

人一人の子供の障害の状態や発達の段階に応じた指導を一層充実させていく必要がある。

その際、小・中学校と特別支援学校との間での柔軟な転学や、中学校から特別支援学校高

等部への進学など、児童生徒の学習状況を踏まえた、教育課程の連続性を十分に考慮して

いく必要がある。 

 

〈通常の学級（幼稚園等、小・中・高等学校）〉 

○ 小学校等の通常の学級においても、発達障害を含む障害のある児童生徒が在籍している

可能性があることを前提に、すべての教科等の授業において、資質・能力の育成を目指し、

一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細かな指導や支援ができるよう、障害種別の指導の

工夫のみならず、各教科等の学習プロセスにおいて考えられる困難さに対する指導の工夫

の意図、手立ての例を具体的に示すことが必要である。同様に、幼稚園等においても、日々

の幼稚園等の活動の中で考えられる困難さに対する指導の工夫の意図、手立ての例を具体

的に示す。 

 

〈特別支援学級（小・中学校）〉 

○ 小・中学校等における特別支援学級については、小･中学校等の通常の学級、特別支援

学校小学部・中学部の教育課程との連続性を確保しつつ、各小・中学校等の特別支援学級

に在籍する児童生徒の障害の状態等を踏まえて教育課程を編成する必要がある。 

○ このため、小学校及び中学校の各学習指導要領において、特別支援学級における教育課

程編成の基本的な考え方や、各教科の各学年の目標・内容の一部又は全部を当該学年の前

各学年のものに替える場合及び知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援

学校の各教科に替える場合等の留意点などを具体的に示すことが必要である。 

 

〈通級による指導（小・中・高等学校）〉 

○ 小・中・高等学校における通級による指導について、その意義、教育課程の編成の基本

的な考え方、児童生徒の実態把握から指導目標や指導内容の設定、評価・改善までの手続

等について具体的に示す。 

○ 通級による指導の目標及び内容について、障害による学習上又は生活上の困難を主体的

に改 善・克服するための指導であることをより明確にするとともに、通級による指導と
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各教科等の授業における指導との連携が図られるよう、通級による指導と各教科等の指導

との関係性を分かりやすく示す。 

○ 高等学校における通級による指導の平成 30 年度からの制度化に当たり、その単位認定

の在り方については、生徒が高等学校の定める「個別の指導計画」に従って履修し、その

成果が個別に設定された目標からみて満足できると認められる場合には、当該高等学校の

単位を習得したことを認定しなければならないものとする。 

○ 生徒が通級による指導を２以上の年次にわたって履修したときは、各年次ごとに当該特

別の指導について履修した単位を修得したことを認定することを原則とするが、年度途中

から開始される場合など、特定の年度における授業時数が、１単位として計算する標準の

単位時間（35 単位時間）に満たなくとも、次年度以降に通級による指導の時間を設定し、

２以上の年次にわたる授業時数を合算して単位の認定を行うことも可能とする。また、単

位の修得の認定を学期の区分ごとに行うことも可能とする。 

○ 高等学校及びその設置者が、高等学校における通級による指導の実施に向けて円滑に準

備が進められるよう、校内体制及び関係機関との連携体制、各教科等の指導を行う教員と

の連携の在り方、通級による指導に関する指導内容や指導方法などの実践例を紹介するこ

とが必要である。 

 

〈個別の教育支援計画、個別の指導計画の作成、活用〉 

○ 現在、特別支援学校に在籍する幼児児童生徒について作成することとされている個別の

教育支援計画や個別の指導計画は、障害のある幼児児童生徒一人一人に対するきめ細かな

指導や支援を組織的・継続的に行うために重要な役割を担っており、その意義や位置付け

をより明確にする必要がある。 

○ 通級による指導を受ける児童生徒及び特別支援学級に在籍する児童生徒については、一

人一人の教育的ニーズに応じた指導や支援が組織的・継続的に行われるよう、「個別の教

育支援計画」や「個別の指導計画」を全員作成することが適当である。 

○ 幼稚園等、小学校、中学校、高等学校において作成される個別の教育支援計画や個別の

指導計画の作成・活用の留意点（例えば、実態把握から評価・改善までの PDCA サイクル

など）を示すことが必要である。その際、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法

律（以下「障害者差別解消法」という。）障害者差別解消法に基づく合理的配慮やその他

指導上の配慮との関係性についても記述することが必要である。 

 

 

〈交流及び共同学習〉 

○ グローバル化など社会の急激な変化の中で、多様な人々が共に生きる社会の実現を目指

し、一人一人が、多様性を尊重し、協働して生活していくことができるよう、学校の教育

活動全体で、障害者理解や交流及び共同学習の一層の推進を図る。 

○ 具体的には、例えば、 
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・保健体育科における共生の視点に立った関わり方 

・生活科における身近な人々との自分との関わり 

・音楽科、図画工作科、美術科や芸術科における感じ方や表現の、相違や共通性、よさなど

の気付きを通した自己理解や他者理解 

・道徳科における、正義、公正、差別や偏見のない社会の実現 

・特別活動におけるよりよい集団生活や社会の形成 

など、各教科等の見方･考え方と関連付けた、交流及び共同学習の事例を示す。 

○ さらに、学校の教育課程上としての学習活動にとどまらず、地域社会との交流の中で、

障害のある子供たちが地域社会の構成員であることをお互いが学ぶという、地域社会の中

での交流及び共同学習の推進を図る必要がある。 

○ その際、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とする「心のバ

リアフリー」の推進の動向も踏まえ、すべての人が、障害等の有無にかかわらず、多様性

を尊重する態度を育成できるようにする必要がある。 

 

〈特別支援教育の支援体制〉 

  ○ 学校全体として特別支援教育に取り組む体制を整備し、組織として十分に機能させ

るよう、特別支援教育コーディネーターを中心とする校内体制等の在り方について具

体的に示す必要がある。 

（子供の日本語の能力に応じた支援の充実） 

○ 子供たちが学校教育を通じて、一人一人の資質・能力を伸ばしていくためには、学校に

おける学習や生活の基盤となる日本語の能力に応じた支援を充実させ、日本語を用いて、

学校生活を営むとともに、学習に取り組むことができるようにしていく必要がある。 

○ 近年では特に、外国籍の児童生徒や、両親のいずれかが外国籍である等の外国につなが

る児童生徒（以下「外国人児童生徒等」という。）のうち、公立学校等に在籍する日本語

指導が必要な児童生徒が年々増加傾向にあり（現在 37、095 人）、その母語や日本語の能

力も多様化している状況にある。 

○ 現行の学習指導要領では、「海外から帰国した児童などについては、学校生活への適応

を図るとともに、外国における生活経験を生かすなど適切な指導を行うこと」とされてお

り、日本語の能力の測定方法やカリキュラムの在り方など、各学校における指導の充実を

支える仕組みも整えられてきているところである。こうした成果を踏まえながら、海外か

ら帰国した児童生徒や外国人児童生徒がどのような年齢・学年で日本の学校教育を受ける

ことになったとしても、一人一人の日本語の能力に応じた支援を受け、学習や生活の基盤

を作っていくことができるよう、指導の目標や支援の視点を明確にして取り組んでいくこ

とが求められる。 

○ 平成２６年からは、児童生徒の日本語の能力に応じて、特別の指導を行う必要がある場



 

48 

合には、通級による指導を行うことができるよう「特別の教育課程」が制度化されたとこ

ろである。児童生徒の状況に応じて、在籍学級における支援と通級による指導の双方を充

実させていくことが必要である。 

〈日本語の能力の把握と、指導の目標の明確化〉 

○ 各学校においては、外国人児童生徒等一人一人の日本語の能力を的確に把握し、日本語

を用いて、学校生活を営むとともに、学習に取り組むことができるようにするための指導

の目標を明確化し、教科等を超えて組織的・計画的に支援を充実させていくことが必要で

ある。 

○ このため、国は「DLA42」などの日本語の能力の測定手法の普及と、教員が取り組みや

すくなるような参考資料等の開発、測定手法に関する研修の充実が求められる。また、全

国各地域の大学や日本語教育機関等の関係機関のネットワーク形成を支援することによ

り、各学校における日本語の能力測定に関する支援体制を整備していくことも求められる。 

〈在籍学級（幼稚園等、小・中・高等学校、特別支援学校）〉 

○ 児童生徒の日本語の能力に応じて、在籍学級において指導する場合には、①授業におい

て使われている日本語や学習内容を認識できるようにするための支援、②学習したことを

構造化して理解・定着できるようにするための支援、③理解したことを適切に表現できる

ようにするための支援、④自ら学習を自律的に行うことができるようにするための支援、

⑤学習や生活に必要な心理的安定のための情意面の支援、といった側面からの支援が求め

られる。こうした支援の視点を学習指導要領において明確化し、児童生徒の能力を伸ばし

ていけるようにすることが必要である。幼稚園等においては、上記の視点を参考としつつ、

幼児期が日常生活に必要な言葉を獲得する時期であることや、遊びや生活の中で学ぶとい

う幼児教育の特質を踏まえて指導することが必要である。 

○ また、こうした支援の視点に基づく各学校の取組を支援するため、国は、具体的な支援

の方法や使用する教材の配慮、指導計画上の配慮等について、具体的に示すことが求めら

れる。 

〈通級による日本語指導（小・中学校、特別支援学校（小学部・中学部））〉 

○ 通級による指導の対象となる児童生徒については個別の指導計画を作成すること、通級

による指導を担当する教員と在籍学級の担任教員とが連携に努め、効果的な指導を行うこ

となどを示していくことが求められる。 

○ 各学校の取組を支援するため、国は、新しい学習指導要領を踏まえた「JSL カリキュラ

                                            

42 外国人児童生徒のためのＪＳＬ対話型アセスメントＤＬＡ（Dialogic Language Assessment for 

Japanese as a Second Language）（平成２６年１月文部科学省初等中等教育局国際教育課） 
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ム43」の改訂に取り組むことが求められる。また、各学校の取組を支援するため具体的な

指導事例についても、「JSL カリキュラム」の一環として整備していくことも求められる。 

〈専門家も含めた指導体制の確保〉 

○ 外国人児童生徒等教育担当教員を中心としつつ、学校全体で取り組む体制を構築するこ

とが重要である。 

○ また、日本語教員の養成や多言語コミュニケーションの専門人材の養成を行っている地

域の大学や日本語教育機関等、外国人労働者を雇用する企業、日本語教育に携わる NPO、

地域の日本語教室で活動している地域日本語教育コーディネーター等の関係者とのネッ

トワーク形成支援も求められる。 

 

７．学習評価の充実 －何が身に付いたか－ 

○ 学習評価は、学校における教育活動に関し、子供たちの学習状況を評価するものである。

「子供たちにどういった力が身に付いたか」という学習の成果を的確に捉え、教員が指導

の改善を図るとともに、子供たち自身が自らの学びを振り返って次の学びに向かうことが

できるようにするためには、この学習評価の在り方が極めて重要であり、教育課程や学

習・指導方法の改善と一貫性を持った形で改善を進めることが求められる。 

○ 子供たちの学習状況を評価するために、教員は、個々の授業のねらいをどこまでどのよ

うに達成したかだけではなく、子供たち一人一人が、前の学びからどのように成長してい

るか、より深い学びに向かっているかどうかを捉えていくことが必要である。 

○ また、学習評価については、子供の学びの評価に留まらず、下記に述べる「カリキュラ

ム・マネジメント」の中で、教育課程や学習・指導方法の評価と結び付け、子供たちの学

びに関わる学習評価の改善を、さらに教育課程や学習・指導の改善に発展・展開させ、授

業改善及び組織運営の改善に向けた学校教育全体のサイクルに位置付けていくことが必

要である。 

（評価の三つの観点） 

○ 現在、各教科について、学習状況を分析的に捉える観点別学習状況の評価44と、総括的

に捉える評定とを、学習指導要領に定める目標に準拠した評価として実施することが明確

にされている。評価の観点については、従来の４観点の枠組みを踏まえつつ、学校教育法

                                            

43 日本語を第二言語とする児童生徒に対し、日本語と教科の統合的指導を取り出しで行い、授業に参加

できる力を育成することを目的として、文部科学省が開発したモデル・プログラム。 

44 論点整理補足資料３９ページ参照。 
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第３０条第２項45が定める学校教育において重視すべき三要素（「知識・技能」「思考力・

判断力・表現力等」「主体的に学習に取り組む態度」）を踏まえて再整理され、現在、「知

識・理解」「技能」「思考・判断・表現」「関心・意欲・態度」の四つの観点が設定されて

いるところである。 

○ 次期改訂に向けては、すべての教科等において、教科等目標や指導を、資質・能力の三

つの柱に基づき構造化することが検討されている。これは、資質・能力の育成を目指して

「目標に準拠した評価」を実質化するための取組でもある。 

○ 今後、小・中学校を中心に定着してきたこれまでの学習評価の成果を踏まえつつ、目標

に準拠した評価を更に進めていくため、こうした目標や指導内容の構造化を踏まえて、観

点別評価については、目標に準拠した評価の実質化や、教科・校種を超えた共通理解に基

づく組織的な取組を促す観点から、「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に

取り組む態度」の三観点に整理することとする。その中で、観点別学習状況の評価と、そ

れらを総括した評定との関係についても、改めて整理していくことが求められる。 

○ その際、「学びに向かう力、人間性等」に示された資質・能力には、感性や思いやりな

ど幅広いものが含まれるが、これらは観点別学習状況の評価になじむものではないことか

ら、評価の観点としては学校教育法に示された「主体的に学習に取り組む態度」として設

定し、感性や思いやり等については観点別学習状況の評価の対象外とすべきである。 

○ なお、観点別学習状況の評価には十分示しきれない、児童生徒一人一人のよい点や可能

性、進歩の状況等については、日々の教育活動や総合所見等を通じて積極的に子供に伝え

ることが重要である。 

○ これらの観点については、毎回の授業ですべてを見取るのではなく、カリキュラム・マ

ネジメントの考え方のもと、単元や題材を通じたまとまりの中で、学習・指導内容と評価

の場面を適切にデザインしていくことが重要である。 

（評価に当たっての留意点等） 

○ 「目標に準拠した評価」の趣旨からは、これらの観点については、学習指導要領におけ

る各教科等の指導内容が資質・能力を基に構造化されることにより明確になるものと考え

られる。学習指導要領改訂を受けて作成される、学習評価の工夫改善に関する参考資料に

おいては、詳細な基準ではなく、資質・能力を基に構造化された学習指導要領を手掛かり

に、教員が評価規準を作成し見取っていくために必要な手順を示すものとなることが望ま

しい。そうした参考資料の中で、各教科等における学習過程と評価の場面との関係性も明

確にできるよう工夫することや、複数の観点を一体的に見取ることも考えられることなど

が示されることが求められる。 

                                            
45 中学校は第４９条、高等学校は第６２条、中等教育学校は第７０条の規定によりそれぞれ準用されている。 
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○ なお、「主体的に学習に取り組む態度」と、資質・能力の柱である「学びに向かう力・

人間性」の関係については、「学びに向かう力・人間性」には①「主体的に学習に取り組

む態度」として観点別評価（学習状況を分析的に捉える）を通じて見取ることができる部

分と、②観点別評価や評定にはなじまず、こうした評価では示しきれないことから個人内

評価（個人の良い点や可能性、進歩の状況について評価する）を通じて見取る部分がある

ことに留意する必要がある。 

○ この「主体的に学習に取り組む態度」については、学習前の診断的評価のみで判断した

り、挙手の回数やノートの取り方などの形式的な活動で評価したりするのではなく、子供

たちが学習に対する自己調整を行いながら、粘り強く知識・技能を獲得したり思考・判断・

表現しようとしたりしているかどうかという意思的な側面を捉えて評価することが求め

られる。このことは現行の「関心・意欲・態度」の観点についても本来は同じ趣旨である

が、上述の挙手の回数やノートの取り方など、性格や行動面の傾向が一時的に表出された

場面を捉える評価であるような誤解が払拭し切れていないのではないか、という問題点が

長年指摘され現在に至ることから、「関心・意欲・態度」を改め「主体的に学習に取り組

む態度」としたものである。こうした趣旨に沿った評価が行われるよう、単元や題材を通

じたまとまりの中で、子供が学習の見通しを持って学習に取組み、その学習を振り返る場

面を適切に設定することが必要となる。 

○ こうした姿を見取るためには、子供たちが主体的に学習に取り組む場面を設定していく

必要があり、「アクティブ・ラーニング」の視点からの学習・指導方法の改善が欠かせな

い。また、学校全体で評価の改善に組織的に取り組む体制づくりも必要となる。 

○ なお、こうした観点別学習状況の評価については、小・中学校と高等学校とでは取組に

差があり、高等学校では、知識量のみを問うペーパーテストの結果や、特定の活動の結果

などのみに偏重した評価が行われているのではないかとの懸念も示されているところで

ある。義務教育までにバランスよく培われた資質・能力を、高等学校教育を通じて更に発

展・向上させることができるよう、高等学校教育においても、指導要録の様式の改善など

を通じて評価の観点を明確にし、観点別学習状況の評価をさらに普及させていく必要があ

る。 

○ また、資質・能力のバランスのとれた学習評価を行っていくためには、指導と評価の一

体化を図る中で、論述やレポートの作成、発表、グループでの話合い、作品の制作等とい

った多様な活動に取り組ませるパフォーマンス評価などを取り入れ、ペーパーテストの結

果に留
とど

まらない、多面的な評価46を行っていくことが必要である。さらには、総括的な評

価のみならず、一人一人の学びの多様性に応じて、学習の過程における形成的な評価を行

い、子供たちの資質・能力がどのように伸びているかを、例えば、日々の記録やポートフ

ォリオなどを通じて、子供たち自身が把握できるようにしていくことも考えられる。 

                                            
46 論点整理補足資料４０ページ、２０４ページ参照。 
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○ また、子供一人一人が、自らの学習状況やキャリア形成を見通したり、振り返ったりで

きるようにすることが重要である。そのため、子供たちが自己評価を行うことを、教科等

の特質に応じて学習活動の一つとして位置づけることが適当である。例えば、特別活動（学

級活動）を軸としつつ、「キャリアパスポート（仮称）47」などを活用して、子供たちが自

己評価を行うことを位置付けることなどが考えられる。その際、教員が対話的に関わるこ

とで、自己評価に関する学習活動を深めていくことが重要である。 

○ こうした評価を行う中で、教員には、子供たちが行っている学習にどのような価値があ

るのかを認め、子供自身にもその意味に気付かせていくことが求められる。そのためには、

教員が学習評価の質を高めることができる環境づくりが必要である。教員一人一人が、子

供たちの学習の質を捉えることのできる目を培っていくことができるよう、研修の充実等

を図っていく必要がある。 

○ そのため、義務教育段階においては、これまでの観点別学習状況評価を充実するととも

に、指導要録を改善・充実する。特に、高等学校については、義務教育までにバランスよ

く培われた資質・能力を、高等学校教育を通じて更に発展・向上させることができるよう、

指導要録の様式の改善や教員の評価者としての能力の向上の機会を充実させることなど

が重要である。 

○ 加えて、知識の理解の質を高めるという次期改訂の趣旨を踏まえ、高等学校入学者選抜、

大学入試者選抜の質的改善が図られるようにする必要がある。 

 

８．学習指導要領等の理念を実現するために必要な方策 －実施するために何が必要か

－ 

○ 先を見通すことが難しい社会の中で、新しい社会の在り方を創造することができる資

質・能力を子供たちに育むためには、「社会に開かれた教育課程」を実現し、教育環境や

指導体制を充実させるとともに、家庭・地域との連携・協働を進めていくことが求めら

れる。 

○ 中央教育審議会においては、一億総活躍社会の実現と地方創生の推進のため、平成２７

年１２月に、教員の資質・能力の向上を目指す制度改革、学校の組織運営改革、地域か

                                            

47特別活動ワーキンググループにおいて、小学校から高等学校までの特別活動をはじめとしたキャリア教育に

関わる活動について、学びのプロセスを記述し振り返ることができるポートフォリオ的な教材として提案さ

れた。 なお、都道府県教育委員会によっては、「キャリアノート」や「キャリア教育ノート」などの名称

で、児童生徒が様々な学習や課外活動の状況を記録したり、ワークシートとして用いたりするものとして、

作成・提供している例が見られる。 
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らの学校改革・地域創生を柱とする三つの答申48を示しており、それを受けて、文部科学

省は答申の内容の具体化を着実に推進するべく平成２８年１月に「「次世代の学校・地域」

創生プラン」を策定した。 

○ 教員の資質・能力の向上を目指す制度改革については、国、教育委員会、学校、大学等

が目標を共有してお互い連携しながら、次の学習指導要領等に向けて教員に求められる

力を効果的に育成できるよう、教員に求められる能力を明確化する教員育成指標や、そ

れを踏まえた研修方針の策定などを示している。 

○ 学校の組織運営改革については、複雑化・多様化する学校の課題への対応や、子供たち

に必要な資質・能力を育成するための教職員の指導体制の充実に加え、「チームとしての

学校」の視点に立ち、学校において教員が心理や福祉等の専門スタッフと連携・分担す

る体制の整備や、管理職の養成、選考・登用、研修の在り方の見直しを含む学校のマネ

ジメント機能の強化により、学校の教育力・組織力を向上させ、学校が多様な人々とつ

ながりを保ちながら学ぶことのできる場となるようにしていくことを示している。 

○ 地域からの学校改革・地域創生については、地域の人々と目標やビジョンを共有し、地

域と一体となって子供たちを育む「地域とともにある学校」への転換を図るため、すべ

ての公立学校がコミュニティ・スクールとなることを目指して取組を一層推進・加速す

るとともに、次代の郷土をつくる人材の育成、学校を核としたまちづくり、地域で家庭

を支援し子育てできる環境づくり、学び合いを通じた社会的包摂という方向を目指して

取組を進めることにより、学校と地域との組織的・継続的な連携・協働体制を確立して

いくことを示している。 

○ これらは、「社会に開かれた教育課程」の実現を中心に据えて、一体的な改革を進める

ものであり、今後、その進展と軌を一にしながら教育課程の改善を進めていく必要があ

る。 

（教員への国際的評価と課題） 

○ 先を見通すことが難しい社会の中で、新しい社会の在り方を創造することができる資

質・能力を子供たちに育むためには、教育に携わる教員一人一人の力量を高めていく必要

がある。 

○ 我が国の教員に対する国際的な評価はもともと高く、特に、各教科等における授業改善

に向けて行われる多様な研究に関しては、海外からも極めて高い関心が寄せられている。

とりわけ、各学校における教員の学び合いを基調とする「授業研究」は、我が国において

独自に発展した教員研修の仕組みであるが、近年「レッスン・スタディ」として国際的な

                                            
48 平成２７年１２月２１日に中央教育審議会がまとめた、「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校

と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について」「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策

について」「これからの学校教育を担う教員の資質向上について～学び合い、高め合う教員養成コミュニテ

ィの構築に向けて～」の三つの答申。概要については、別添資料参照。 
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広がりを見せている。 

○ 一方で、授業研究の対象が一回一回の授業における指導方法という狭い範囲にとどまり

がちであり、単元や題材のまとまりを見通した指導の在り方や、教科横断的な視点から

内容や教材の改善を図っていく視点が弱いのではないかとの指摘もあるところである。

特に、教科担任制となる中学校･高等学校となるにつれ、教科等の枠を越えて教育課程全

体を見渡した視点で校内研修を行うことが少なくなるのではないかとの指摘もある。 

○ 我が国の強みを生かしつつ、「カリキュラム･マネジメント」の視点に立って、教育課程

の総体的構造を見渡した校内の研修体制の一層の充実を図る必要がある。学校教育目標

や育成すべき資質･能力を軸に、「何のために」「どのような改善をしようとしているのか」

教員間で共有しながら、学校組織全体としての指導力の向上を図ることが重要である。 

○ また、複雑化・多様化する学校の課題に対して、「チームとしての学校」の視点から対

応していくため、例えば特別支援教育など学校教育を取り巻く共通的な課題や社会的な

課題をテーマとした校内研修を通じて、個々の教員の資質向上を図ることも有効と考え

られる。 

○ これからの教員には、学級経営や幼児・児童・生徒理解等に必要な力に加え、教科等を

越えた「カリキュラム・マネジメント」のために必要な力や、「アクティブ・ラーニング」

の視点から学習・指導方法を改善していくために必要な力、学習評価の改善に必要な力等

が求められる。教員一人一人が社会の変化を見据えながら、これからの時代に必要な資

質・能力を子供たちに育むことができるよう、教員の養成・採用・研修を通じて改善を図

っていくことが必要である。 

○ 教員の養成・採用・研修の改善のために必要な改革等の方向性については、中央教育審

議会答申「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について～学び合い、高め合

う教員育成コミュニティの構築に向けて～」においても示しているところである。この中

では、国、教育委員会、学校、大学等が目標を共有して互いに連携しながら、次期学習指

導要領等に向けて教員に求められる力を効果的に育成できるよう、教員に求められる能力

を明確化する教員育成指標や、それを踏まえた研修指針の策定などが提言されているとこ

ろである。教員研修自体を、主体的・協働的な学びの要素を一層含んだものに転換してい

こうとする提言なども含まれており、 

○ 今後とも、下記において示される新科目の設置等を受けた対応も含め、教育課程の改善

に向けた議論と歩調を合わせて具体化していくことが求められる。教員養成においては、

資質・能力を育成していくという新しい学習指導要領等の考え方を十分に踏まえ教員養成

課程における指導内容や方法の見直しを図ることが必要である。特に、教員養成大学にお

いては、新しい学習指導要領等の実施を踏まえた教員の指導力の向上に資するカリキュラ

ム開発など役割・使命は大きい。 

（環境の整備） 
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○ こうした取組を通じて、教員一人一人が校内研修、校外研修などの様々な研修の機会を

活用したり、自主的な学習を積み重ねたりしながらその力量を向上させていくとともに、

教員一人一人の力量が発揮されるよう、必要な環境を整備していくことも必要である。 

○ 上述のような教員の研修機会を確保するとともに、次期学習指導要領等を踏まえた「カ

リキュラム・マネジメント」の実現や、「アクティブ・ラーニング」の視点に立った学び

を推進するための少人数によるきめ細かな指導の充実など、新たな学習・指導方法等に対

応するため、必要な教職員定数の拡充を図ることが求められる。ＩＣＴも含めた必要なイ

ンフラ環境の整備を図ることも重要である。 

○ また、学校を取り巻く新たな課題に対応していくためには、中央教育審議会答申「チー

ムとしての学校の在り方と今後の改善方策について」が示すように、事務体制の強化を図

るとともに、教員以外の専門スタッフも参画した「チームとしての学校」の実現を通じて、

複雑化・多様化した課題を解決に導いたり、教員が子供と向き合う時間的・精神的な余裕

を確保したりしていくことが重要である。加えて、校長又は園長のリーダーシップのもと、

「カリキュラム・マネジメント」を核に学校の組織運営を改善・強化していくことや、教

育課程の実施をはじめとした学校運営を、「コミュニティ・スクール」や様々な地域人材

との連携等を通じて地域で支えていくことなどについても、積極的に進めていくことが重

要である。 

○ さらに、教科書を含めて必要な教材や情報機器についても、２．（３）②ⅰ）〜ⅲ）に

示した視点を踏まえて改善を図り、新たな学びや多様な学習ニーズに対応したものとして

いく必要がある49。 

○ 国や各教育委員会等においても、教科等別の学習指導に関する改善のみならず、教科等

を横断した教育課程全体の改善について助言を行うことができるような体制を整えてい

くことが必要であり、教育委員会における指導担当部課長や指導主事等の力量の向上が求

められる50。加えて、学習・指導方法の改善について、モデル校の先進事例等を動画も含

めて参照できるようなアーカイブを整備していくことも考えられる。 

（家庭・地域との連携・協働） 

○ 学校がその目的を達成するためには、家庭や地域の人々とともに子供を育てていくとい

う視点に立ち、地域と学校の連携・協働の下、幅広い地域住民等（多様な専門人材、高

齢者、若者、ＰＴＡ・青少年団体、企業・ＮＰＯ等）が参画し、地域全体で学び合い未

来を担う子供たちの成長を支え合う地域をつくる活動（地域学校協働活動）を進めなが

ら、学校内外を通じた子供の生活の充実と活性化を図ることが大切であり、学校、家庭、

                                            
49 教科書の図版や写真を、動画や音声などのデジタル教材と関連付ける「拡張現実（Augmented Reality:ＡＲ）」

技術等の活用も、学習者の理解の向上に効果があるものと考えられる。 

50 伝達講習などの機会のみならず、学校の環境の中でいかに教員が育っていくかという視野を持った体制の充

実が求められる。 
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地域社会がそれぞれ本来の教育機能を発揮し、全体としてバランスのとれた教育が行わ

れることが重要である。 

○ そのため、これまでも学校は、教育活動の計画や実施の場面で、家庭や地域の人々の積

極的な協力を得てきたが、今後、一層地域の人々と目標やビジョンを共有し、連携･協働

して地域と一体となって子供たちを育む「地域とともにある学校」への転換を図ること

が必要である。 

○ また、今回の改訂では、キャリア教育の充実や、高等学校における専門的な教育の充実

を図る観点から、企業の協力、産業界との関わりがこれまで以上に重要である。教育課

程の理念をどのように共有し、働きかけをしていくかを、具体的に計画していく必要が

ある。 

○ 加えて、経済的状況に関わらず教育を受けられる機会を整えていくことや、家庭環境や

家族の状況の変化等を踏まえた適切な配慮を行っていくことも不可欠である。 

（必要な体制整備） 

○ これらに加えて、新しい学習指導要領等が、各学校における授業の中で実効性のあるも

のとしていくためには、教員一人一人が力量を発揮できるような条件の整備が重要であ

る。 

○ 「カリキュラム・マネジメント」の実現や、「主体的･対話的で深い学び」を実現するた

めの授業改善や教材研究、学習評価の充実、子供一人一人の学びを充実させるための少

人数によるきめ細かな指導の充実など、次期学習指導要領における指導や業務の在り方

に対応するため、必要な教職員定数の拡充を図ることが求められる。また、校務の効率

化に資する検討が求められる。 

○ また、学校が家庭・地域とも連携・協働しながら、新しい学習指導要領等の理念を実現

していくためには、園長・校長のリーダーシップの発揮をはじめとする学校のマネジメ

ント機能の強化が必要であり、例えば、教育委員会が実施している管理職研修を見直し、

教職大学院をはじめとした大学と連携することなども考えられる。 

○ 教科書を含む教材についても、各教科等の学習過程を踏まえ、「主体的・対話的で深い

学び」の実現を支え、学習指導要領の各教科・科目等の目標を達成しやすいものになる

ことが望まれる。 

  例えば、理数探究（仮称）は、探究の過程を重視する科目となっており（後述参照）、

スーパーサイエンスハイスクールにおける取組なども踏まえつつ、質の高い教材や、指

導方法が、学校に提供・共有される必要がある。 

○ 条件整備の一つとして、ＩＣＴの環境整備を進める必要がある。その際、教育効果が高

いだけでなく、教員にとって使いやすい機器や教材を、具体的かつ丁寧に学校現場に提

供していくとともに、そうした機器や教材のよさを活かした授業を展開できるよう、Ｉ
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ＣＴに関する教員研修の充実も求められる。 

○ 加えて、各学校が自らの教育活動その他の学校運営について、目指すべき目標を設定し、

その達成状況や達成に向けた取組の適切さ等について評価し改善していく取り組みであ

る学校評価については、子供たちの資質・能力の育成やカリキュラム・マネジメントと

関連づけながら実施されることが求められる。学校のグランドデザインや学校経営計画

に記される教育目標は、教育課程の一部でもある。学校評価において目指すべき目標を、

子供たちに身に付けるべき資質・能力として設定すれば、その評価・改善の営みはカリ

キュラム・マネジメントそのものであるとみることもできる。 

（業務効率化） 

○ これからの時代を支える創造力をはぐくむ教育へ転換し、複雑化・困難化した課題に対

応できる「次世代の学校」を実現するためには、教員が誇りや情熱をもって使命と職責

を遂行できる環境が不可欠である。文部科学省において平成２８年６月に「学校現場に

おける業務の適正化に向けて」を策定し、教員の長時間労働の状況を改善し、教員が子

供と向き合う時間を確保するための改善方策を提案している51。こうした改善方策が着実

に実施されるよう、国、地方自治体が一体となった取組が求められる。 

（新しい教育課程が目指す理念の共有） 

○ こうした取組を進めるに当たっては、新しい教育課程が目指す理念を、学校や教育関係

者のみならず、保護者や地域の人々、産業界等を含め広く共有し、子供の成長に社会全体

で協働的に関わっていくことが必要である。 

○ 特に学校現場への周知については、プロセスそのものが重要になる。例えば、学校長に

対してどのように伝えるかは、学校としてどのような目標を掲げカリキュラム・マネジ

メントを実質化していくのかという観点からも重要な要素となる。 

○ また、一人一人の教員が、本「審議まとめ」を通じて次期学習指導要領の理念や基本的

な考え方に触れ、自身の専門性を高めていけるようにすることも重要である。 

○ 地域社会と教育の理念を共有していくことは、様々な教育課題に対して、学校教育だけ

ではなく社会教育と連携・分担しながら地域ぐるみで対応していくことにつながる。また、

保護者の理解と協力を得ることは、学校教育の質の向上のみならず、家庭教育を充実させ

ていくためにも大きな効果があると考えられる。国には、本「審議のまとめ」を広く広報

し、その成果を今後の答申等に生かしていくことが求められる。

                                            

51 「学校現場における業務の適正化に向けて」（平成２８年６月１３日）においては、１．教員の担うべき業

務に専念できる環境を確保する、２．部活動の負担を大胆に軽減する、３．長時間労働という動き方を改善

する、４．国・教育委員会の支援体制を強化する、ことを柱とした改善方策を示している。 
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９．各学校段階、各教科等における改訂の具体的な方向性 

（１）各学校段階の教育課程の基本的な枠組みと、学校段階間の接続 

①幼児教育 

（ⅰ）現行幼稚園教育要領等の成果と課題 

○ 幼稚園教育要領は、これまで「環境を通して行う教育」を基本とし、幼児の自発的な

活動としての遊びを中心とした生活を通して、一人一人に応じた総合的な指導を行って

きたところであり、現行幼稚園教育要領では、言葉による伝え合いや幼稚園教育と小学

校教育の円滑な接続などについて充実を図り、その趣旨については、国立教育政策研究

所の教育課程研究指定校の研究成果等から、おおむね理解されていると考えられる。 

○ 一方で、社会状況の変化等による幼児の生活体験の不足等から、基本的な技能等が身

に付いていなかったり、幼稚園教育と小学校教育との接続では、子供や教員の交流は進

んできているものの、教育課程の接続が十分であるとはいえない状況であったりするな

どの課題も見られる。 

○ また、近年、国際的にも忍耐力や自己制御、自尊心といった社会情動的スキルやいわ

ゆる非認知的能力といったものを幼児期に身に付けることが、大人になってからの生活

に大きな差を生じさせるという研究成果をはじめ、幼児期における語彙
い

数、多様な運動

経験などがその後の学力、運動能力に大きな影響を与えるという調査結果などから、幼

児教育の重要性への認識が高まっている。 

○ さらに、平成２７年度から「子ども・子育て支援新制度」が実施されたことにより、

幼稚園等を通じてすべての子供が健やかに成長するよう、質の高い幼児教育を提供する

ことが一層求められてきている。 

○ このため、上記のような研究成果や調査結果を踏まえつつ、幼稚園のみならず、保育

所、認定こども園を含めたすべての施設全体の質の向上を図っていくことが必要となっ

ている。 

（ⅱ）幼稚園等における「カリキュラム・マネジメント」について 

○ 幼児教育において育みたい資質・能力の実現に向けては、幼稚園等において、子供の

姿や地域の実情等を踏まえつつ、どのような教育課程を編成し、実施・評価し改善して

いくのかという「カリキュラム・マネジメント」を確立することが求められる。 

○ 「カリキュラム・マネジメント」は、教職員が全員参加で、幼稚園等の特色を構築し

ていく営みであり、園長のリーダーシップの下、すべての教職員が参加することが重要

である。また、こうしたカリキュラム・マネジメントを園全体で実施していくためには、

教員一人一人が教育課程をより適切なものに改めていくという基本的な姿勢を持つこ

とも重要である。 
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○ 幼稚園等では、教科書のような主たる教材を用いず環境を通して行う教育を基本とし

ていること、家庭との関係において緊密度が他校種と比べて高いこと、預かり保育や子

育ての支援などの教育課程以外の活動が、多くの幼稚園等で実施されていることなどか

ら、「カリキュラム・マネジメント」は極めて重要である。 

○ このため、幼稚園等においては、以下の三つの側面から「カリキュラム・マネジメン

ト」を捉える必要がある。 

① 各領域のねらいを相互に関連させ、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」や小学

校の学びを念頭に置きながら、幼児の調和の取れた発達を目指し、幼稚園等の教育目標

等を踏まえた総合的な視点で、その目標の達成のために必要な具体的なねらいや内容を

組織すること。 

② 教育内容の質の向上に向けて、幼児の姿や就学後の状況、家庭や地域の現状等に基づ

き、教育課程を編成し、実施し、評価して改善を図る一連のＰＤＣＡサイクルを確立す

ること。 

③ 教育内容と、教育活動に必要な人的・物的資源等を、家庭や地域の外部の資源も含め

て活用しながら効果的に組み合わせること。 

○ 各幼稚園等では、これまで以上に上記の三つの側面から「カリキュラム・マネジメン

ト」の機能を十分に発揮して、幼児の実態等を踏まえた最も適切な教育課程を編成し、

保護者や地域の人々を巻き込みながらこれを実施し、改善・充実を図っていくことが求

められる。 

（ⅲ）幼児教育において育みたい資質・能力と幼児期にふさわしい評価の在り方につ

いて 

（ア）幼児期の特性に応じて育まれる「見方・考え方」 

○ 幼児期は、幼児一人一人が異なる家庭環境や生活経験の中で、自分が親しんだ具体的

なものを手掛かりにして、自分自身のイメージを形成し、それに基づいて物事を感じ取

ったり気付いたりする時期であることから、ものの見方・考え方も園生活全体を通して、

一人一人の違いを受け止めて培うことが大切である。 

○ 幼児教育における「見方・考え方」は、幼児がそれぞれの発達に即しながら身近な環

境に主体的に関わり、心動かされる体験を重ね遊びが発展し生活が広がる中で、環境と

の関わり方や意味に気付き、これらを取り込もうとして、諸感覚を働かせながら、試行

錯誤したり、思い巡らしたりすることである。 

○ このような「見方・考え方」は、遊びや生活の中で幼児理解に基づいた教員による意

図的、計画的な環境の構成の下で、教員や友達と関わり、様々な体験をすることを通し

て広がったり、深まったりして、修正・変化し発展していくものである。こういった「見

方・考え方」が幼稚園等における「学び」につながるものである。 
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○ このような様々な体験等を通して培われた「見方・考え方」は、小学校以降において、

各教科等の「見方・考え方」の基礎になるとともに、これらを統合化することの基礎と

もなるものである。 

（イ）幼児教育において育みたい資質・能力の整理と、小学校の各教科等との接続の

在り方 

○ 育成すべき資質・能力の三つの柱は、「１８歳の段階で身に付けておくべきことは何

か」という観点や、「義務教育を終える段階で身に付けておくべき力は何か」という観

点を共有しながら、各学校段階の各教科等において、系統的に示されなければならない

こととされている。 

○ 幼児教育においては、幼児期の特性から、この時期に育みたい資質・能力は、小学校

以降のような、いわゆる教科指導で育むのではなく、幼児の自発的な活動である遊びや

生活の中で、感性を働かせてよさや美しさを感じ取ったり、不思議さに気付いたり、で

きるようになったことなどを使いながら、試したり、いろいろな方法を工夫したりする

ことなどを通じて育むことが重要である。このため、資質・能力の三つの柱を幼児教育

の特質を踏まえ、より具体化すると、以下のように整理される。 

① 知識・技能の基礎（遊びや生活の中で、豊かな体験を通じて、何を感じたり、何に気

付いたり、何が分かったり、何ができるようになるのか） 

② 思考力・判断力・表現力等の基礎（遊びや生活の中で、気付いたこと、できるように

なったことなども使いながら、どう考えたり、試したり、工夫したり、表現したりする

か） 

③ 学びに向かう力、人間性等（心情、意欲、態度が育つ中で、いかによりよい生活を営

むか） 

○ これらの資質・能力は、現行の幼稚園教育要領等の５領域の枠組みにおいても育んで

いくことが可能であると考えられることから、幼稚園教育要領等の５領域は引き続き、

維持することとする。なお、幼児教育の特質から、幼児教育において育みたい資質・能

力は、個別に取り出して身に付けさせるものではなく、遊びを通しての総合的な指導を

行う中で、「知識・技能の基礎」、「思考力・判断力・表現力等の基礎」、「学びに向かう

力、人間性等」を一体的に育んでいくことが重要である。（別添１を参照） 

○ また、５領域の内容等を踏まえ、５歳児修了時までに育ってほしい具体的な姿を平成

２２年に取りまとめられた「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方について

（報告）」を手掛かりに、資質・能力の三つの柱を踏まえつつ、明らかにしたものが、

以下の「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」 である。 

① 健康な心と体 

幼稚園生活の中で充実感や満足感を持って自分のやりたいことに向かって心と体を
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十分に働かせながら取り組み、見通しを持って自ら健康で安全な生活を作り出してい

けるようになる。 

② 自立心 

身近な環境に主体的に関わりいろいろな活動や遊びを生み出す中で、自分の力で行

うために思い巡らしなどして、自分でしなければならないことを自覚して行い、諦め

ずにやり遂げることで満足感や達成感を味わいながら、自信を持って行動するように

なる。 

③ 協同性 

友達との関わりを通して、互いの思いや考えなどを共有し、それらの実現に向けて、

工夫したり、協力したりする充実感を味わいながらやり遂げるようになる。 

④ 道徳性・規範意識の芽生え 

してよいことや悪いことが分かり、相手の立場に立って行動するようになり、自分

の気持ちを調整し、友達と折り合いを付けながら、決まりを守る必要性が分かり、決

まりを作ったり守ったりするようになる。 

⑤ 社会生活との関わり 

家族を大切にしようとする気持ちを持ちつつ、いろいろな人と関わりながら、自分

が役に立つ喜びを感じ、地域に一層の親しみを持つようになる。 

遊びや生活に必要な情報を取り入れ、情報を伝え合ったり、活用したり、情報に基

づき判断しようとしたりして、情報を取捨選択などして役立てながら活動するように

なるとともに、公共の施設を大切に利用したりなどして、社会とのつながりの意識等

が芽生えるようになる。 

⑥ 思考力の芽生え 

身近な事象に積極的に関わり、物の性質や仕組み等を感じ取ったり気付いたりする

中で、思い巡らし予想したり、工夫したりなど多様な関わりを楽しむようになるとと

もに、友達などの様々な考えに触れる中で、自ら判断しようとしたり考え直したりな

どして、新しい考えを生み出す喜びを味わいながら、自分の考えをよりよいものにす

るようになる。 

⑦ 自然との関わり・生命尊重 

自然に触れて感動する体験を通して、自然の変化などを感じ取り、身近な事象への

関心が高まりつつ、好奇心や探究心を持って思い巡らし言葉などで表しながら、自然

への愛情や畏敬の念を持つようになる。 

身近な動植物を命あるものとして心を動かし、親しみを持って接し、いたわり大切

にする気持ちを持つようになる。 
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⑧ 数量・図形、文字等への関心・感覚 

遊びや生活の中で、数量などに親しむ体験を重ねたり、標識や文字の役割に気付い

たりして、必要感からこれらを活用することを通して、数量・図形、文字等への関心・

感覚が一層高まるようになる。 

⑨ 言葉による伝え合い 

言葉を通して先生や友達と心を通わせ、絵本や物語などに親しみながら、豊かな言

葉や表現を身に付けるとともに、思い巡らしたことなどを言葉で表現することを通し

て、言葉による表現を楽しむようになる。 

⑩ 豊かな感性と表現 

みずみずしい感性を基に、生活の中で心動かす出来事に触れ、感じたことや思い巡

らしたことを自分で表現したり、友達同士で表現する過程を楽しんだりして、表現す

る喜びを味わい意欲が高まるようになる。 

〇 この「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は、５領域52の内容等を踏まえ、特に

５歳児の後半にねらいを達成するために、教員が指導し幼児が身に付けていくことが望

まれるものを抽出し、具体的な姿として整理したものであり、それぞれの項目が個別に

取り出されて指導されるものではない。もとより、幼児教育は環境を通して行うもので

あり、とりわけ幼児の自発的な活動としての遊びを通して、これらの姿が育っていくこ

とに留意する必要がある。 

〇 また、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は、５歳児だけでなく、３歳児、４

歳児においても、これを念頭に置きながら５領域にわたって指導が行われることが望ま

れる。その際、３歳児、４歳児それぞれの時期にふさわしい指導の積み重ねが、この「幼

児期の終わりまでに育ってほしい姿」につながっていくことに留意する必要がある。 

○ さらに、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は、５歳児後半の評価の手立てと

もなるものであり、幼稚園等と小学校の教員が持つ５歳児修了時の姿が共有化されるこ

とにより、幼児教育と小学校教育との接続の一層の強化が図られることが期待できる。 

○ 小学校の各教科等においても、生活科を中心としたスタートカリキュラムの中で、合

科的・関連的な指導や短時間での学習などを含む授業時間や指導の工夫、環境構成等の

工夫を行うとともに、子供の生活の流れの中で、幼児期の終わりまでに育った姿が発揮

できるような工夫を行いながら、幼児期に育まれた「見方・考え方」や資質・能力を徐々

                                            

52 幼稚園教育の「ねらい」と「内容」を発達の側面からまとめたもので、心身の健康に関する領域「健康」、

人とのかかわりに関する領域「人間関係」、身近な環境とのかかわりに関する領域「環境」、言葉の獲得に

関する領域「言葉」、感性と表現に関する領域「表現」からなる。 
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に各教科等の特質に応じた学びにつなげていく必要がある。 

（ウ）資質・能力を育む学習過程の在り方 

○ 幼児教育において、幼児の自発的な活動としての遊びは、心身の調和のとれた発達の

基礎を培う重要な学習である。「論点整理」においては、習得・活用・探究という学習

プロセスの重要性が提言されており、幼児教育においても、資質・能力を育む上で学習

の過程を意識した指導が重要である。 

○ 幼児教育における学習過程は、発達の段階によって異なり、一律に示されるものでは

ないが、一例を示すとすれば、５歳児の後半では、遊具・素材・用具や場の選択等から

遊びが創出され、やがて楽しさや面白さの追求、試行錯誤等を行う中で、遊びへ没頭し、

遊びが終わる段階でそれまでの遊びを振り返るといった過程をたどる。 

○ 上記のような学習過程が実現するには、教員は、幼児期に育みたい資質・能力を念頭

に置いて環境を構成し、このような学習過程の中で、一人一人の違いにも着目しながら、

総合的に指導していくことが前提となる。 

（エ）幼児期にふさわしい評価の在り方 

○ 幼稚園における評価については、現行の幼稚園教育要領第２章「ねらい及び内容」に

示された各領域のねらいを視点として、幼児の発達の実情から向上が著しいと思われる

ものを評価してきたところである。 

○ 次期幼稚園教育要領等においては、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の明確

化の方向性が示されることに伴い、幼児期の評価についても、その方向性を踏まえ、改

善を図る必要がある。 

○ 具体的には、幼児一人一人のよさや可能性を評価するこれまでの幼児教育における評

価の考え方は維持しつつ、評価の視点として、幼稚園教育要領等に示す各領域のねらい

のほか、５歳児については、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を踏まえた視点

を新たに加えることとする。その際、他の幼児との比較や一定の基準に対する達成度に

ついての評定によって捉えるものでないことに留意するようにする。 

○ また、幼児の発達の状況を小学校の教員が指導上参考にできるよう、指導要録の示し

方の見直しを図るとともに、指導要録以外のものを含め、小学校と情報の共有化の工夫

を図る。 

○ その他、日々の記録や、実践を写真や動画などに残し可視化したいわゆる「ドキュメ

ンテーション」、ポートフォリオなどにより、幼児の評価の参考となる情報を日頃から

蓄積するとともに、このような幼児の発達の状況を保護者と共有することを通じて、幼

稚園等と家庭が一体となって幼児と関わる取組を進めていくことが大切である。 

（ⅳ）資質・能力の育成に向けた教育内容の改善・充実 
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○ 幼児教育は、幼児の自発的な活動としての遊びを中心とした教育を実践することが何

よりも大切であり、教員は、幼児の自発的な遊びを生み出すために必要な環境を構成す

ることが求められる。 

○ 特に、近年、少子化や都市化等の進行によって、友達との外遊びや自然に触れ合う機

会が減少してきていることから、教員は、戸外で幼児同士が関わり合ったり、自然との

触れ合いが十分経験したりできる環境を構成していくことが重要となってきている。 

○ 先に述べた幼児期に育みたい資質・能力は、このような遊びを通しての総合的な指導

の中で一体的に育んでいくものであり、これまで幼児教育において大切にされてきた社

会情動的スキルやいわゆる非認知的能力といったものの育成も含め、以下に述べる教育

内容等の改善を通じて更に充実を図り、小学校以降の学びにつなげていく必要がある。 

（ア）幼稚園教育要領等の構成の見直し 

○ 「カリキュラム・マネジメント」や学習・指導方法の改善など各学校種共通で示され

た学習指導要領等の総則の見直しのほか、幼稚園教育要領等固有の主な構成の見直しに

ついては、以下のとおりである。 

○ 預かり保育など教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動などについては、

これまでも教育課程に係る教育活動を考慮して行われてきたところであるが、幼児の生

活を見通しを持って把握し、幼稚園等における「カリキュラム・マネジメント」を充実

する観点から、教育課程や預かり保育を含め、登園から降園までの幼児の生活全体を捉

えた全体的な計画の作成を幼稚園教育要領等に位置付ける。 

○ 幼児教育と小学校教育の円滑な接続を図る観点から、５歳児修了時までに育ってほし

い具体的な姿について１０項目に整理した「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を

幼稚園教育要領等に新たに位置付ける。 

（イ）資質・能力の整理を踏まえた教育内容の見直し 

○ 育成すべき資質・能力については、幼児教育から高等学校教育までを通じて、見通し

を持って系統的に示す必要があることから、現在の領域構成を引き継ぎつつ、資質・能

力の三つの柱に沿って、内容の見直しを図る。 

（ウ）現代的な諸課題を踏まえた教育内容の見直し 

○ 近年の子供の育ちを巡る環境の変化等を踏まえた教育内容の見直しについては、以下

のとおりである。 

○ 安全な生活や社会づくりに必要な資質・能力を育む観点から、状況に応じて自ら機敏

に行動することができるようにするとともに、安全についての理解を深めるようにする。 

○ 幼児期における多様な運動経験の重要性の指摘を踏まえ、幼児が遊ぶ中で体の諸部位

を使った様々な体験を重視するとともに、食の大切さに気付いたり、食に対する態度を
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身に付けたりすることを通じて、幼児の心身の健やかな成長の増進を図るようにする。 

○ 幼児期におけるいわゆる非認知的能力を育むことの重要性の指摘等を踏まえ、身近な

大人との深い信頼関係に基づく関わりや安定した情緒の下で、例えば、親しみや思いや

りを持って様々な人と接したり、自分の気持ちを調整したり、くじけずに自分でやり抜

くようにしたり、前向きな見通しを持ったり、幼児が自分のよさや特徴に気付き、自信

を持って行動したりするようにする。 

○ 学習プロセス等の重要性を踏まえ、具体的な活動の中で、比べる、関連付ける、総合

するといった、思考の過程を示すなど、思考力の芽生えを育むようにする。 

○ 社会に開かれた教育課程の重要性を踏まえ、自然に触れたり、我が国や地域社会にお

ける様々な文化や伝統に触れたり、異なった文化等に触れたりし、これらに親しみを持

てるようにするなどして、幼児に、自然や身の回りの物を大切にする態度や、社会との

つながりの意識を育んだり、多様性を尊重する態度や国際理解の意識の芽生え等を育ん

だりするようにする。その際、園内外の行事を活用することも有効と考えられる。 

○ 視聴覚教材等については、幼児教育では、直接体験が重要であることを踏まえつつ、

例えば、日頃の幼稚園生活では体験することが難しい体験を補完したりする場合や、幼

児がより深く知りたいと思ったり、体験を深めたいと思ったりした場合の活用法を示す

ことを検討する。 

○ 幼児期における言語活動の重要性を踏まえ、幼児が言葉のリズムや響きを楽しんだり、

知っている言葉を様々に使いながら、未知の言葉と出会ったりする中で、言葉の獲得の

楽しさを感じたり、友達や教員と言葉でやり取りしながら自分の考えをまとめたりする

ようにする。 

○ 身近な自然や生活の中にある、何気ない音や形、色に気付き楽しむことが、幼児の豊

かな感性や自分なりの表現を培う上で大切であることから、自然や生活の中にある音や

素材に触れる機会の充実を図るようにする。 

（エ）幼稚園における預かり保育と子育ての支援の充実 

○ 社会と教育課程のつながりを大切にする「社会に開かれた教育課程」としての役割は、

預かり保育や子育ての支援を通じて、施設や機能を開放してきた幼稚園では、これまで

も担われてきたものである。近年の社会環境の急速な変化に対応し、今後も、幼稚園に

おける教育課程が「社会に開かれた教育課程」としての役割を更に果たしていくために

は、以下のような改善を図っていく必要がある。 

○ 幼稚園生活全体を通じて幼児の発達を把握し、幼稚園生活を更に充実する観点から、

預かり保育について、教育課程に係る教育時間を含めた全体の中で計画、実施する必要

があることや地域の人々との連携などチームとして取り組むことの例を示す。 

○ 幼稚園が地域における幼児期の教育のセンターとしての役割を一層果たしていく観
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点から、子育ての支援について、心理士、小児保健の専門家、幼児教育アドバイザーな

どの活用や地域の保護者と連携・協働しながら取り組むようにする。 

（ⅴ）学びや指導の充実と教材の充実 

（ア）「主体的・対話的で深い学び」の充実 

○ 幼児教育における重要な学習としての遊びは、環境の中で様々な形態により行われて

おり、以下のアクティブ・ラーニングの視点から、絶えず指導の改善を図っていく必要

がある。その際、発達の過程により幼児の実態は大きく異なることから、柔軟に対応し

ていくことが必要である。 

① 直接的・具体的な体験の中で、「見方・考え方」を働かせて対象と関わって心を動か

し、幼児なりのやり方やペースで試行錯誤を繰り返し、生活を意味あるものとして捉え

る「深い学び」が実現できているか。 

② 他者との関わりを深める中で、自分の思いや考えを表現し、伝え合ったり、考えを出

し合ったり、協力したりして自らの考えを広げ深める「対話的な学び」が実現できてい

るか。 

③ 周囲の環境に興味や関心を持って積極的に働き掛け、見通しを持って粘り強く取り組

み、自らの遊びを振り返って、期待を持ちながら、次につなげる「主体的な学び」が実

現できているか。 

（イ）教材の在り方 

○ 教科書のような主たる教材を用いるのではなく、体を通して体験的に学ぶ幼児教育に

おいて、幼児が主体的に活動を展開できるかどうかは、教員の環境の構成にかかってお

り、教員が日常的に教材を研究することは極めて重要である。また、継続的な教材研究

により教材の質が高まることで、「見方・考え方」も発展させることが期待できる。 

〇 このため、幼児の発達に即して、幼児の経験に必要な遊具や用具、素材等の検討・選

択及び環境の構成の仕方など、教員による日々の継続的な教材研究の必要性などについ

て、明確化を図る。 

（ⅵ）必要な条件整備等について 

○ 教育の成果は、その担い手である教員の資質・能力に負うところが大きく、特に、幼

児教育において、教員は幼児のモデルとして様々な役割を果たしており、与える影響も

極めて大きい。加えて、幼稚園等は、若い世代の入れ替わりが多く、経験に基づく知見

が蓄積されにくく、また、預かり保育や子育ての支援など教育課程以外の活動へのニー

ズの高まりから研修時間の確保が難しくなっている現状を踏まえると、資質・能力の向

上を図るための研修の在り方が喫緊の検討すべき課題となっている。 

○ このため、各幼稚園等においては、教員以外の職員も含め、相互に日頃の実践につい
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ての意見交換やテーマに基づく研究の実施など、園内研修の継続・充実を図るとともに、

園外研修の機会の確保を図ることが必要である。その際、特に近年の幼稚園等の小規模

化を踏まえ、複数の園による多様な立場にある教員等の交流の機会を確保することも重

要である。また、国や教育委員会等においては、指導方法等に関して参考となる教材の

開発や研修体制の充実を図るとともに、幼稚園等においては、地域の幼稚園教員養成課

程を有する大学・学部や幼児教育研究団体等との連携も必要である。とりわけ、地域の

幼稚園教員養成課程を有する大学・学部においては、最新の知見に基づいた教育・研究

が期待されることから、常に最新の情報の獲得に努めることが求められる。 

○ また、各地域における幼児教育の質の充実を図るためには、市区町村を中心に幼児教

育の経験を持った指導主事の配置や幼稚園、保育所、認定こども園等を巡回して指導・

助言を行う幼児教育アドバイザーの育成・配置や、都道府県を中心に地域の幼児教育の

拠点となる幼児教育センターの設置など幼児教育の推進体制の整備が求められる。 

○ 今後とも、幼児教育の質の向上を図っていくためには、中長期的な観点から幼児教育

に関する基礎的な研究を行う必要がある。このため、平成２８年度より国立教育政策研

究所に新たに設置された幼児教育研究センターを中心にして、継続的に政策効果に関す

る調査研究活動を行っていくことが求められる。 

○ 幼保連携型認定こども園の教育については、「就学前の子どもに関する教育、保育等

の総合的な提供の推進に関する法律」（平成１８年法律第７７号）において、幼稚園教

育要領及び保育所保育指針との整合性を確保しなければならないとされていることを

踏まえ、現在、行われている保育所保育指針の改定に向けた検討との整合性を図るなど、

引き続き審議することとする。 
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②小学校 

（ⅰ）小学校教育の基本と、低・中・高学年それぞれの課題 

○ 小学校においては、「各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生き

る基礎」を培うこと及び「国家社会の形成者として必要とされる基本的な資質」を

養うことを目的とする義務教育のうち、基礎的なものを施すことが目的となる。 

○ 小学校教育における現状の課題について考えると、小学校の６年間という期間は

子供たちにとって大きな幅のある期間であり、低学年、中学年、高学年の発達の段

階に応じて、それぞれ異なる課題が見受けられるとの指摘があるところである。 

○ 低学年においては、その２年間の中で表れた学力差が、その後の学力差の拡大に

大きく影響しているとの課題が指摘されている。学習の質に大きく関わる語彙
い

量を

増やすことなど基礎的な知識・技能の定着や、感性を豊かに働かせ、身近な出来事

から気付きを得て考えることなど、中学年以降の学習の素地
そ じ

を形成していくととも

に、一人一人のつまずきを早期に見いだし、指導上の配慮を行っていくことが重要

となる。 

○ 中学年は、生活科の学習が終わり、理科や社会科の学習が始まるなど、具体的な

活動や体験を通じて低学年で身に付けたことを、より各教科の特質に応じた学びに

つなげていく時期である。例えば国語科における言葉の働きについても、低学年に

おける「事物の内容を表す働き」等に加えて、「考えたことや思ったことを表す働き」

があることに気付くなど、指導事項も次第に抽象的な内容に近づいていく段階であ

り、そうした内容を扱う学習に円滑に移行できるような指導上の配慮が課題となる。 

○ 高学年においては、子供たちの抽象的な思考力が高まる時期であり、教科等の学

習内容の理解をより深め、育成すべき資質・能力の育成に確実につなげるためには、

指導の専門性の強化が課題となっている。定期的に文部科学省が実施している「教

育課程の編成・実施状況調査」の結果を見ても、理科や音楽などを中心に、特に高

学年において、専科指導を行う学校の割合は年々増加しているところである。こう

した専科指導の充実は、子供たちの個性に応じた得意分野を伸ばしていくためにも

重要である。 

○ また、様々な生徒指導上の課題が早期化し、中学校からではなく、小学校高学年

からの対応が必要となっているとの指摘もあるところである。こうした課題に対応

するためには、学級担任だけではなく、複数の教員が関わり育てていくことが重要

になっており、専科指導による教科担任の充実は、結果的にこうした多面的な子供

たちとの関わりを創り出すことにもつながっている。学級担任制のよさと、教科担

任のよさを兼ね備えた指導体制の確立が課題となっているところである。 

○ 小学校教育の改善・充実に当たっては、上記のような低・中・高学年それぞれの

課題を踏まえつつ、幼児教育や中学校教育との接続を考えながら、高等学校卒業ま

でに育成すべき資質・能力や、義務教育を通じて育成すべき資質・能力の在り方な
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どを見通していくことが必要である。 

（ⅱ）言語能力の育成と国語教育、外国語教育の改善・充実 

（ア）小学校段階における言語能力育成の重要性について 

○ 学習や生活の基盤作りという観点から、小学校段階における言語能力の育成がそ

の後の学習に与える影響は極めて大きい。特に小学校低学年において、語彙量を増

やしていくことがその後の学習に大きな影響を与えると指摘されていることなども

踏まえながら、義務教育の初期段階を担う小学校教育において、重要な課題として

取り組んでいく必要がある。 

○ こうした言語能力については、すべての教科等における言語活動の充実を通じて

育成を図るべきものであるが、特に言葉を直接の学習対象とする国語教育及び外国

語教育の果たすべき役割は極めて大きい。言語能力の向上に関する特別チームがま

とめた言語能力を構成する資質・能力やそれらが働く過程、育成の在り方を踏まえ

ながら、改善・充実の在り方を考えていくことが必要である。 

（イ）国語教育の充実 

○ グローバル化する中で世界と向き合うことが求められている我が国においては、

日本人としての美徳やよさを備えつつ、グローバルな視野で活躍するために必要な

資質・能力の育成が求められており、多様な情報や考えを理解して、文章や発話に

より表現したり、個人や集団としての考えを形成して深化させたりしていくために

必要となる、言語能力や情報活用能力の向上が重要な課題となっている。 

○ 国語教育を通じて、言葉や文化に対する理解を深め、国語で理解したり表現した

り、考えを形成し深める力を身に付けることは、言語能力の向上や、あらゆる学習

の基盤の形成に不可欠なものである。また、言語能力を向上させるとともに、古典

に関する学習を通じて、日本人として大切にしてきた言語文化を積極的に享受して

いくことにより、我が国の文化を理解して語り継承したり、異文化を理解し多様な

人々と協働したりできるようになることが重要である。 

○ 現行学習指導要領の国語科においては、実生活で生きて働き、各教科等の学習の

基本ともなる国語の能力を身に付けること、我が国の言語文化を享受し継承・発展

させる態度を育てること等に重点を置いて、その充実が図られた。 

○ しかし、例えば小学校では、文における主語を捉えることや文の構成を理解したり

表現の工夫を捉えたりすること、目的に応じて文章を要約したり複数の情報を関連

づけて理解を深めたりすることなどに課題があることが明らかになっている。 

○ 小学校の国語科については、高等学校における科目構成の見直し等も見通しなが

ら、資質・能力の整理と学習過程の在り方を踏まえた教育内容の構造化を図ること

としている。 
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○ 特に、小学校低学年の学力差の大きな背景に語彙の量と質の違いがあるとの指摘

がなされている。また、考えを形成し深める力を身に付ける上で、思考を深めたり

活性化させたりしていくための語彙を豊かにすることが必要である。小学校低学年

で現れた学力差が、その後の学力差の拡大に大きく影響していることを踏まえると、

語彙量を増やしたり語彙力を伸ばしたりする指導の改善・充実を図ることが重要で

ある。 

（ウ）外国語教育の充実 

（a）小・中・高等学校を通じて一貫して育成すべき外国語教育における資質・能力 

○ グローバル化が急速に進展する中で、子供たちの将来の職業的・社会的な環境を

考えると、外国語、特に英語によるコミュニケーション能力は、これまでのように

一部の業種や職種だけでなく、生涯にわたる様々な場面で必要とされることが想定

され、今まで以上にその能力の向上が課題となっている。 

○ このような背景の中で、外国語活動及び外国語科においては、小・中・高等学校

を通じて、発達の段階に応じて、言語や文化に対する理解を深め、積極的にコミュ

ニケーションを図ろうとする態度や、情報や考えなどを理解したり伝えたりする力

の育成を目標に掲げ、「聞くこと」「話すこと」「読むこと」「書くこと」などに必要

な力を総合的に育成することをねらいとして、現行の学習指導要領に改訂され、こ

れまでも様々な取組を通じて充実が図られてきた。 

○ 一方で、各学校段階での指導改善による成果が認められるものの、児童生徒の学

習意欲に関する課題があるとともに、学校種間の接続が十分とは言えず、進学後に、

それまでの学習内容を発展的に生かすことができていないといった状況も見られる。

また、中・高等学校においては、文法・語彙等の知識がどれだけ身に付いたかという

点に重点が置かれた授業が行われ、外国語によるコミュニケーション能力の育成を意識

した取組、特に「話すこと」及び「書くこと」などの言語活動が十分に行われてい

ないことや、知識や経験を生かしてコミュニケーションを行う目的・場面・状況等

に応じて適切に表現することなどに課題があると考えられる。 

○ このため、次期学習指導要領においては、小・中・高等学校を通じて育成すべき

資質・能力を、前述の三つの側面を踏まえつつ、①各学校段階の学びを接続させる

こと、②知識・技能を活用し、思考・判断・表現する力、学びに向かう力・人間性等を

育成するため、「外国語を使って何ができるようになるか」という観点から一貫した

教育目標（具体的な指標形式の目標を含む。）を学習指導要領に設定する。それに基

づき、外国語を「どのように使うか」、例えば、国際共通語としての英語を通して「ど

のように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか」という観点から、卒業後、

どのような職業等に就くとしても生かすことができるような資質・能力を、児童生

徒が将来の進路や職業などと結び付け主体的に学習に取り組む態度等を含めて育ま

れるようにする必要がある。このため、学習・指導方法、評価方法の改善・充実を
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一体的に図っていく必要がある。 

○ このため、国際的な基準を参考に、外国語教育の目標に沿って、高等学校卒業時

において共通に求められる資質・能力を発達段階に応じた形で明確にした上で、外

国語学習の特性を踏まえて育成する「知識・技能」と「思考力・判断力・表現力等」を

明確にし、小・中・高等学校で一貫した目標を実現するため、そこに至る段階を示すも

のとして指標形式の目標を設定する。各学校においては、国が学習指導要領に定める外

国語科の指標形式の目標を踏まえ、学校毎に具体的な学習到達目標を設定する。 

〇 指標形式の目標は、小学校中学年段階から「聞くこと」「読むこと」「話すこと（や

りとり、発表）」「書くこと」の領域ごとに児童生徒の発達の段階に応じて「知識・技

能」と「思考力・判断力・表現力」を統合的に設定するとともに、これらの複数を組み

合わせて効果的に活用する言語活動をより重視した目標とするこれらを踏まえ、外国

語教育において育成すべき資質・能力を育む学びのプロセス（学習過程）の改善・

充実を図ることとする 。 

○ これまで求められる生徒の英語力として、国の第２期教育振興基本計画(平成２５年

度～２９年度)に掲げられている学習指導要領に基づき達成される英語力の目標を基に、

中学校卒業段階で国際的な基準であるＣＥＦＲのＡ１レベル程度以上、高等学校卒業段

階でＣＥＦＲのＡ２～Ｂ１レベル程度以上を達成した中高生の割合を５０％53とするこ

との実現に向けた取組を推進してきた。今後、第２期教育振興基本計画の期末において

は、これまでの取組を評価した上で、今後、審議される第３期教育振興基本計画(平成

３０年度～３４年度)において、次期学習指導要領に沿った目標を設定し、更なる改善・

充実を図る必要がある。 

○ あわせて、言語能力向上の観点から、外国語教育においては、他者とのコミュニ

ケーション（対話や議論等）の基盤を形成する側面を、資質・能力全体を貫く軸と

して重視しつつ、他の側面（創造的思考、感性・情緒等）からも育成すべき資質・

能力が明確となるよう整理することを通じて、外国語教育を更に改善・充実する。 

○ このため、外国語教育においては、小・中・高等学校を通じて、外国語で他者と

コミュニケーションを図る基盤を形成するため、「聞くこと」「読むこと」「話すこと」

「書くこと」のバランスの取れた育成を踏まえつつ、言語や文化に対する理解を深

め、他者を尊重し、聞き手・読み手・話し手・書き手に配慮しながら、外国語でコ

                                            
53 国の第 2期教育振興基本計画（平成 25 年度～平成 29 年度）（平成 25 年 6月 14 日閣議決定）においては、

成果指標として、中学校卒業段階で英検３級程度以上、高等学校卒業段階で英検準 2級程度～2級程度以上

を達成した中高生の割合を 50％とすることとされている。また、「英語教育の在り方に関する有識者会議」

報告（平成 26 年 9月）においては、これまで設定されている英語力の目標から、高校生の特性・進路等に

応じて、高等学校卒業段階で、例えば英検 2 級から準１級、TOEFLiBT60 点前後以上等（CEFRB1～B2 レベル

程度）を設定し、生徒の多様な英語力の把握・分析・改善を行うことが必要であると指摘されている。さ

らに、平成 27 年度の国の行政事業レビューでは、第 2 期期末時のレビューを経た上で、将来的な目標設定

を行うことを提示している。 
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ミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図る。 

（b）小学校の外国語教育における改善・充実 

○ 小学校段階においては、高学年の「外国語活動」の充実により、児童の高い学習

意欲、中学生の変容などの成果が認められる一方で、①音声中心で学んだことが、

中学校の段階で音声から文字への学習に円滑に接続されていない、②国語と英語の

音声の違いや英語の発音と綴
つづ

りの関係、文構造の学習において課題がある、③高学

年は、児童の抽象的な思考力が高まる段階であり体系的な学習が求められることな

どが課題として指摘されている。 

○ これらの成果と課題を踏まえて、中学年から「聞く」「話す」を中心とした外国語

活動を通じて外国語に慣れ親しみ外国語学習への動機付けを高めた上で、高学年か

ら発達の段階に応じて段階的に文字を「読むこと」及び「書くこと」を加えて総合

的・系統的に扱う教科学習を行うことが求められる。その際、これまでの課題に対

応した教科化に向けて、新たに①アルファベットの文字や単語などの認識、②国語

と英語の音声の違いやそれぞれの特徴への気付き、③語順の違いなど文構造への気

付きなど、言語能力向上の観点から「言葉の仕組みの理解」などを促す指導を行う

ために必要な時間を確保することが必要である 。 

○ 小学校高学年においては、 

・教科としての外国語教育のうち基礎的なものとして、中学年からの高学年及び中学

校への学びの連続性を持たせながら、これまでの体験的な「聞くこと」「話すこと」

に加え、「読むこと」「書くこと」の領域を扱う言語活動を通じて、より系統性を持

たせた指導（教科型）を行う。その際、外国語の基本的な表現に関わって聞くこと

や話すことなどのコミュニケーション能力の基礎を養う体系的な指導を行う教科と

して位置付ける。 

・教科として位置付ける際、単に中学校で学ぶ内容を小学校高学年に前倒しするので

はなく、身近なことに関する基本的な表現による各領域の豊かな言語活動を行うた

め、発達の段階に応じた「読むこと」、「書くこと」に慣れ親しみ、積極的に英語を

読もうとしたり書こうとしたりする態度の育成を含めた初歩的な運用能力を養うこ

ととする。 

例）馴染（なじ）みのある定型表現を使って、自分の好きなものや一日の生活などに

ついて、友達に質問したり、質問に答えたりすることができる。 

・教科として評価する際、英語嫌いにならないようにするため、外国語を読んだり、

書いたりすることなどを通して、言葉の仕組みの面白さなどに気付きながら活用し

ようとする態度をより適切に評価できるようにすることが重要である。 

○ あわせて、小学校で学んだ語彙、表現などは中学校において、小学校とは異なる
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場面で使ったり別の意味で活用したりするなど、言語活動において繰り返し活用し

定着を図る。さらに、中学校で学習した語彙・表現・文法事項等は高等学校におい

ても意味のある文脈の中で コミュニケーションを通して繰り返し触れることが重

要である。その際、ＩＣＴ等を活用した効果的な言語活動を行うよう工夫が求めら

れるとともに、児童生徒が自らの学習活動を振り返って次につながる主体的な学び

ができるようにすることが必要である。 

○ このような方向性を目指し、小学校高学年において「聞くこと」「話すこと」の活

動に加え、「読むこと」「書くこと」を含めた領域を扱う言語活動を展開し定着を図

り、教科として系統的な指導を行うためには、年間７０単位時間の時数が必要であ

る。また、中学年における外国語活動については、従来の外国語活動と同様に年間

３５単位時間の時数が必要である。 

○ その場合の外国語科の授業時数については、小学校高学年において、現行の外国語活

動に必要な時間の倍程度となる年間７０単位時間の時数を、中学年における外国語活動

については、現行の外国語活動と同様の３５単位時間必要である。 

（c）短時間学習等の活用など、柔軟なカリキュラム設定に関する考え方 

○ これまでの成果・課題を踏まえつつ、教育課程全体の枠組みの状況54を考慮すると、

小学校高学年において年間３５単位時間増となる時数を確保するためには、ＩＣＴ等も

活用しながら１０～１５分程度の短い時間を単位として繰り返し教科指導を行う短時

間学習（帯学習、モジュール学習。以下「短時間学習」という。）55を含めた柔軟なカリ

キュラム設定の在り方と必要な「カリキュラム・マネジメント」を、教育課程全体を見

通しながら実現していく必要がある。 

○ 弾力的な授業時間の設定に関する研究開発学校等の先行的な取組状況や「教育課程の

編成・実施状況調査」の結果、これまでの成果・課題等を踏まえ、今後、外国語科の特

質を踏まえた指導内容のまとまりや教育効果を高める観点から、短時間学習を行う場合

には、学習指導要領上の標準授業時数内で、その時間を年間授業時数に含め、その目標

を明確にし、まとまりのある授業時間との関連性を確保した上で実施することが必要で

ある。 

〇 前述の調査結果や小学校の取組の現状を踏まえると、短時間学習については、授業時

                                            
54「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について（答申）」（平

成 20年 1月中央教育審議会）6（1）小・中学校の教育課程の枠組みにおいては、「学習指導要領上の

標準授業時数を増加する場合、週 28 コマが限度と考えられる」と指摘された。 

55 小学校学習指導要領においては、短時間学習を含む単位時間の設定の工夫について、総則の解説に

記載されている。なお、中学校学習指導要領においては、総則本文に「10分間程度の短い時間を単位

として特定の教科の指導を行う場合において、当該教科を担当する教師がその指導内容の決定や指導

の成果の把握と活用等を責任をもって行う体制が整備されているときは、その時間を当該教科の年間

授業時数に含めることができる」との規定がある。 
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数内外で様々な教科も含めた取組が行われており、すべての小学校において、外国語科

に特化した短時間学習を一律に行うこととすることは困難な状況にある。このため、年

間７０単位時間における一定の短時間学習の在り方を横並びで求めるのでなく、ある場

合には４５分授業を６０分授業の扱いにして、その中の１５分を短時間学習として位置

付けることや、また別の場合には外国語科の短時間学習を２週間に３回程度実施する、

さらに別の場合には夏季、冬季の長期休業期間において言語活動を行うなど、地域や各

学校の実情に応じた幅のある柔軟なカリキュラムの設定が必要である。 

○ 中学年においては、年間３５単位時間、週あたり１コマ相当の外国語活動を、短時間

学習で実施することは困難であり、小学校の教育課程全体を見通した「カリキュラム・

マネジメント」が必要である。 

○ 以上を踏まえた検討とともに、担当する教員が、その指導内容の決定や指導の成果の

把握と活用等を責任を持って行う体制整備が必要であるといった観点から、教員養成、

教員研修及び教材開発に関する条件整備が不可欠である。 

（エ）国語教育と外国語教育の効果的な連携 

○ 国語教育と外国語教育は、ともに言語能力の育成に関わるものであるため、学習の対

象となる言語は異なるが、共通する指導内容や指導方法等を扱う場面がある。 

○ このため、学習指導要領等に示す指導内容を適切に連携させたり、各学校において指

導内容や指導方法等を適切に連携させたりすることにより相乗効果が生まれ、それぞれ

の学習が一層充実し、言語能力の向上が図られると考えられることから、双方の効果的

な連携が求められる。 

（ⅲ）情報技術を手段として活用する力やプログラミング的思考の育成 

○ 情報化が急速に進展し、身の回りのものに情報技術が活用されていたり、日々の情報

収集や身近な人との情報のやりとり、生活上必要な手続など、日常生活における営みを

情報技術を通じて行ったりすることが当たり前の世の中となってきている。情報技術は

今後、私たちの生活にますます身近なものとなっていくと考えられ、子供たちには、情

報技術を受け身で捉えるのではなく、手段として活用していく力が求められる。 

○ 情報技術の基本的な操作については、小学生の１分間あたりのキーボードでの文字入

力数が平均５．９文字であることなども踏まえながら、文字入力やデータ保存などに関

する技能の着実な習得を図っていくことが求められる。３学年の国語科におけるローマ

字学習や、総合的な学習の時間において身に付ける学び方、社会科における資料活用、

算数における図形やグラフの作成、理科における実験・観察の記録等の学習とも関連づ

けながら、着実な習得を図っていくことが必要である。また、国は関係者とも連携して、

そのために必要な練習用教材を開発し、Ｗｅｂ上で提供していくことが求められる。 

○ また、身近なものにコンピュータが内蔵され、プログラミングの働きにより生活の便
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利さや豊かさがもたらされていることについて理解し、そうしたプログラミングを、自

分の意図した活動に活用していけるようにすることもますます重要になっている。中学

校においては、技術・家庭科（技術分野）においてプログラミング教育に関する内容が

倍増され、高等学校でも情報科の共通必履修科目の新設が予定されている。小学校段階

においても、有識者会議による議論の取りまとめ56を踏まえながら、将来どのような職

業に就くとしても、時代を超えて普遍的に求められる「プログラミング的思考」などを

育むプログラミング教育の実施を位置付けていくことが求められる。 

（ⅳ）各学校における「カリキュラム・マネジメント」 

（ア）「カリキュラム・マネジメント」の意義 

○ 教育課程を通じて、言語能力や情報活用能力等も含め、小学校教育として育成す

べき資質・能力を育んでいくためには、各教科等を学ぶ意義を大切にしつつ相互の

関連を図りながら、教科等単独では生み出し得ない教育効果を高めていくことが必

要となる。そのための鍵となるのが、「カリキュラム・マネジメント」である。 

○ 各学校が行う時間割の編成なども、学校における子供の生活時間を、教育課程の

指導内容や授業時数との関係でどのようにデザインするかという観点から行われる

「カリキュラム・マネジメント」の一部であると言える。現行学習指導要領では、

児童の発達の段階及び各教科等や学習活動の特質を考慮して、授業の１単位時間を

何分にするかについて決定したり、創意工夫を生かして時間割を弾力的に編成した

りすることができることとされているところである。 

○ 各学校では、学習指導要領に基づき育成すべき資質・能力を設定し、「カリキュラ

ム・マネジメント」に基づいて、時間割の編成を含めて指導内容を体系化したり、

地域や社会との連携・協働の中で、どのように人的・物的資源を活用していくかを

計画したりしていくことが求められる。 

（イ）小学校における弾力的な時間割編成の現状 

○ 現行学習指導要領では、児童の発達の段階及び各教科等や学習活動の特質を考慮して、

授業の１単位時間を何分にするかについて決定したり、創意工夫を生かして時間割を弾

力的に編成したりすることができることとされている。 

○ これを踏まえて、各学校においては、時間割を編成するに当たって、子供たちの姿や

地域の実情を踏まえつつ、休憩の取り方や休業期間を工夫したり、朝学習や昼学習など

の短時間学習の時間を設定したり、授業時間を弾力化したり、学校教育法施行規則の改

正に伴った土曜日の活用を行ったりするなど、様々な創意工夫が行われているところで

                                            

56 「小学校段階におけるプログラミング教育の在り方について（議論の取りまとめ）」小学校段階にお

ける論理的思考力や創造性、問題解決能力等の育成とプログラミング教育に関する有識者会議 
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ある。 

○ 「教育課程の編成・実施状況調査」によると、例えば６年生において、週２８コマと

している小学校は６３％、２９コマとしている小学校は３２％である。 

○ また、現在、７５％の小学校が短時間学習を実施しており、その主な目的としては、

「繰り返し学習」による基礎的な知識・技能の定着や生活リズムの形成が挙げられてい

る。指導の成果については、９割以上の学校が、指導の成果や児童の変容が見られたと

回答しているところである57。 

○ 短時間学習の実施内容については、読書活動が最も多く（９１％。うち７％が授業時

数内で実施）、次いで計算練習（８４％。うち１６％が授業時数内）、漢字練習（７８％。

うち１９％が授業時数内）となっている。外国語活動や英語の学習については、実施し

ている割合は低いが、実施する場合は授業時数に含めて実施している割合が相対的に高

くなっている。 

○ 加えて、学校教育法施行規則の改正等を受けて、現在２５％の小学校で土曜授業が実

施されている。時間割編成の在り方を考えるに当たっては、こうした多様な編成の現状

を踏まえる必要がある。 

（ウ）次期改訂に向けた授業時数の考え方と「カリキュラム・マネジメント」 

○ 「社会に開かれた教育課程」の理念のもと、これからの時代に求められる資質・能力

を育成していくためには、学びの量と質の双方が重要であり、また、教科学習と、教科

横断的な学習の双方を充実させていくことが必要である。 

○ こうした改訂の方向性のもとでは、各教科等の指導内容は維持しつつ、資質・能力の

育成の観点から構造化を図ったり、学びの質的な向上を図ったりすることが前提となり、

指導内容や授業時数を削減するという選択肢をとることは困難である。 

○ 現行学習指導要領における各教科等の授業時数を前提に考えれば、外国語教育の充実

を図ることにより、時数としては中学年・高学年において年間３５時間増となる。週あ

たりで考えれば１コマ分であるが、教育課程全体の枠組みの状況58や、小学校における

                                            

57 こうした効果の背景には、短時間学習と 45 分授業との関連づけや指導体制など様々な工夫があるものと

考えられ、効果的な実施につながる工夫の在り方等について整理し共有していくことが重要である。 

58 「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について（答申）」

（平成 10年 1月中央教育審議会）6（1）小・中学校の教育課程の枠組み」においては、「学校では、

一週間の中で、各教科等の授業以外にも、特別活動として児童会活動やクラブ活動が行われているほ

か、個別の児童に対する補充指導や生徒指導といった取組もなされている、9．にあるとおり学校が組

織力を高め、教育課題に組織的に対応するに当たっては、校長や副校長、教頭、主幹教諭、教師との

間の情報交換や意思疎通のための時間の確保なども必要である、ことなどから、学習指導要領上の標

準授業時数を増加する場合、週 28コマが限度と考えられる」と指摘された。 
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多様な時間割編成の現状を考慮すると、全小学校において一律の取扱いとすることは困

難であり、この時数の確保をどのように行っていくかについては、各学校の実状に応じ

た「カリキュラム・マネジメント」の視点から検討していくことが必要となる。 

○ 高学年において年間３５単位時間増となる時数を確保するためには、外国語に多く触

れることが期待される外国語学習の特質を踏まえ、外国語科を中心にまとまりのある授

業時間との関連性を確保した上で、効果的な繰り返し学習等を行う短時間学習を実施す

ることが考えられるが、他にも、４５分に１５分を加えた６０分授業の設定、夏季、冬

季の長期休業期間における学習活動、土曜日の活用や週あたりコマ数の増なども考えら

れるところであり、場合によってこれらを組み合わせながら、地域や各学校の実情に応

じた柔軟な時間割編成を可能としていくことが求められる。 

○ また、中学年については、外国語活動を短時間学習で行うことや、６０分授業の設定

は難しいと考えられるが、その他については同様の考え方に基づき、地域や各学校の実

情に応じた柔軟な時間割編成を可能としていくことが求められる。 

（エ）小学校の教育課程の改善・充実を支える方策について 

○ 「カリキュラム・マネジメント」を通じて上記のような工夫を行うことが考えられる

としても、中学年・高学年において、指導内容や授業時数として年間３５時間分が増え

ることに変わりはなく、上限であるとされた前回改訂の授業時数を更に上回る改訂は、

教育現場にとっては大きな負担の増となる。 

○ こうした中で、次期改訂の方向性に向けて、小学校の教育課程の改善・充実を図るに

は、「カリキュラム・マネジメント」の実践に関する知見の共有とともに、外国語教育

に関する教員養成、教員研修及び教材開発に関する条件整備、小学校の低・中・高学年

それぞれの課題に応じた指導体制の整備が不可欠である。 

○ 「カリキュラム・マネジメント」を通じた弾力的な時間割の編成の在り方については、

短時間学習の位置付けを含め、学習指導要領の総則やその解説において分かりやすく示

すこととする。また、こうした時間割の編成に当たっては、外国語教育や特定の学年に

とどまらず、すべての教科等と学年全体を見通す視点が必要になることから、効果的な

創意工夫の在り方について、国や教育委員会と小学校現場、関係団体が連携して調査研

究を行い、その成果を普及させていくことが求められる。 

○ 外国語教育については、効果的な教材開発と、指導者の確保が課題となる。教材につ

いては、教科書が、今回改訂の教科化の内容や、「カリキュラム・マネジメント」の考

え方に対応したものとなることが重要であり、そうした教科書の在り方につなぐために

も、先行して教科化に対応した新たな教材を平成３０年度に活用できるようにする必要

がある。このため、平成２８年度中に、先進的な取り組みを実施する学校等へ配布した



 

78 

小学校中学年・高学年向けの新たな補助教材59の検証を開始し、平成２９年度にかけて

開発を行うことが求められる。あわせて、活用しやすいＩＣＴ教材の開発が求められる。 

○ 指導者の確保については、中学校区等の地域単位を基盤として、中学校や複数の小学

校が連携した研修、中学校と小学校の教員の相互の授業参加、専科指導を行うなど連携

体制を構築する必要がある。例えば、「英語教育推進リーダー」を中心とした域内研修

を行うことなどにより、学級担任はじめ全教員が外国語に触れ、外国語教育が指導でき

るよう校内研修の充実を含めた外国語教育における域内の連携体制を充実させていく

など、各地方自治体における体制づくりが求められる。また、そのような体制を確保し

ながら、教員の養成・研修・採用を通じた充実を図っていくことが重要である。 

〇 小学校のコア・カリキュラムの開発・普及により教職課程を改善・充実するとともに、

現職教員が外国語の指導に関する専門性を高めることができるよう、小学校の教科化に

必要な内容を加えた認定講習の開設支援等を行う。あわせて、専科指導を行う教員の養

成・確保や、外部人材の活用支援等により、専門性を一層重視した指導体制を構築する。 

○ 小学校全体の指導体制に関しては、特に高学年に関して、専科指導を充実させること

により、学級担任制のよさと、教科担任のよさを兼ね備えた指導体制を確立してい

くことが求められる。こうした観点から、学年段階の柔軟な区切りを可能とする義

務教育学校制度の更なる活用の促進も求められる。 

  

                                            

59 補助教材の名称（平成２７・２８年度に開発）・・・ 
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③中学校 

（ⅰ）中学校教育の基本 

○ 中学校においては、義務教育を行う最後の教育機関として、教育基本法第５条第２項

が規定する「各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎」及び

「国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質」を卒業までに育むことがで

きるよう、小学校教育の基礎の上に、中学校教育を通じて身に付けるべき資質・能力を

明確化し、その育成を高等学校教育等のその後の学びに円滑に接続させていくことが求

められている。 

○ 「社会に開かれた教育課程」の理念の下、これからの時代に求められる資質・能力を

育成していくため、現行学習指導要領の各教科等の授業時数や指導内容を前提としつつ、

高等学校における新たな教科・科目構成との接続を含め、小・中・高等学校を見通した

改善・充実の中で、中学校教育の充実を図ることとしている。 

○ 加えて、カリキュラム・マネジメントに基づく教科横断的な視点からの学習の充実が

必要である。特に、教科担任制をとる中学校においては、学年間の縦の連携に加え、教

科横断的な意識を教員それぞれが持つことが重要である。教科横断的な視点からの校内

の研修体制の充実は、中学校においても大切である。 

（ⅱ）「カリキュラム・マネジメント」を軸とした中学校教育の改善・充実 

（ア）多様化する課題に対応するための「カリキュラム・マネジメント」の実現 

○ 中学生の時期は、思春期に入り、親や友達と異なる自分独自の内面の世界があること

に気付きはじめるとともに、自意識と客観的事実との違いに悩み、様々な葛藤（かつと

う）の中で、自らの生き方を模索しはじめる時期である。また、大人との関係よりも、

友人関係に自らへの強い意味を見いだす。さらに、親に対する反抗期を迎えたり、親子

のコミュニケーションが不足しがちな時期でもあり、思春期特有の課題が現れる。生徒

指導に関する問題行動などが表出しやすいのが、思春期を迎えるこの時期の特徴である。 

○ このように、発達の段階に応じて多様化する課題に対して、各中学校ではこれまでも

生徒指導主事、進路指導主事等の校務分掌を担当する教員を中心に、生徒一人ひとりの

発達をきめ細かに支える熱心な取組が展開されてきたところである。今後は、「カリキ

ュラム・マネジメント」を軸としながら、各学校が直面する課題にどのように対応し、

子供たちにどのような資質・能力を育むことを目指すのかを、学校教育目標や育成すべ

き資質・能力として明確にし、すべての教職員や地域が課題や目標を共有して対応して

いくことが重要になる。また、各学校が行う進路指導や生徒指導、学習指導等の意義を、

子供たちの発達を支え、資質・能力を育成するという観点から捉え直すことにより、さ

らなる効果的な取組の充実を図っていくことが求められる。 

○ また、中学生の時期は、生徒自身の興味・関心に応じて、部活動などの教育課程外の
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学校教育活動や、地域の教育活動など、生徒による自主的・自発的な活動が多様化して

いく段階にある。少子化や核家族化が進む中にあって、例えば、社会教育団体が主催す

る地域貢献の活動や、幼児への絵本の読み聞かせ会などの活動に中学生が参加し、地域

の高齢者や幼児児童など異年齢の者との様々な交流を深める機会を得ることは、ともす

れば学校生活に留まりがちな生徒の生活の場を地域社会に広げ、幅広い視野に立って自

らのキャリア形成を考える機会となることも期待される。このように、「社会に開かれ

た教育課程」の視点から、生徒の多様な学びや経験の場を保障し、生徒一人一人の資質・

能力を育成していくためには、教育課程外の学校教育活動や地域主体の教育活動と、教

育課程との有機的な関連を一層充実する観点から以下の改善を図ることとする。 

・「社会に開かれた教育課程」の視点から、授業での学びと教育課程外の多様な教育活動

とを関連付けることにより、生徒が、多様な分野の学びや社会とのつながり、キャリア

形成の可能性に触れながら、自分の興味・関心を深く追究する機会を実現し、人生を切

り拓いていくために必要な資質・能力を育成する。 

・「社会に開かれた教育課程」の理念の下、生徒にどのような資質・能力を育成すること

を目指すのかという教育目標を共有しながら、学校と家庭、地域がそれぞれの役割を認

識した上で、共有した目標に向かって、共に活動する協働関係を築き、教育活動を充実

する。 

・教育課程内外の活動が相乗効果を持って生徒の資質・能力の育成に資するものとなるよ

う、教育課程外の活動についても、生徒の「主体的･対話的で深い学び」の実現を共に

目指すものとする。生徒の学びと生涯にわたるキャリア形成の関係を意識した教育活動

が展開されることが重要であり、短期的な学習成果のみを求めたり、特定の活動に偏っ

たりするものとならないよう、その実施形態や活動時間の適切な設定など、生徒のバラ

ンスのとれた生活や成長に配慮する。 

（イ）将来にわたる持続可能性を踏まえた部活動の在り方 

○ 部活動については現行学習指導要領では「生徒の自主的・自発的な参加により行われ

る部活動については、スポーツや文化及び科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、

連帯感の涵養等に資するものであり、学校教育の一環として、教育課程との関連が図ら

れるよう留意すること。その際、地域や学校の実態に応じ、地域の人々の協力、社会教

育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行う」こととさ

れている。 

○ 部活動は、異年齢との交流の中で、生徒同士や教員と生徒等の人間関係の構築を図っ

たり、生徒自身が活動を通して自己肯定感を高めたりする等、教育的意義が高いことも

指摘されているが、そうした教育が、部活動の充実の中だけで図られるのではなく、教

育課程内外の学校教育活動の関連を図り、学校の教育活動全体の中で達成されることが

重要である。 
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○ このことを踏まえ、部活動については教育課程との関連を図った適切な運営を推進す

る観点から以下の改善を図ることとする。 

・子供の自主的・自発的な参加により行われるスポーツや文化、科学等に関する活動につ

いては、学校教育か社会教育かといった枠を超えて、共に子供の成長を支えるという観

点に立つ必要がある。少子化が進む中で、部活動の実施に必要な集団の規模や指導体制

を持続的に整えていくためには、中学校単独での部活動の運営体制から、複数の中学校

を含む一定規模の地域単位で、その運営を支える体制を構築していくことが長期的には

不可欠であり、そうした将来の在り方を描きながら、教育委員会や関係団体等を中心と

して指導に必要な体制の基盤を整えていくことが求められる。 

・部活動も学校教育活動の一環であることから、生徒の「主体的･対話的で深い学び」を

実現する視点が求められることを明確にする。これにより、部活動と教育課程との関連

がより一層明確になると考えられる。 

特に「深い学び」を実現する観点からは、例えば、保健体育科（運動領域）の「見

方・考え方」は「運動やスポーツの価値（公正、協力、責任、参画、共生、健康・安

全等）や特性に着目して楽しさや喜びを見出すとともに、体力の向上に果たす役割を

捉え、自己の適性等に応じて「する・みる・支える・知る」の多様な関わり方につい

て考えること。」と整理している。運動部活動においても、こうした見方・考え方を

生かしながら、競技を「すること」のみならず、スポーツに関する科学的知見やスポ

ーツとの多様な関わり方、多様なスポーツのよさを実感しながら、自己の適性等に応

じて、生涯にわたるスポーツとの豊かなかかわり方を学ぶような指導が求められる。 

こうした指導の考え方に基づき、スポーツや文化、科学等それぞれの分野に関する

科学的知見や、指導者や仲間との言語活動を重視した指導者教育が行われることが重

要である。 

・部活動が教育課程内の教育活動と相乗効果を持って展開されるためには、部活動の時間

のみならず、子供の生活や生涯全体を見渡しながら、生徒の学びと生涯にわたるキャリ

ア形成の関係を意識した教育活動が展開されることが重要であり、短期的な学習成果の

みを求めたり、特定の活動に偏ったりするものとならないよう、休養日や活動時間を適

切に設定するなど、生徒のバランスのとれた生活や成長に配慮することが求められる。 

・部活動も含めた、子供の自主的・自発的な参加により行われるスポーツや文化、科学等

に関する活動の実施にあたっては、教員の負担軽減の観点も考慮しつつ、地域や学校の

実態に応じ、地域の人々の協力、社会教育施設や社会教育関係団体等との各種団体との

連携など、生徒にとっても多様な経験の場となるよう、運営上の工夫を行うことが求め

られる。 
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④高等学校 

（ⅰ）高等学校教育の基本 

○ 高等学校は、中学校卒業後の約９８％の者が進学し、社会で生きていくために必要と

なる力を共通して身に付ける、初等中等教育最後の教育機関である。その教育を通じて、

一人一人の生徒の進路に応じた多様な可能性を伸ばし、その後の高等教育機関等や社会

での活動へと接続させていくことが期待されており、その学びは、高等学校等就学支援

金制度等により社会全体で支えられているものである。 

○ 平成２７年６月の公職選挙法の改正により、選挙権年齢が１８歳以上に引き下げられ、

生徒にとって政治や社会がより一層身近なものとなっている。高等学校においては、社

会で求められる資質・能力をすべての生徒に育み、未来の創り手として送り出していく

ことがこれまで以上に強く求められている。 

○ 高等学校教育については、大学入学者選抜や資格の在り方等といった外部要因により

その在り方が規定されてしまい、目指す教育改革が進めにくいとの指摘もなされてきた。

しかしながら、現在、１．にも述べられているように、社会や産業の構造が急速に変化

する中で、人間として求められる資質・能力とは何かということを、学校と社会が、学

びの場面か社会生活の場面かということを越えて共有できる好機にある。 

○ 今、教育界だけではなく社会的な要請としても求められているのは、初等中等教育が

その強みを発揮し、子供たちに生きて働く知識や力を身に付け、大学教育や社会生活の

在り方につなげていくことである。とりわけ社会への出口に近い高等学校が、それぞれ

の学校において子供たちに必要な資質・能力とは何かを明確にし、しっかりと育み次に

つなげていくことができるかどうかは、単なる接続の問題ではなく、子供自身の人生や

未来の社会の在り方に関わる大きな課題となっていると言える。 

○ こうした中で行われる次期改訂は、特に高等学校にとって、これまでの改訂以上に大

きな意義を持つものになると考えられる。それは、今回のこの改訂が、「高大接続改革」

という、高校教育を含む初等中等教育改革と、大学教育改革、そして両者をつなぐ大学

入学者選抜改革の一体的改革や、「キャリア教育」の視点で学校と社会の接続を目指す

中で実施されるものであるからである。 

○ 文部科学大臣から、次期改訂に向けた審議要請の諮問がなされたのは平成２６年１１

月であるが、これは中央教育審議会高大接続特別部会において答申の最終案が審議され、

その最終調整の段階であった。諮問においてはこうした状況が反映され、「高等学校教

育について、中央教育審議会における高大接続改革に関する議論や、これまでの関連す

る答申等も踏まえつつ」検討を行うことが要請された。同年１２月に取りまとめられた

中央教育審議会答申「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育、

大学教育、大学入学者選抜の一体改革について」では、今後の学習指導要領改訂の方向

性も見据えながら、一人一人の生徒が、義務教育を基盤として、①十分な知識・技能と、
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②それらを基盤にして答えのない問題に自ら答えを見いだしていく思考力・判断力・表

現力等と、③これらの基になる主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度とを身に

付けていくことができるよう、高等学校教育の改革を実現していくことが求められてい

る。 

○ こうした高大接続答申の提言も踏まえつつ議論が進め、昨年８月には、資質・能力の

在り方や各学校段階別・教科等別の改革の方向性を示した「論点整理」を取りまとめた。

この「論点整理」で示した方向性を、２２の専門部会の議論に受け継ぎ、すべての教科

等において、高大接続改革の実現を目指した学習指導要領の在り方を議論してきた。 

○ そうした次期改訂に向けた議論の状況は、高大接続改革の具体化のために設置された

「高大接続システム改革会議」にも共有され、本年３月の最終報告にも反映されている。

このように、初等中等教育と大学教育が連携を密にしながら、これからの時代に求めら

れる知識や力を生徒に育んでいくため、手を携えて改善・充実を図るという改革を進め

ている。 

○ また「キャリア教育」については、平成２３年の中央教育審議会答申「今後の学校に

おけるキャリア教育・職業教育の在り方について」を踏まえつつ、小・中・高等学校を

通じた充実が議論されているところである。今はまさに、高校と大学、社会が共に歩み

を進め、学校種を越え、また学校と社会の間で学びをつなぐことのできる、またとない

機会にある。 

○ 加えて、高等学校は、高等教育機関に進学する生徒にとっては、高等教育におけるよ

り自律的な学びの基盤を作ることが求められる時期である。また、高等学校卒業後に就

職等の進路を選択する生徒にとっては、高等学校が学校教育の最終段階として重要な意

味を持つことになる。高等学校においては、初等中等教育の総仕上げとして、生涯にわ

たって学び続けることの意義を生徒が見出せるようにしていくことが求められる。 

○ こうしたことを踏まえながら、高等学校の教育課程の在り方については、各学校が、

社会で生きていくために必要となる力を共通して身に付ける「共通性の確保」の観点と、

一人一人の生徒の進路に応じた多様な可能性を伸ばす「多様性への対応」の観点を軸と

しつつ、育成すべき資質・能力を明確にし、それに基づく「カリキュラム・マネジメン

ト」を図っていくことが重要である。また、育成すべき資質・能力と教育課程の在り方

を、生徒や社会と共有していくことも重要である。 

○ また、高等学校の科目構成については、育成すべき資質・能力の在り方に基づいた抜

本的な見直しを図ることとしている。新しい科目の趣旨に沿った教材の開発や教員の養

成・研修がなされるよう、科目の趣旨を周知し、指導体制の確保等に必要な仕組みを構

築していくことも重要である。 

○ また、高等学校における指導や評価の改善・充実が未来を創り出すものだということ

を認識し、指導と多面的な評価を通じて生徒の資質・能力を伸ばしていくことを教員の
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中核的な業務として捉えていくことが重要となる。 

（ⅱ）各高等学校において育成すべき資質・能力とカリキュラム・マネジメント 

○ 高等学校では、生徒はその後に多様な進路を選択していくことから、地域課題や現代

的、将来的な課題に合わせて育成する人材像を明確にしていくことが求められる。 

例えば、校是や校訓などをより具体化して育成する資質・能力を設定し、それを基に

教育課程の改善・充実を図るという文化を高等学校の中に作っていくことが、カリキュ

ラム・マネジメントにおいては必要となる。 

○ また、社会全体で人材を育てていく観点から、学校における学びのみならず、社会で

学んだことを実践として取り入れていくことも重要である。高校生が、家庭・地域にお

ける多様な活動や企業等と連携した活動を通じて獲得した経験を蓄積し、また、学校に

おける教育活動の中で生かしていくことで、より豊かな学びにつながり、「社会に開か

れた教育課程」の実現に資することとなる。 

（ア）学び直しの充実 

○ 我が国の高校生の学力・学習状況については、特に学力中位層の学習時間の減少とと

もに、基礎学力の不足や学習意欲の面での課題が指摘されており、小・中学校での学習

内容を十分に身に付けていない生徒も少なからず見られるなど、学び直しへのニーズは

高い。 

○ 現行の学習指導要領においては、学校や生徒の実態等に応じて義務教育段階の学習内

容の確実な定着を図るための指導を行うことを指導計画の作成に当たって配慮すべき

事項として示しており、具体的な工夫としては、ア．各教科・科目の学習の中で、学び

直しの機会を設けること、イ．必履修教科・科目について学習指導要領に定める標準単

位数より増加して履修させること、ウ．学校設定教科・科目として学び直しを行うこと

の三つを示している。 

平成２６年度における義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るための指導の

実施状況としては、必履修教科・科目の「標準単位数を超えて増加して配当する」こと

による指導を実施している学校の割合が最も高い状況であった。 

また、学校によっては義務教育段階の学習内容の確実な定着を図ることを当該学校の

特色として位置付けるなど、学び直しの充実が図られており、そうした学校においては、

学校設定教科・科目として学び直しを中心とした科目を開設し、主に第１学年の生徒に

ついては、当該学校設定教科・科目を中心に履修させるような教育課程を編成している

場合がある。 

○ このように、義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るための指導については、

現行の学習指導要領に定める工夫やその組み合わせにより一層、個々の生徒の状況にあ

わせた対応が必要であり、これらの位置づけや具体的な取組例について周知を図り、各

地域における取組の充実につなげていくことが望まれる。 
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（イ）指導・評価の改善・充実 

○ 高等学校で学ぶ生徒の興味・関心、能力・適性等の多様化が進む中にあっては、多様

な活動の機会を通じて、それぞれの生徒に成長のきっかけを与えることが必要であり、

日々の授業に限らない、多様な活動を通じて培われる幅広い資質・能力について多面的

な評価を行っていくことが重要である。 

○ 学習評価に関しては、前述の２．（６）に示したとおり、小・中・高等学校を通じて、

資質・能力の三つの柱に基づき学習評価の観点を示すことなどの改善を図ることとする

が、観点別学習状況の評価に関して、知識量のみを問うペーパーテストの結果や、特定

の活動の結果などのみに偏重した評価が行われているのではないかとの懸念も示され

ている。 

○ 高等学校における観点別評価の実施状況としては、「実施できている」と回答してい

る学校（学科数）は約７～８割、観点別の学習状況について、指導要録に記録している

学科は、普通科で１.３％、専門学科で０.８％、総合学科で２.１％などとなっている。 

  また、目標に準拠した評価の実施にあたっての課題としては、「評価技術の問題」、「教

員の意識や学校の体制の問題」などがあげられるが、一人の教員が指導する生徒数が多

いことなどもその背景として指摘されている。 

○ 学習評価の改善・充実に向けては、学校においては、指導の改善と評価の改善を一体

として進めることにより、生徒の資質・能力を育成することが求められ、評価は実際に

指導したことから現れた生徒の変容を的確に見取り、更なる指導の充実に生かしていく

ために行われるものであるという、「評価は何のために行うものか」ということを改め

て確認する必要がある。 

○ また、目標に準拠した各教科等の観点別学習状況の評価を充実させるとともに、生徒

の多様な資質・能力を適切に評価し指導の改善に生かしていくことが必要である。特に、

高等学校において学ぶ生徒一人一人の進路に応じた多様な可能性を伸ばしていくとい

う視点からは、各学校においては、多様な学習活動における学習の成果を的確に見取り、

生徒一人一人に対応した指導の改善につなげていく取組が重要となる。こうしたことを

踏まえ、評定や観点別学習状況の評価といった目標に準拠した評価だけではなく、生徒

一人一人のよい点や可能性に着目する個人内評価についても充実を図る必要がある。 

○ また、大学入学者選抜改革の観点からは、高等学校教育を通じて養われた資質・能力

に関する妥当性や信頼性のある多様な情報の提供が、学校側に求められることにも対応

していく必要があるところである。 

○ 以上の課題等を踏まえて、各教科等の学習評価の在り方に関しては、前述の６．で述

べたとおり、観点別評価の一層の充実を支援するため、多様な高等学校教育の特性を踏

まえつつ、教科・科目ごとの観点設定の考え方や評価の方法等について参考となる資料

を作成することや、観点別の記載欄を設けた指導要録の様式例を示すこととする。 
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  また、例えば、後述する総合的な探究の時間（仮称）や理数探究（仮称）など、探究

の過程を重視した学習について、その学習過程を含めた評価を行うなど、多様な学習活

動に対応した評価の在り方等の研究、開発していくことが必要である。 

○ 義務教育段階の学習内容を含めた高校生に求められる基礎学力の確実な習得とそれ

による高校生の学習意欲の喚起に向けて、高等学校における生徒の基礎学力の定着度合

いを把握・提示できる仕組みとして「高等学校基礎学力テスト（仮称）」の検討が進め

られている。 

この「高等学校基礎学力テスト（仮称）」の基本的な目的は、生徒の基礎学力の習得

と学習意欲の向上を図ることにあり、具体的な運用においては、学校が、客観的でより

広い視点から自校の生徒の基礎学力の定着度合いを把握し、指導を工夫・充実すること

や、設置者等が基礎学力定着に向けた施策の企画・立案や教員配置、予算等を通じた学

校支援の実施に取り組むことが重要になる。 

この他にも、都道府県独自に調査を実施したり、校長会等において検定試験を行った

りしている。各学校及び教育委員会等の設置者は、こうした調査等の結果を活用して、

授業の改善をはじめ、教育課程の改善を図るサイクルが構築されるよう、具体的な活用

事例の提示を含めて検討を進めていくことが必要である。 

○ また、一人一人の進路に応じた多様な可能性を伸ばし、その後の大学や専門学校など

の高等教育機関での学修や社会での活動等へと接続させていく上で、高校生自らが将来

のために何に取り組んでいくべきかを考え、その取組を自覚的に振り返ることを通して、

主体的に学びに向かい、自発的なキャリア形成を促していくことが重要である。 

  そのため、高等学校教育において、生徒自らが設定した将来の目標に向かい、どのよ

うな学びを重ねてきたのか、そこから何を学んだのかについて、高等学校入学から卒業

までを通して、自覚的に振り返ることや、それを踏まえて教員が生徒の学習状況等を把

握し、目標達成に向けた助言を行ったり、進路指導を行ったりすることを促す取組を推

進する。 

○ 具体的には、前述の○で述べたとおり、「キャリアパスポート（仮称）」などを活用し

て、生徒一人一人が、自らの学習状況やキャリア形成を見通したり、振り返ったりする

ことができるようにすることが重要である。 

これにより、生徒の学習のプロセスを評価の対象として見取ることを重視するととも

に、その評価を踏まえて、教員と生徒が対話を通じて目標を修正するなど、評価をフィ

ードバックして改善に生かしていくことが期待される。また、生徒が、自分の学びに対

して見通しを持つことにもつながることが期待される。 

こうした評価については、学校全体で教員が共有することにより、一人の生徒を多面

的に見てその生徒の個性を伸ばす指導へとつなげていくことが重要である。 

なお、すでに複数の教育委員会において、高校生を対象とした「キャリアノート」な

どを生徒自らが作り上げていく取組が行われており、こうした地域の成果も参考としな
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がら、学校として育成しようとする資質・能力を反映するなど、学校や地域の特色を反

映できるものにすること、生徒が受動的に作成するだけにならないよう、作成する過程

で自らを振り返ることにつながるものにすることなどについて、留意する必要がある。 

○ 以上のように、生徒の多様な学習活動を多面的に評価することが求められていること

を踏まえ、教員の評価能力の向上を図っていくことが重要であり、教員の養成・研修の

充実が必要である。また、評価業務が教員の中核的業務であることを踏まえつつ、指導

要録や調査書の電子化などの業務改善に資する取組や教員配置等の改善が求められる。 

（ウ）カリキュラム・マネジメントの充実に向けた取組の推進 

○ スーパーサイエンスハイスクールや、スーパーグローバルハイスクール、スーパー・

プロフェッショナル・ハイスクールにおける先進的な教育課程の研究成果や、論理的思

考力や表現力、探究心等を備えた人間育成を目指す国際バカロレアのカリキュラム等を

踏まえながら、各高等学校が特色ある教育活動を実施していく観点から、教科等におけ

る学びと教科横断的な学びを教育課程の中でより一層効果的に関連付けていくことも

求められる。 

（ⅲ）卒業に必要な単位数や教科・科目の構成等 

（ア）卒業に必要な単位数 

○ 現行の学習指導要領等においては、各学校における教育課程の状況等を踏まえ、卒業

に必要な単位は７４単位としつつ、「高度な普通教育」及び「専門教育」を施す高等学

校においては、普通教育として、すべての生徒に対し、日常生活を営む上で共通に必要

とされる知識・技能を習得させ、それを活用する能力を伸ばし、調和のとれた人間の育

成を目指すとの観点から、必履修教科・科目を設定しており、全学科共通で必履修及び

選択必履修の教科・科目等の単位数は最低で３８単位となっている。 

○ 生徒に卒業までに修得させる単位数については、多くの定時制課程や通信制課程にお

いて、卒業までに修得させる単位数を７４単位としている現状を踏まえ、国として定め

る卒業までに修得させる単位数は、引き続き７４単位以上とする。 

（イ）必履修教科・科目 

○ 学習指導要領に定める高等学校の必履修教科・科目は、「高等学校とは何か」という

ことを学習内容の面から国が示したものであり、引き続き、必履修教科・科目を設定す

ることが適当である。現在の必履修とすべき教科の範囲は、いずれもすべての生徒に社

会で生きていくために必要となる力を共通して身に付けるためのものであり、現行の教

科を基本とすることが適当である。 

○ また、標準単位数の設定については、すべての生徒に社会で生きていくために必要と

なる力を共通して身に付ける観点と、一人一人の生徒の進路に応じた多様な可能性を伸

ばす観点を踏まえる必要があることから、各必履修教科における必履修科目の単位数に
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ついて、現行の単位数を原則として増加させないこととし、選択必履修となっている教

科についても最少の単位数については、原則として増加させないこととする。 

（ウ）選択科目 

○ 必履修科目に関する見直しと併せて、選択科目や専門教科・科目について改善・充実

を図ることとし、標準単位数については、①各教科の必履修科目との関係や履修順序、

②生徒の進路に応じた選択を可能にするとともに過大にならないようにすること、③現

行の各教科における科目の履修状況等を考慮して定めることとする。 

（エ）教科・科目の構成 

○ 高等学校において１８歳まで育成すべき資質・能力を踏まえつつ、共通教科における

教科・科目の構成に関して、以下のような改善を行う。 

○ 国語科においては、教材の読み取りが指導の中心になることが多いなどの課題を踏ま

え、国語による主体的な表現等が重視された授業が十分行われるようにするとともに、

古典の学習について、日本人として大切にしてきた言語文化を積極的に享受して社会や

自分との関わりの中でそれらを生かしていくという観点を重視した科目構成とする。 

○ 地理歴史科、公民科においては、国家及び社会の形成者として必要な知識や思考力等

を基盤として選択・判断等を行い、国家及び社会の課題を解決していくために必要な力

や、自国の動向とグローバルな動向を横断的・相互的に捉えて現代的な諸課題を歴史的

に考察する力、持続可能な社会づくりの視点から地球規模の諸課題や地域課題を解決し

ていく力を、すべての高校生に共通に育んでいくという観点を重視した科目構成とする。 

○ 理数教育に関しては、知識・技能、思考力・判断力・表現力等、学びに向かう力・人

間性等の着実な育成を図るために探究的な学習を充実させる観点から、スーパーサイエ

ンスハイスクールにおける取組の成果を踏まえつつ、数学・理科にわたる探究的科目と

して「理数探究基礎（仮称）」、「理数探究（仮称）」を新たに設けることとし、共通教科

として理数科を位置付ける。これらの科目においては、生徒が探究の過程全体を自ら遂

行できるようになることを目指し、その基礎を学ぶ段階と、それを活用しつつ実際に探

究を進める段階で構成する。 

 なお、これに伴い、数学科及び理科において、探究する学習を重視して開設された数

学活用及び理科課題研究を見直すなど、科目構成を改める。 

また、新たに設ける理数探究（仮称）については、各教科等の特質に応じた見方・考

え方を総合的に活用するとともに、大学における学問分野につながっていくことを前提

に、自己の在り方生き方に照らし、自己のキャリア形成の方向性と関連づけながら見

方・考え方を組み合わせて統合させ、活用しながら、自ら問いを見出し探究することの

できる力を育成するものであることから、「理数探究基礎（仮称）」及び「理数探究（仮

称）」の履修により、総合的な探究の時間（仮称）の一部又は全部に替えることができ
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ることとする。 

○ 外国語科については、一部改善が見られるものの、依然として各領域すべてに課題が

ある状況である。特に、「話すこと」及び「書くこと」における発信力の課題が大きい。

こうした課題に対応するとともに、中学校からの学びを高等学校に円滑につなげ、生徒

の多様化に対応できるようにするための科目構成とする。 

○ 共通教科の家庭科については、現行の学習指導要領における科目の履修状況を踏まえ

て科目構成を見直す。 

○ 共通教科の情報科については、問題の発見・解決に向けて、事象を情報とその結び付

きの視点から捉え、情報技術を適切かつ効果的に活用する力をすべての生徒に育むため

の科目構成とする。 

○ 総合的な学習の時間においては、各教科等の特質に応じた見方・考え方を総合的・統

合的に活用することに加え、自己の在り方生き方に照らし、自己のキャリア形成の方向

性と関連づけながら見方・考え方を組み合わせて統合させ、活用しながら、自ら問いを

見出し探究することのできる力を育成する。そのため、名称について「総合的な探究の

時間（仮称）」に改める。 

○ 他の教科については、これまでの成果を踏まえ、現行の必履修科目の枠組みを維持し

た上で、その内容の改善を図る必要がある。 

（オ）専門学科及び総合学科について 

○ 農業、工業、商業、水産、家庭、看護、情報、福祉、理数、体育、音楽、美術、英語

の専門学科においては、我が国の産業経済の発展を担う人材を育成するため、又はその

他の特定の分野における専門的な人材を育成するため、一定の専門性を確保する観点か

ら、専門教科・科目を２５単位以上履修させることとしている。 

  専門学科については、一人一人の生徒の進路に応じた多様な可能性を伸ばすために、

学校の実態に応じて、様々な履修が考えられるため、引き続き 

・すべての生徒に履修させる専門教科・科目の単数は、２５単位を下らない 

・必履修教科・科目の履修と同様の成果が期待できる場合に、その専門教科・科目の履修

をもって、必履修教科・科目の履修の一部又は全部に替えることができる 

・職業教育を主とする専門学科においては、「課題研究」、「看護臨地実習」又は「介護総

合演習」と総合的な学習の時間について、同様の成果が期待できる場合には、相互に一

部又は全部に替えることができる 

こととする。 

○ 総合学科は、幅広い選択科目の中から生徒が自ら科目を選択し学ぶことを特色とし、
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将来の職業選択など自己の進路への自覚を深める学習が重視するものであり、学校設定

科目「産業社会と人間」を履修することとされている。学校教育目標や育成すべき資質･

能力を明確にしつつ、選択の幅が生徒の選択に応じた資質･能力の確実な育成につなが

るカリキュラムづくりが求められる。 

 「産業社会と人間」については、「社会に開かれた教育課程」の理念や、キャリア教

育の充実の方向性を踏まえつつ、公民科において「公共（仮称）」が設置されることや、

特別活動においてキャリア教育の視点からの改善･充実が図られることなどとの整理し、

内容の充実を図っていくことが必要である。 

（カ）定時制課程及び通信制課程について 

○ 定時制課程及び通信制課程は、高等学校生徒の多様化が進む中にあって、多様な学習

スタイルを可能としており、従来からの勤労青年のための教育機関としての役割だけで

なく、多様な学習ニーズへの受皿としての役割を果たしている。このため、高等学校の

教育課程の基本的な枠組みを踏まえつつ、必要な弾力的な扱いを維持することが適当で

ある。 

  なお、学習時間や時期、方法など自分のペースで学べることから、不登校・中途退学

経験者等への学び直しの機会提供など、困難を抱える生徒の自立支援等の面でも大きく

期待されるようになっている。また、外国籍の生徒や発達障害等の特別な支援を必要と

する生徒への対応なども重要な課題となっている。 

  このような中で、多様な生徒が入学している実態にきめ細かに対応するため、義務教

育段階からの学び直しを支える体制の強化に加え、日々の生活指導や教育相談、従来を

見通した進路指導をサポートする体制など学習面だけでなく、学校の内外を問わず、

様々な形で生徒や学校等への支援を充実していく必要がある。 
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⑤特別支援学校 

（ⅰ）現状・課題と改善の方向性 

○ 近年、特別支援学校全体に在籍する幼児児童生徒数は増加傾向にあり、特に、中学校

に在籍した生徒が特別支援学校高等部に入学するケースが増加している。 

  また、重複障害者の割合も増加傾向にあり、例えば、他の障害に自閉症を併せ有する

者や視覚と聴覚の障害を併せ有する者など、多様な障害の種類や状態等に応じた指導が

より強く求められるようになっている。 

○ 各学校においては、在籍する幼児児童生徒の実態を分析・検討した上で、それぞれの

学校における教育課題を正しくとらえ、重視する点や留意する点を明らかにして学校の

教育目標を設定する必要がある。 

○ その上で、教育要領に示された各領域のねらい、学習指導要領に示された各教科、道

徳科、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動及び自立活動の目標やねらい、指導

内容の選択や配列等を通して、各学校の教育目標を達成できるよう、教育課程を編成す

ることが必要である。 

○ 教育課程の実施に当たっては、すべての幼児児童生徒に個別の教育支援計画を作成し、

家庭や地域、医療や福祉等の関係機関等と連携した組織的、継続的な支援を行うととも

に、各教科等にわたる個別の指導計画を作成し、それに基づいて行われた学習の状況や

結果を適切に評価し、指導の改善に努める必要がある。 

○ 次期学習指導要領においては、①教育が普遍的に目指す根幹を堅持しつつ、社会の変

化に視点を向け、柔軟に受け止めていく「社会に開かれた教育課程」の考え方、②育成

すべき資質・能力につての基本的な考え方、③課題の発見や解決に向けた主体的・対話

的で深い学びの視点を踏まえた指導方法の充実、④カリキュラム・マネジメントなど、

初等中等教育全体の改善・充実の方向性は、特別支援学校においても重視することが必

要である。 

（ⅱ）具体的な改善事項 

（ア）視覚障害者等である児童生徒に対する教育課程 

○ 視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱者に対する教育を行う特別支援学校

においては、小学校等の各教科等の改訂内容を十分に踏まえ、その着実な実施が求めら

れる。 

○ 今回の改訂では、小学校の中学年に外国語活動、高学年に外国語科が導入されること

に伴い、小学部においては、授業時間数の確保など、教育課程編成の工夫が必要となる

ことから、基本的な考え方を示すことが必要である。 
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（イ）知的障害者である児童生徒に対する教育課程 

○ 小学校等の学習指導要領等の改訂において、各学校段階のすべての教科等において育

成すべき資質・能力の三つの柱に基づき、各教科等の目標や内容が整理されたことを踏

まえ、知的障害者である児童生徒のための各教科の目標や内容について小学校等の各教

科の目標や内容の連続性・関連性を整理することが必要である。 

○ 各部の各段階において育成すべき資質・能力を明確にすることで計画的な指導が行わ

れるよう、各段階共通に示している目標を、段階ごとに示すことが必要である。 

○ 各部間での円滑な接続を図るため、小学部、中学部及び高等部の各部の内容のつなが

りを整理し、小学部と中学部、中学部と高等部間で系統性のある内容を設定することが

必要であり、特に、現行では一段階のみで示されている中学部については、新たに第二

段階を設けることが適当である。 

○ 小学校における外国語教育の充実を踏まえ、小学部において、児童の実態等を考慮の

上、外国語に親しんだり、外国の言語や文化について体験的に理解や関心を深めたりす

るため、教育課程に外国語活動を加えることができるようにすることが適当である。 

○ 各教科については、小学校等の各教科の内容の改善を参考に、社会の変化に対応した

各教科の内容や構成の充実を図ることが必要である。 

○ 障害の程度や学習状況等の個人差が大きいことを踏まえ、既に各教科における段階の

目標を達成しているなど、特に必要がある場合には、個別の指導計画に基づき、各部に

相当する学校段階までの小学校等の学習指導要領の各教科の目標・内容等を参考に指導

できるようにすることが適当である。 

○ 教科別や領域別に指導を行う場合の基本的な考え方を十分に理解した上で、各教科等

を合わせた指導が行われるよう、学習指導要領等における示し方を工夫することが重要

である。 

○ 児童生徒一人一人の学習状況を多角的に評価するため、各教科の目標に準拠した評価

の観点による学習評価を導入し、学習評価をもとに授業評価や指導評価を行い、教育課

程編成の改善・充実に生かすことのできるＰＤＣＡサイクルを確立することが必要であ

る。 

（ウ）自立活動 

○ 自己の理解を深め、自己肯定感を高めるとともに、得意不得意等に係る意思を表明す

る力を育み、主体的に学ぶ意欲を一層伸長するなど、発達の段階を踏まえて自立活動の

内容を改善・充実することが必要である。 

○ 実態把握から指導目標・内容の設定までの各プロセスをつなぐポイントを分かりやす

く記述することが必要である。その際、指導目標・内容を設定する際の各教科等と自立
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活動における手順の違いや両者の関連を分かりやすく示す必要がある。 

○ 自立活動における多様な評価方法について分かりやすく記述することが必要である。

その際、児童生徒自らが、自立活動を通して、学習上又は生活上の困難をどのように改

善・克服できたか自己評価する方法を工夫することなども重要である。 

（エ）重複障害者等に対する教育課程の取扱い等 

○ 学習指導要領及び解説において、重複障害者等に関する教育課程の取扱いを適用する

際の基本的な考え方を更に分かりやすく示すことが必要である。 

・ 各教科等の目標・内容を、取り扱わなかったり、前各学年の目標・内容に替えたりし

た場合について、取り扱わなかった内容を学年進行後にどう履修するかなど、教科等の

内容の連続性の視点を大切にした指導計画を作成するための基本的な考え方を更に整

理して示す。その際、現行の学習指導要領で障害種別に示している「指導内容を適切に

精選」すること等の規定も十分考慮する。 

・ 他の障害と知的障害を併せ有する者に対して、小・中学校等の各教科の目標・内容を

知的障害のある児童生徒のための目標・内容に替える場合について、教科の内容の連続

性の視点から、基本的な考え方を整理して示す。 

・ 重複障害者に対して、各教科等の目標・内容に替えて自立活動を主とした指導を行う

場合について、心身の調和的発達を促す視点から、基本的な考え方を整理して示す。 

（オ）指導方法の改善・充実 

○ 小学校等におけるアクティブ・ラーニングの視点からの学習過程の質的改善の方向性

は、特別支援学校においても同様であり、新しい社会の在り方を自ら創造することがで

きる資質・能力を育むために、教員が習得・活用・探究といった学習過程全体を通して、

幼児児童生徒が主体的・対話的で深い学びができているのかといった幼児児童生徒の変

容等を踏まえて指導方法を見直し、改善していくことが必要である。 

○ アクティブ・ラーニングの視点からの指導方法の見直しについては、幼児児童生徒が

思考し、判断し、表現していく学習過程が重要となるが、障害のために思考し、判断し、

表現することへの困難さのある幼児児童生徒についても、障害の状態等に留意して、主

体的・対話的で深い学びの実現を目指し、これらの困難さに対応しながら、学習過程の

質的改善を行うことが求められる。 

○ 視覚障害者等である幼児児童生徒に対する、各教科等の指導計画の作成と内容の取扱

いについては、求められる資質・能力を育成する視点を一層重視しつつ、医療の進展や

支援機器等の開発が進むであろうことも考慮し、幼児児童生徒の障害の状態や特性等を

踏まえた指導上の留意事項を示すことが必要である。 

○ 重複障害者等に対する指導については、（エ）で前述した教育課程の取扱いのほか、
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例えば、自閉症と他の障害が重複する幼児児童生徒や、視覚と聴覚の障害が重複する幼

児児童生徒に対する指導方法について、基本的な考え方や留意点等を具体的に示すこと

が必要である。 

○ 障害の状態等に応じた効果的な学習指導やコミュニケーションの手段として、コンピ

ュータ等のＩＣＴ等を一層活用することが有効である。 

（カ）カリキュラム・マネジメントの考え方 

○ 「社会に開かれた教育課程」の観点から、幼児児童生徒が卒業後に社会で生活する姿

を描き、それぞれの学校において、各部段階でどのような幼児児童生徒を育てようとす

るのか、そのためにはどのような教育を行うことが適当か等の基本的な考え方を明確に

した上で教育課程編成に必要な考え方を解説することが必要である。 

（キ）キャリア教育の充実 

○ 幼稚部、小学部の段階から、学校や社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らし

い生き方を実現していく過程であるキャリア発達を促すキャリア教育の視点を示すこ

とが必要である。 

○ 障害の程度が重度の幼児児童生徒のキャリア教育の考え方について、キャリア発達の

視点から示すことが必要である。 

○ 特別支援学校高等部の卒業生の一般企業等への就労が年々増加している状況を踏ま

え、障害のある生徒が自立し社会参加を図るために、幼稚部段階から高等部卒業までを

見据えた一貫性のある指導の下、幼児児童生徒一人一人のキャリア発達を確実に促すこ

とのできる教育を一層充実させていくことが必要である。 

（ク）あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師等の養成カリキュラム等の改善 

○ 高等部における専門教科、専攻科における教育については、あん摩マツサージ指圧師、

はり師及びきゅう師等のカリキュラム等の改善に関する検討がなされている動向を踏

まえ、教育内容等の改善・充実を図る必要がある。 

（ⅲ）幼稚園、小学校、中学校、高等学校等と特別支援学校との連続性 

○ 幼児児童生徒の学びの連続性を確保する観点から、知的障害のある児童生徒のための

各教科の目標・内容の考え方や、重複障害者等の教育課程の取扱いを適用する際の留意

点等について、小・中学校等の各教科の目標・内容との連続性に留意して整理し、分か

りやすく示すことが必要である。 

○ 小・中学校等から特別支援学校への転学や、特別支援学校から小・中学校等への転学

が行われた場合に、各学校において、前籍校から引き継いだ個別の教育支援計画や個別

の指導計画をもとに、幼児児童生徒の障害の状態等や学習の履歴等を踏まえた、継続的

な指導や支援が行われるよう、個別の教育支援計画や個別の指導計画の引継ぎ、活用に
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ついての考え方や留意点を示すことが必要である。 

○ 今回の学習指導要領の改訂において、小・中学部を中心とした知的障害のある児童生

徒のための各教科の目標・内容の整理を行うことを踏まえ、長期的には、幼稚園、小・

中学校、高等学校、特別支援学校等との間で、教育課程が円滑に接続し、子供たち一人

一人の学びの連続性を実現していくために、国として、学校種別にかかわらず、各教科

の目標・内容を一本化する可能性についても検討する必要がある。 

（ⅳ）特別支援教育の改善・充実を支える方策 

（ア）教員の専門性向上 

○ 中央教育審議会「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について（答申）」

（平成２７年１２月）を踏まえ、以下に示すように、教員の養成、採用、研修の各段階

において特別支援教育に関する内容を充実することが必要である。 

（大学の教職課程における教員養成） 

・発達障害を含めた特別な支援を必要とする幼児児童生徒に関する理論及びその指導法に

ついて、幼稚園・小学校・中学校・高等学校の教員免許状取得のための教職課程におい

て独立した科目として位置付ける。 

（幼稚園、小学校、中学校、高等学校等教員） 

・すべての教員が特別支援教育に関する基礎的な知識・技能を身に付けるための研修が必

要である。 

・小・中学校等の特別支援学級担任の特別支援学校教諭免許状の所持率について、現状の

２倍程度を目標として、取得を促進することが期待される。 

（特別支援学校教員） 

・障害の多様化や重度・重複化への対応、特別支援学校のセンター的機能を発揮するため

の地域における小・中学校等との効果的な連携手法等に関する知識を身に付けるための、

専門的な研修の充実が期待される。 

・教育職員免許法附則第 16 項の廃止も見据え、平成 32 年度までの間に、おおむねすべて

の特別支援学校の教員が特別支援学校教諭免許状を所持することを目指し、国が必要な

支援を行う必要がある。 

（イ）学校の指導体制 

○ 特別支援教育コーディネーターについては、障害の多様化や重度・重複化への対応、

地域における他の学校、関係機関との効果的な連携が求められてきており、特別支援教

育コーディネーターの役割を分かりやすく整理し示すとともに、その専門性を高めるた

めの研修等の充実等を図ることが求められる。 
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○ 特別支援教育コーディネーター、通級による指導の担当教員など、各学校において特

別支援教育に対応するための教員定数等の改善が求められる。 

○ 特に、特別支援教育コーディネーターは、各学校において、校内委員会、校内研修の

企画・運営、関係諸機関・学校との連絡・調整、保護者からの相談窓口等の役割を担う

など、特別支援教育推進に向けた多岐にわたる校務の中核を担っている。 

○ また、特別支援学校における特別支援教育コーディネーターは、校内における取組だ

けでなく、例えば、小・中学校等に在籍する児童生徒に対する巡回による指導を行った

り、特別支援学校の教員の専門性を活用しながら教育相談を行ったりするなど、域内の

教育資源の組合せ（スクールクラスター）の中で、コーディネーターとしての機能を発

揮していくことが求められる。 

○ このような特別支援教育コーディネーターの役割の重要性を踏まえ、各学校に計画的

に育成・配置されていくことが必要である。 

（ウ）家庭や地域、関係機関等との一層の連携 

○ 教育課程の編成に当たっては「社会に開かれた教育課程」の観点から、各教科等や自

立活動の指導等の場面でも、家庭や地域、専門家や支援団体等の関係機関等との連携・

協力が求められる。 

○ 障害のある幼児児童生徒への指導や支援に当たり、医療や福祉等の関係機関との連携

は不可欠であり、これらを担当する行政機関等との連携・協力が一層求められる。 

（エ）高等学校入学者選抜や大学入学者選抜、企業等の雇用における取組の充実 

○ 障害者差別解消法の趣旨を十分に踏まえ、すべての学校を障害のある生徒が受験する

可能性があることを前提として、障害のある生徒への適切な対応が求められる。また、

高等学校入学者選抜や大学入学者選抜における調査書の様式等の改善も求められる。 

○ 障害のある生徒の卒業後の継続的な就労等に向けて、障害者の雇用の促進等に関する

法律の趣旨を踏まえた障害者雇用の改善が図られることが求められる。 

（オ）教科用図書、教材、支援機器等の充実 

○ 視覚障害、聴覚障害及び知的障害のある児童生徒のための文部科学省著作教科書を作

成するとともに、教科書会社により拡大教科書の作成が期待される。 

○ 障害のある幼児児童生徒の特性等に応じて、支援機器等教材の積極的な活用を促進す

る。 

（カ）全国的な実施状況の把握 

○ 新しい学習指導要領の着実な実施を図るため、文部科学省、国立特別支援教育総合研

究所、都道府県等教育センター、特別支援教育に関する研究団体等が連携し、特別支援
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教育に係る教育課程の編成・実施についての実態把握、教育課程の改善・充実のための

研究開発等に取り組み、各学校での教育課程編成や学習指導の改善・充実を支援してい

くことが重要である。 

○ さらに、将来の学習指導要領の改訂に資するよう、今回の改訂に基づく教育課程の編

成・実施について、全国的な状況を経年で把握・分析していくことが重要である。 
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⑥学校段階間の接続 

（ⅰ）幼児教育と小学校教育の接続 

○ 低学年は、学びがゼロからスタートするわけではなく、幼児教育で身に付けたこ

とを生かしながら教科等の学びにつなぎ、子供たちの資質・能力を伸ばしていく時

期である。幼児教育部会において、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿が明確化

されたところであり、小学校教育においては、生活科を中心としたスタートカリキ

ュラムを学習指導要領に明確に位置付け、その中で、合科的・関連的な指導や短時

間での学習などを含む授業時間や指導の工夫、環境構成等の工夫60も行いながら、幼

児期に総合的に育まれた「見方や考え方」や資質・能力を、各教科等の特質に応じ

た学びにつなげていくことが求められる。その際、小学校低学年のスタートカリキ

ュラムを中心とした学習と中学年以降の学習の接続という観点からのカリキュラ

ム・マネジメントの視点も重要である。 

（ⅱ）小学校教育と中学校教育の接続 

○ 小学校・中学校の接続については、義務教育９年間を通じて、子供たちに必要な資質・

能力を確実に育むことを目指し同一中学校区内の小・中学校間の連携の取組の充実が求

められる。 

○ 具体的な取組の工夫として、例えば、 

① 学校評議員会や学校地域支援本部事業等の合同開催などの機会を通して、各学校で育

成を目指す資質・能力や、それに基づく教育課程の編成方針などを、学校、保護者、地

域間で共有し必要に応じて改善を図る。 

② 校長・教頭等の管理職が集まる機会を用いて、各学校で育成を目指す資質・能力や、 

それに基づく教育課程の編成方針を共有し必要に応じて改善を図る。 

③ 教職員による合同研修会を開催し、当該中学校区で９年間を通じて育成を目指す資

質・能力との関係から、各教科等、各学年の指導の在り方を考えるなど、学習指導の改

善を図る。 

④ 同一中学校区内の小・中学校のＰＴＡ代表が集まる場や、各小・中学校のＰＴＡ総会

の場等において、同一中学校区内の小・中学校の取組を共有や、保護者間の連携・交流

を深める。 

ことなどが考えられる。 

○ また、小学校高学年に関して、専科指導を拡充するなどにより、中学校への接続を見

据えた指導体制の充実を図ることが必要である。さらに、小学校高学年の発達の段階に

おける課題に対応した教育内容と指導体制を確立し、小学校教育と中学校教育を円滑に

                                            

60 「幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続の在り方について（報告）」（平成２２年１１月）より 
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接続させ、小中一貫教育による特色ある教育課程を編成することができる61義務教育学

校制度が創設された。義務教育学校制度に関する教育課程については、その利点を生

かすため特例措置が設けられており、各学校において引き続き特色ある教育活動を展開

することが求められる。 

（ⅲ）中学校教育と高等学校教育の接続 

○ 各学校段階において育成すべき資質・能力の実現を図るため、学習指導要領において

「義務教育段階を終える段階で身に付けておくべき力は何か」、「１８歳の段階で身に付

けておくべき力は何か」という観点から、各学校段階で育成すべき資質・能力の全体像

を示すことが必要である。 

  義務教育を行う最後の教育機関としての役割を担う中学校には、小学校６年間の学び

を中学校での学びにつなげ、義務教育段階で身に付けておくべき資質・能力をしっかり

と育成した上で、高等学校の学びにつなげていく視点を一層重視して学校段階間の接続

に努めることが求められる。 

○ 中学校、高等学校の接続については、中学校において義務教育段階で育成すべき資

質・能力を確実に育むとともに、高等学校においては、必要に応じて学び直しの視点を

踏まえた教育課程を編成して義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るなど、生徒

の学習課題に応じた学習の基盤づくりを行い、高等学校段階の学びの共通性の確保を確

かなものにしていくことが求められる。 

また、高等学校においては、生徒の多様な進路の希望に応えるため、幅広い教科・科

目の中から生徒が履修する科目の選択を行うなど、選択履修の趣旨を生かした教育課程

編成を行うこととしている。このことは、生徒には、自身の在り方生き方を考えて適切

に選択・判断する力を求めるものである。中学校までの教育課程においては、生徒が履

修する教育課程を選択するということはないため、高等学校への接続に関連して、生徒

が適切な教科・科目を選択できるよう指導の充実を図ることが重要である。 

○ 知識の理解の質を高めるという学習指導要領改訂の趣旨を踏まえ、高等学校入学者選

抜、大学入試者選抜の質的改善を図ることが求められる。 

○ なお、中学校と高等学校との円滑な接続の観点からは、中等教育の多様化を一層推進

し、生徒の個性をより重視した教育を実現するため、中高一貫教育制度が設けられてい

る。中高一貫教育制度に関する教育課程については、その利点を生かすため特例措置が

設けられており、各学校において引き続き特色ある教育活動が展開できるよう、この特

                                            

61 義務教育学校及び併設型の小中一貫教育校においては、小中一貫教育による特色ある教育課程を編成

することができるよう、小学校に相当する前期課程と中学校に相当する後期課程において、学習指導

要領に定める指導内容の一部について、相互に関連するものを入れ替えて指導したり、移行して指導

したりすることなどができる。 
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例措置については今後とも維持する。 

（ⅳ）高大接続 

○ 高等学校教育に対しては、大学入学者選抜の在り方が極めて大きな影響を与える。こ

の高大接続の課題については、平成２６年に中央教育審議会答申「新しい時代にふさわ

しい高大接続の実現に向けた高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜の一体的改革に

ついて～すべての若者が夢や目標を芽吹かせ、未来に花開かせるために～」が示され、

その提言内容を具体化するため高大接続システム会議が設置され、平成２８年３月には

「最終報告」が取りまとめられている。 

○ 高等学校における教科・科目等の在り方を含む教育内容の見直しや、アクティブ・ラ

ーニングの視点による学習・指導方法の不断の改善、多面的な評価など学習評価の改善

充実といった高等学校教育の改革は、大学教育及び大学入学者選抜の一体的な改革が不

可欠であり、引き続き調整を図りながら検討を進めていくことが必要である。 

（ⅴ）職業との接続 

○ 高等学校においては、卒業後に就職を希望する生徒に対して、そのニーズに応えるこ

とができるよう、必要な資質・能力の育成につながる教育課程の改善・充実を図るとと

もに、企業等とも連携しつつ、より実践的な教育活動が展開できるように体制整備等を

進める必要がある。 

○ 特に、職業教育を主とする専門学科においては、地域の企業やその団体等との間で緊

密な関係が構築されており、教育活動や就業に向けた指導においても連携が図られてい

る。引き続き、こうした関係を維持、発展させていくことが必要である。 

 

  


